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今年5月、益田市の診療所での不適正使用の新聞報道に端を発した「微量採血用穿刺

器具のいわゆる使い回し問題」は2ヶ月間以上にわたって延々と全国紙、地方紙、更に

はテレビなどで報道されて来たが、8月はじめに発表された厚生労働省の全国調査の結

果でほぼ収束したようである。その結果は、①全国の11,000以上の病院と診療所でこ

の穿刺器具がいわゆる使い回しされていた。②その他、自治体の健康イベントでは46

都道府県で、医療従事者や栄養士の養成施設の60～90％で、その他多くの介護老人施

設などでも使用されていた。③しかし、これによって感染した例の報告はない。④針の

使い回しは2診療所のみであった。⑤厚労省は「添付文書を十分読み、正しい使い方を

改めて注意喚起したい。」というものである。

私の勤務する鳥取県立中央病院でも調査が不十分で報道機関を通して訂正を発表し、

謝罪した。

この一連の経過を見たり、実際に関係もした中での問題点や反省点があり、今後の再

発を防ぐためにもまとめてみたい。

この微量採血用穿刺器具は、本来血糖自己測定用に測定機器と共に渡される必需品で、

個人が自分の測定用に使っていれば何ら危険な器具ではない。また、簡易法で、必ずし

も正確な値ではない事を認識していれば、小型で軽く、安く、簡単にしかも早く血糖検

査が出来る血糖自己測定器は、糖尿病者の増加が著しい今日、検診や健康イベント、更

には医療系の学校の実習など広く使用されてきた事も理解できる。しかし、今回の測定

器用の微量採血用穿刺器具問題では様々な疑問や要望がある。

1．平成18年3月の厚労省からの通知が徹底されなかったのはなぜか。：われわれ医

療者が常に注意して通知を見ることが十分でなかった事は反省しないといけない

が多くの情報の中から探し出すのはかなり大変である。行政のネットワークで末

端まで行き届くようにして欲しい。その点、薬の場合は製薬メーカーがMRや情

報網で徹底した連絡を行っており、それによって情報を知ることも多い。

2．その厚労省通知のもととなった「英国医薬品庁の症例」は医学雑誌に論文として

載っていない。このケースについてもっと詳しい情報を流すべきだった。：日本

「微量採血用穿刺器具」問題
から考えること

鳥取県医師会　理事　武　田　　　倬

巻　頭　言 
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で使われている穿刺器は現在30ゲージという細い針に深度も調節出来、絞り出

さないといけないぐらい少量しか血液が出ない。従って先端の皮膚に当てる部分

に血液が付着することはほとんどない。

3．もし付着したとして、どのくらいの血液でどの様な状況で肝炎などに感染の可能

性があるのか。：また、それを水で洗い流したり、アルコールで拭き取った場合

でも感染するのか。など手に入れにくい情報を流して欲しい。

4．現に日本でこれだけ多くのいわゆる使い回し症例で感染報告例がない。：一般の

人達に余計な心配をしないように具体的数値を示して欲しい。マスコミの報道を

見た患者さんから「先端の部分を他人に当てたら肝炎が感染するか。」という質

問まで受けた。厚労省や報道機関では多くの情報が入手可能であろうから、過不

足のない、エビデンスを流して欲しいと思う。

微量採血用穿刺器の針を1人ずつ交換しないことの感染の危険性は医療者でなくても

知られていることで、針の使い回しは許されるものではない。しかし、針以外について

はエビデンスがない。医療には安全が最も重要であり、事故ゼロを目指す事に反対する

つもりはないが、ことに厚労省の通知には出来るだけの具体的なデータを入れるべきだ

と思う。すべての器具をディスポーザブルにすれば最も安全かもしれないが、限りある

資源とCO2など地球環境も考えないといけない。われわれ医療者も、厚労省などの役

所も、マスコミも互いに謙虚に反省をし、安全と信頼の医療が確立出来ることを願って

いる。
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平成19年度鳥取県医師会会務報告

以下の 5議案についていずれも原案通り可決承

認した。

第 1号議案　平成19年度鳥取県医師会収入支出決

算承認について

第 2号議案　平成19年度鳥取県医師会共済会収支

決算承認について

第 3号議案　平成19年度鳥取県医師会会館修繕積

立金会計収支決算承認について

第 4号議案　平成19年度鳥取県医師会生命保険取

扱特別会計収支決算承認について

第 5号議案　平成20年度鳥取県医師会会費減免申

請承認について

〈宮 常任理事〉

失礼致します。私、庶務担当常任理事の宮 で

ございます。

本日の代議員会は、代議員の改選後初めての代

議員会でございますので、議長及び副議長が決ま

っておりません。定款施行細則第31条第 2項の規

定によりますと、代議員の中から年長者の方を仮

議長に選任することとなっております。

その規定に従いまして、年長者の中から21番・

引田　亨代議員に仮議長をお願いしたいと思いま

すが、いかがでございましょうか。

［「異議なし」「拍手」］

ありがとうございます。それでは、引田代議員、

議長席へご登壇願います。

■ 開催の期日　　平成20年 7月 5日（土） 午後 3時～午後 4時50分

■ 開催の場所　　鳥取県医師会館　鳥取市戎町

■ 代議員の総数　　48名

■ 出席代議員数　　40名

■ 出席の役員等　　岡本会長、野島・富長両副会長

宮　・渡辺・天野・神鳥各常任理事

武田・吉中・吉田・明穂・井庭・重政・笠木・米川各理事

清水監事

入江・長田両顧問

平成19年度収支決算等5議案について可決承認
第177回鳥取県医師会（臨時）代議員会

代議員会 

報告事項

議決事項

会議の状況
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〈引田仮議長〉

中部医師会の引田でございます。ただいま御紹

介のありましたように、年長者の故をもって仮議

長ということでございますので、規定に従って、

議長が決まるまで、しばらくの間、仮議長を務め

させていただきます。皆様方の御協力をよろしく

お願いしたいと思います。

それでは、ただいまから第177回鳥取県医師会

臨時代議員会を開会致します。

まず、事務局より資格確認をお願い致します。

〈谷口事務局長〉

資格確認のご報告を致します。代議員総数は、

会員数の増加に伴い、本年 4月から中部 1名、西

部 1 名の 2 名増員となりまして48名でございま

す。これに対しまして、本日、受付されました代

議員の先生は40名で、過半数の出席でございます。

以上、ご報告致します。

〈引田仮議長〉

ありがとうございました。ご報告のとおり、過

半数のご出席ですので、本会議は成立致します。

次に議事録署名人の選出でございますが、慣例

により、議長にご一任願えますか。

［「異議なし」］

それでは、25番・青木哲哉代議員、38番・山本

仁代議員のお二方にお願いします。

続きまして、議長及び副議長の選挙を行います。

定款施行細則第31条の規定によりますと、代議員

会の議長及び副議長は、代議員の選挙後、最初に

開かれる代議員会において代議員の互選によるこ

とになっております。

ただいままでに文書等をもちまして立候補を表

明された代議員の方はございません。ここで、立

候補される方はございませんか。

〈27番・魚谷代議員〉

27番、西部医師会の魚谷ですが、私が議長に立

候補致します。

〈引田仮議長〉

ただいま27番、魚谷　純代議員から立候補の表

明がございました。その他に立候補を表明される

方はございませんか。ございましたら挙手をお願

いします。

ないようでございますので、魚谷　純代議員を

議長当選人と決定することにご異議ございません

か。

［「異議なし」「拍手」］

ご異議がないものと認めまして、魚谷　純代議

員を議長当選人と決定致します。

議長が決まりましたので、以上をもちまして、

仮議長の任務を終わることと致します。御協力大

変ありがとうございました。感謝申し上げます。

それでは、魚谷　純代議員、議長席へ来ていた

だき、ご挨拶をお願い致します。

［「引田仮議長退席」］

〈魚谷議長〉

失礼致します。仮議長の引田代議員、誠にあり

がとうございました。

私、ただいま、代議員会議長に就任させていた

だきましたが、前期に引き続き、務めさせていた

だきます。慣例によりますと、代議員会議長とい

うのは、東・中・西部の地区医師会長が交代で務

められているようでございます。私の場合、東部

および中部の会長さんよりも一期ほど早く西部の

会長に就任しましたので、前期より議長を務めさ

せていただいております。責任の重大さをひしひ

しと感じておりますが、代議員会の活性化のため

に微力ながら努力していきたいと思いますので、

皆様の御協力をよろしくお願い致します。

それでは、引き続きまして、副議長の選挙に移

ります。

ただいままでに文書等をもちまして副議長の立

候補を表明された代議員の方はございません。こ

の場で立候補される方はございませんか。

〈19番・池田代議員〉

19番、中部医師会の池田です。私が副議長に立

候補致します。よろしくお願い致します。

〈魚谷議長〉

ただいま19番、池田宣之代議員から立候補の表

明がございました。その他に立候補を表明される
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方はございませんか。

ないようでございますので、池田宣之代議員の

副議長就任にご賛成の方は、拍手をもってご承認

をお願い致します。

［「異議なし」「拍手」］

ありがとうございました。ご異議がないものと

認めまして、池田宣之代議員を副議長当選人と決

定致します。

それでは、池田副議長、一言ご挨拶をお願い致

します。

〈池田副議長〉

失礼致します。ただいま副議長に選任されまし

た中部医師会の池田でございます。前期に引き続

き、魚谷議長とともに鳥取県医師会の代議員会が

より活性化し、そして会員の皆様に反映させるこ

とを願いつつ、魚谷議長を助けながらやっていき

たいと思いますので、よろしくお願い致します。

〈魚谷議長〉

どうもありがとうございました。

それでは、日程に従いまして、「会長挨拶」を

よろしくお願い致します。

〈岡本会長〉

会長の岡本

でございま

す。本日は第

177回鳥取県

医師会臨時代

議員会を開催

致しましたと

ころ、大変お

忙しいなか、また猛暑のなか、ご出席をいただき

まして誠にありがとうございます。

本日の主な議事は、先程の代議員会議長および

副議長の決定と平成19年度の会務報告、それに伴

う収支決算報告、平成20年度の会費減免申請につ

いて、慎重審議をお願いして承認をいただきたい

と思います。

せっかくの機会ですので、二、三お話をします。

まず、第一にご報告したいことがあります。 6

月17日の第 3火曜日に日本医師会の理事会が行わ

れて、その席上、平成20、21年度の日医委員会の

委員が承認され、鳥取県医師会からは 7人が委員

に承認されました。平均的には 1つの県から 2人

ぐらいでして、中四国でも順番でしているわけで

すが、この度は非常に多かったようです。中四国

での鳥取県の割り当ては 2人でしたが、 3人入れ

ていただいて、まず野島副会長が救急災害医療対

策委員会に入りました。そして宮 常任理事が地

域医療対策委員会、笠木理事が学校保健委員会と

それぞれ希望したところに入れていただきまし

た。あと、言葉は悪いですが、一本釣りでして、

富長副会長が基本診療料のあり方に関するプロジ

ェクト委員会、これは社会保険診療報酬検討委員

会を兼務致します。富長副会長の会は年間10回ぐ

らいあるのではないかと思います。あとは大体 5

回ぐらいです。それと、日本小児科医会の推薦を

いただきまして、皆さん松平副会長を御存じかと

思いますが、私が東京へ行った時に、鳥取市の小

児科の田中清先生を小児科医会から診療報酬の方

へ推薦したいがよろしいかというお話がございま

して、本人がよかったらよいのではないかという

ことで、田中先生にも出ていただくことになりま

した。あと 2人は、渡辺常任理事がもう12年にな

るのではないかと思いますが、勤務医委員会をず

っと続けておられて、さらに副委員長になられて

から 2期になります。それから私が定款・諸規程

検討委員会で 2期目になります。

その前の先生方では、明穂理事が 4年間、天野

常任理事も 4年間、神鳥常任理事は今回 2年間で

したが、その前に 4年間出ていただいております。

ですから、それぞれが日本医師会に出ていろいろ

な情報を仕入れてまいりますので、機会がござい

ましたら、皆さんにその場の雰囲気等をお伝えい

ただけるかと思っております。よろしくお願い致

します。

後期高齢者医療制度については、年頭の挨拶で

も、これはかなりまずいのではないか、相当立ち

遅れるのではないか、ということで心配していた
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のですが、真にそのとおりでした。非常に説明不

足であり、それから保険料の徴収問題、多寡の問

題、診療報酬の中身とか、いろいろ問題があり、

各方面からブーイングが聞こえたわけです。終末

期の相談支援料については、 7月 1日より凍結と

なっており、誠にぶざまな格好になっております。

日本医師会では、後期高齢者医療制度について

は全く反対だったかというと、そうではございま

せん。もともとは老人保健制度そのもので、保険

を運営していくこと自体非常に無理があるのでは

ないかという意見を前から持っておりました。将

来的に後期高齢者、これは決してうば捨て山とい

う格好ではなくて、後期高齢者の方々に良い医療

制度を提供していこうということです。医療制度

が保険ではなくて社会保障の観点から保障でやっ

ていこうという考え方を前から持っております。

社会保障でありますから、当然公費は 9割、それ

から日本医師会の考え方は保険料と一部負担金 1

割ということで、保険者からは取らないという方

向です。これは保障ですので保険ではないと言い

ますが、保険料を徴収すれば、保険になるかもし

れません。もう一つの考え方として、保険料は取

らずに、診察に訪れた時の医療機関での一部負担

金が 1 割であればいいのではないかと思います。

保険料を徴収しない方が保障に値するのではない

かと考えております。

ただ、すぐ移行すると言われても、今まで公費

が50％だったのを90％にというのは非常に難しゅ

うございます。 5％ずつ 1年ごとに段々上げてい

って、10年間で全部移行していきますと、今、後

期高齢者に支援金を各保険者が拠出しています

が、これが10年でゼロになります。そうすると保

険者も自立してくれるのではないかと思っており

ます。いろいろ方法はありますが、医師会としま

しては、この制度存続の内容として、各方面から

いろいろ御意見がありましたが、フリーアクセス

を堅持すること、包括医療を拡大、拡張しないこ

と、そして医療の質を低下させないこと、この 3

つの基本原則を堅持していく必要があるのではな

いかと思っております。

医師会の責務と申しますか、我々の医療におい

て、すべて安全で安心で、そして血の通った温か

い医療を国民に提供していくということは至上命

題でありますし、当然守っていく必要がございま

す。日本の今の発展は、今の後期高齢者の皆さん

の貢献によるものが多大でございまして、この

方々に寂しさとか悲しさとか虚しさとか、いろい

ろなものを味わせるような制度であっては絶対い

けないし、その方々が日本の国で生まれて、長生

きしてよかったなという制度になるように是非皆

で頑張っていきたいと思っております。

次に、医療安全の話ですが、医療安全調査委員

会（仮称）の設置は、賛否両論あるも、反対意見

も十分に聞いた上で設置が必要です。日本医学会

が音頭をとって、 7月28日の月曜日に、日本医師

会で賛成、反対の人を集めて討論会をオープンで

やることになっていますので、大変興味深く見守

っているところです。

医事紛争に関しては、左野先生から御質問いた

だいておりますので、あとでお答えしようと思い

ますが、先日実名入りで報道された佐久総合病院

の事例も、この制度があればどうだったでしょう

か。いずれにしても医師不足の原因の 1つに医事

紛争の増加の懸念があります。起訴や逮捕でなく

書類送検での実名公表は医療現場が委縮し、救急

医療等を避ける傾向が強くなると考えます。

最後に、去る 6月19日に公表された政府の社会

保障国民会議がまとめた中間報告では、これは御

存知のように日本医師会の唐澤会長が出ている会

ですが、社会保障改革の今後の基本的方向性を、

これまでの「持続可能性」から「社会保障の機能

強化」に転換するとした上で、必要な財源の確保

を求めています。

大変評価していいのではないかと思っていた矢

先に、今度は 6月27日に「骨太の方針2008」を閣

議決定しました。福田首相は経済財政諮問会議で

の挨拶で「歳出改革を堅持し、骨太06・07にのっ

とり最大限の削減を行う。他方で国民のニーズの
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高い社会保障分野などの重点課題については、財

源を捻出してしっかりと対応する」と強調してい

ます。社会保障の自然増2,200億円を圧縮する一

方、医師不足などの重要課題は、道路財源の一般

財源化なども視野に別枠で財源を捻出するとしま

した。

日医は、社会保障2,200億円の抑制撤廃に向け

徹底抗戦の構えで、2,200億円の抑制撤廃を望む

国民の声を政府に届けるため「地域医療崩壊阻止

のための国民運動」を展開し、国民医療推進協議

会が中心となって 7月24日（木）に総決起大会を

開催します。本会からは野島副会長と富長副会長

が参加します。当日、鳥取県医師会では、理事会

がありますが、お二人とも前日に日医の委員会が

ありまして東京におられるので、御出席いただく

ということにしております。

鳥取県医師会としても気勢を上げなくてはいけ

ないのではないかということで、 7 月31日（木）

に当会館において総決起大会を開催します。政府

に間違った方針の反省を促し、社会保障費の機械

的抑制の撤回という明確な方針転換を図るように

強く要望していきたいと考えておりますので、御

協力よろしくお願い致します。

何かと気ぜわしい毎日でございますが、先生方、

よろしく御協力の程をお願いしまして冒頭の挨拶

と致します。どうもありがとうございました。

〈魚谷議長〉

どうもありがとうございました。続きまして、

「報告」に移ります。「平成19年度鳥取県医師会会

務報告」につきまして富長副会長、お願い致しま

す。

〈富長副会長〉

副会長の富長でございます。それでは会務報告

についてご説明致します。お手元に配付しており

ます冊子の 1頁をご覧ください。

平成20年 3 月末日現在の会員数は1,349名であ

ります。そのうち、Ａ1会員が440名で約 3 分の 1

弱でございます。これを地区別に見ますと、東部

医師会519名、中部医師会218名、西部医師会485

名、大学医師

会127名とな

っておりま

す。前年同期

に比べて15名

の減でありま

す。

次に、物故

会員についてでございます。平成19年 2 月 1 日よ

り本年 3 月末日に至る間、物故されました先生

は、 1、 2頁に記載のとおり、竹内　亮先生、池

田英樹先生、森田隆朝先生、伊藤敬吾先生、井

太郎先生、渡部良造先生、野田文男先生、石井厚

史先生、細田泰久先生、太田康人先生、相原村子

先生、谷口　明先生、林　暁先生、米増　保先生

の14名でございます。

その後、本日までに、早田幸司先生、竹原直秀

先生がお亡くなりになっておられます。

ここで、議長さんにお願い致しまして、物故さ

れました先生方の生前のご功績をたたえるととも

に、黙祷を捧げ、心からご冥福をお祈りしたいと

思います。よろしくお取り計らい下さいますよう

お願い致します。

〈魚谷議長〉

ただいま、ご提案がございましたとおり、物故

されました先生方のご冥福を祈り、黙祷を捧げた

いと思います。全員ご起立をお願い致します。

黙祷はじめ！

黙祷終わり。どうもありがとうございました。

ご着席下さい。

引き続き、会務報告をお願い致します。

〈富長副会長〉

ありがとうございました。それでは、会務報告

を続けます。

［以下、会務報告に基づき説明］

〈魚谷議長〉

ありがとうございました。以上で会務報告は終

了しました。

それでは、ただいままでの会長挨拶と会務報告
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に関して、ご発言がありましたら挙手をお願いし

ます。

ないようでございますので、日程に続きまして、

6番の「議事」に移ります。

第 1号議案『平成19年度鳥取県医師会収入支出

決算承認について』を上程致します。執行部のご

説明をお願いします。明穂理事、お願い致します。

〈明穂理事〉

会計を務め

させていただ

きます明穂で

ございます。

どうかよろし

くお願い致し

ます。ご説明

致します。

［資料「議案書」を説明］

〈魚谷議長〉

ありがとうございました。ここで監事から監査

報告をお願い致します。清水監事、よろしくお願

い致します。

〈清水監事〉

監事の清水でございます。去る 6月26日、笠置

監事と共に県医師会館におきまして、会計監査を

行いましたので、その結果をご報告致します。

平成19年度一般会計収支決算書につきまして、

関係諸帳簿並びに証憑書類等を照合し、慎重に監

査致しました結果、適正であることを認めました

ので、結果をご報告致します。以上でございます。

〈魚谷議長〉

ありがとうございました。ここで、決算に関す

る質問の他、会務全般にわたっての質疑を行いま

す。

昨日までにあらかじめ質問が届いておりますの

で、そちらを先に取り上げます。受付順でいきま

す。質問内容は、皆様のお手元に配付しています

が、質問者は、議事録作成のために質問内容の要

旨の説明を口頭でよろしくお願い致します。

最初に、28番・野坂代議員から質問をお願い致

します。

〈28番・野坂代議員〉

28番、野坂です。よろしくお願いします。前回

3 月の代議員会では質問事項を直前に送付したた

め、改めて今回提出しました。 3番から 8番まで

は重複していますが、一部状況が変わったので内

容も変わっているところがあります。

先般、国保連合会から、同月の同一患者におい

て 2医療機関より特定疾患管理料が算定されてい

るが、特定疾患管理料は「一患者につき一医療機

関」しか算定できないので該当 2医療機関で合議

のうえ算定は一医療機関のみとする旨返戻事例が

ありました。実際、返戻があったわけですので国

保連合会は認めたと考えますが、現在、同一患者

において異なる特定疾患に関しては複数の医療機

関が管理料算定は可能と思います。この保険者

（米子市国保）からの再審請求については、「自院、

他院を問わず、主病は一つで主治医は一人で、か

つ実態的に管理される必要がある。医学的に 1つ

に決まる 1人の患者の主病に対し、複数の医療機

関で医学管理料を算定することは原則できない。」

という「後期高齢者診療料」算定関連に関する原

課長のコメントの拡大解釈であると思います。如

何でしょうか。

ドックおよび健診実施日における「再診料」不

算定に関して、健診実施日に「初診料」は算定不

可と云う通知は青本記載にありますが、「再診療

についても不算定」という点に関し、「その根拠」

について鳥取県医師会の見解をお聞きしたく存じ

ます。

あとの質問は 3月の代議員会で提出した質問の

再提出です。医師会の在り方について、県医師会

の役員の先生方の日頃の医師会活動に対する情熱

と責任感に敬意を表します。しかし今後ますます

増大する事案に対して現在の医師会体制では早晩

対応不可能となるのではという不安を持っていま

す。役員に負担がかかり過ぎる。役員の時間的な

負担は半端ではありません。能力と使える時間は

別だと思います。地区医師会レベルでも責任感と
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情熱だけで医師会役員は出来ないと感じていま

す。情報の共有化、一般会員からの日常的な声を

聞くシステム作り、責任の所在の明確化、インタ

ーネットの利用やTV会議システムの導入など、

役員・非役員、勤務医・開業医の区別なく医師会

の仕事が分担出来るような体制作りが必要ではと

思いますが、会長のお考えをお聞かせいただきた

いと思います。

次に、医師会の自浄作用活性化についてですが、

6 月に厚労省より「医療事故調査委員会大綱案」

が発表されました。この医療事故調査委員会が設

置されると想定してその委員を指名する場合、医

師会へ相談があるものと考えます。実際、設置さ

れた地方医療調査委員会を医療者や患者さんマス

コミがちゃんと認知してくれるでしょうか。

5 月に西部

医師会館で開

催した医療事

故調査委員会

第 3 次試案勉

強会の際に佐

原係長が仰っ

た「国民から

信頼のおける委員会に成るかどうかは医療側がど

のような委員会を作るかによります」と云う言葉

がありました。「医師会の指名する委員では公正

な調査は期待できない」「故意や重大な過失があ

ったにもかかわらず、医療者についてのみ刑事責

任を問われないとすることについて、現段階で国

民の理解を得ることは困難」と云う大綱案の中に

もあるように、現在医師会に求められているのは

医師会の「自浄作用」であると考えます。事業計

画の中にも「医師会の自浄作用活性化」が掲げら

れています。医師会内だけでなく外へ向かって

「我々医師会は責任を持って自浄作用を発揮して

いる」というアピールが出来ることが必要ではな

いでしょうか。会長のお考えをお聞かせいただき

たいと思います。

次に、平成23年のレセプトオンライン化につい

てですが、 4月からの特定健診・特定保健指導に

関する電子化請求に関する県医師会の取り組みに

は感謝致します。ところで、この電算化、オンラ

イン請求は23年のレセプトオンライン化の予行演

習と考えます。レセプトオンライン化の目的は

「国の医療情報一元化管理」です。医療のプロフ

ェッショナル集団としての医師会がこのまま黙っ

ていては韓国の医師会のようになってしまうと危

惧するのですが、日医の方針や先に行われた鳥取

県医師会アンケートの分析を踏まえて県医師会の

見解をお聞かせいただきたいと思います。

今後の鳥取県医療環境について、後期高齢者医

療制度は「広域連合」においては 2年ごとに保険

料の見直しが義務づけられています。「厚生労働

大臣は医療費適正化目標の達成が著しく遅れてい

る都道府県に対して、他の都道府県と異なる診療

報酬を導入できる」こととなっています。そうな

ると将来的には、医療費の抑制が下手な県におい

て、診療報酬の大幅な引き下げによる医療サービ

スの劣化が起きる可能性もあり、利用者に「保険

料値上げ」か「医療給付サービスの質の劣化」、

またはその両方を強いるしかなくなるのではない

かということが、強く懸念されます。鳥取県のよ

うなこれ以下の小さな県ではその危険性は高いと

危惧します。この点について鳥取県の見解や県医

師会のお考えをお聞きしたいと思います。

最後に、勤務医の医療環境対策とマスコミ対策

について、具体的な県医師会の取り組みをお聞か

せいただきたいと思います。

〈魚谷議長〉

ありがとうございました。それでは、執行部の

方からどうぞ。

〈富長副会長〉

保険を担当しております富長でございます。お

答え致します。

最初に、特定疾患療養管理料の算定についてで

すが、同一人に対しての複数の医療機関での算定

は可能と考えております。このような返戻があっ

たということで、国保連合会に問合せしましたと
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ころ、担当事務の回答では、まずそのように考え

た最初の根拠は 3月の診療報酬改定の際に配布さ

れる参考資料、いわゆる白本ですが、その白本に

算定不可との記載があったことを言われました。

しかし、その後、多分点数表の解釈、いわゆる青

本ですが、そこには記載がないので認めていると

のことでした。

現に返戻された事例があることを言いますと、

「そんな筈はないが、もしそうなら次回にそのま

ま請求して下さい」とのことでした。白本にその

ような記載があったかどうか、もう一回見ました

が、医師会の分にはそのような記載は見当たりま

せんでした。ただ我々が手にする白本は、日医が

作成したもので厚労省の作成する参考資料と内容

は同じはずですが、全く同一というわけではあり

ませんので、厚労省側の白本に記載があったのか

もしれません。

何れにしましても、厚労省がそのような記載を

したということは、特定疾患療養管理料も一医療

機関しか算定できないようにしようという意図が

あると思います。それを実際に実現させた後期高

齢者診療料は、そういう意味でも、皆で算定しな

いようにしたいものだと個人的には思っていま

す。以上でございます。この点、よろしいでしょ

うか。

〈魚谷議長〉

よろしいでしょうか。

〈28番・野坂代議員〉

ありがとうございます。基本的には、国保連合

会が返戻を認めたということは、複数の医療機関

で 1 人の患者に対しての特定疾患療養管理料を、

「重複は認めないので、両医療機関で調整して下

さい」という形での返戻だったのですが、このこ

とについての答えはどうだったのですか。

〈富長副会長〉

それは最初に白本が出た時点では取れないと考

えていたようですが、その後に出てきた分では記

載がないので、重複算定は可能と考えているとい

うことだと思います。ですから、そのまま請求し

ていただき、調整しなくてもいいということです。

〈28番・野坂代議員〉

では、実際に問合せのあった医療機関の方には、

どのような対応をすればいいのでしょうか。例え

ば声を上げなかったら、その受けた医療機関の方

は返戻があったのでいろいろ書かなくてはいけな

いではないですか。その部分を県医師会として、

あるいは地区医師会もそうですが、どのように通

知すべきかということが知りたいのです。

〈富長副会長〉

国保連合会の方では、複数医療機関で算定可能

と考えているので、当事者同士で協議しなさいと

いう返戻があったと思いますが、その必要はあり

ません。そのまま請求するということでいいので

はないかと思います。ですから、実際に国保連合

会としては、そういう返戻はなされていないと思

っているみたいです。当初は複数医療機関での判

定は不可と考えていたけれども、実際には青本に

は載っていないので、やはり複数医療機関での算

定可能と国保連合会としては考えていると思いま

す。

ですから、国保連合会としては、そんなはずは

ないという回答でしたが、実際に起こっているの

であれば、そのまま次回に請求を出してください

という回答でしたので、その旨を書いていただい

たらいいのではないでしょうか。協議はせずに、

認めていただけるということですので、そのまま

請求ということでいいのではないかと思います。

〈28番・野坂代議員〉

現場の医療機関とすれば、返戻ということ自身

が実際に起こっているわけなので、会員の皆様に

通知とか、社会保障だよりに掲載するなどして周

知することは今後、あるのでしょうか。

〈富長副会長〉

これからは恐らくないと思いますので、よろし

いのではないでしょうか。実際にたくさん返戻が

あるのかどうかわかりませんが、恐らくごく一部

ではないかと思います。
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〈28番・野坂代議員〉

すみません。また後でお話しさせてもらいます。

続きまして、ドック及び検診実施日における再

診料不算定についてお願いします。

〈富長副会長〉

ずっと再診で診ている方が検診をした場合に再

診料が算定できるかどうかということですが、個

人的には算定可能と解釈すべきだと今でも思って

おります。ただ、残念ながら本県におきましては

算定不可となっております。その辺を、少し長く

なりますが、根拠になるものをお話しさせていた

だきます。

少し古くなりますが、平成13年の中四国の医療

保険研究会で、「再診の際に検診と同時に行った

場合の再診料の算定は認めているか」ということ

で鳥取県から議題を提出し、各県でどうしている

かと問いました。中四国 9県のうち、 5県で再診

料算定を認めている、鳥取県を含め 3県で認めて

いない、他の 1県はどちらとも言えず不明でした。

ですから、多くは算定が可能ということでありま

した。なお、その時の鳥取県の回答は、支払基金

からの回答です。

これを受けて、同年に鳥取県医師会社会保障部

の常任委員会を開催した際、この点を協議した結

果、鳥取県も他県と同じように算定できるように

するべきだが、できるということを我々は言えま

せんので、「算定できるようにするべき」だとい

う結論を得ました。そのように社会保障部だより

に掲載しております。なお、社会保障部だよりに

掲載する時は、基金及び国保に了解を得た上で掲

載しております。基金からクレームが来れば、そ

の時点で訂正をして載せております。ですから、

算定できると言ったのではなくて、算定できるよ

うにするべきだという結論を出したわけです。

しかし、一昨年より米子市では、ドックを一緒

にした際の再診料が査定されるようになりまし

た。それから、先日行われた特定健診の説明会で、

今回の質問者であります野坂先生の方から再診料

の算定はできないという御発言があり、私もその

根拠はどこにあるのだろうかと思っていたところ

であります。

そこで、今回最初に国保連合会に問合せました

ところ、保険担当の事務の方の回答では、平成13

年のQ＆Aと平成18年 6 月の鳥取基金だよりの

Q＆Aが、その根拠とのことでした。見ますと、

やはり鳥取基金だよりには算定できないという掲

載がございます。

今度は、支払基金の方に問合せして、その根拠

を伺いました。担当事務の方によりますと、「基

金本部に問合せて基金本部からの回答による」と

いうことと同時に、その基金本部の回答をもって、

これでよろしいか鳥取社会保険事務局に問合せた

ら、「基金本部の言うとおり算定できない」とい

うことのようでした。そのようなことから基金の

方ではQ＆Aという形で基金だよりに掲載された

ということです。

最後に鳥取社会保険事務局に問合せしました。

担当の事務の方は、いつも個別指導で常に来られ

る非常に詳しい方ですが、「そんな筈はない。初

診料はとれないが再診料は算定できる筈ですが。」

との発言でした。これは、その事務の方がそう思

っていたということですから、鳥取基金だより

Q＆Aには算定できないということが既に出てい

るので、その根拠になる通達か何かないか伺った

ところ、平成13年のQ＆AをFAXしていただきま

した。しかし、そこには検診の際の初診料の件で、

同時の場合、初診料はとれないが、一度帰宅して

同日に来院した場合は、同じ医療機関なら初診料

でなく再診料になるということが記載されている

だけで、今問題にしている再診料の件は記載があ

りませんでした。

以上、結論としましては、今のところ厚労省が

出した通達や青本には、全く根拠になる記載がな

いことから、算定できると解釈するのが本当では

ないかということです。私は、平成13年の社会保

障部常任委員会において算定できるようにするべ

きだとの結論を出しましたが、今でもそれは変わ

らないと思っております。おそらく他県では算定
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可能としている県が多いのではないかと思いま

す。平成13年の時点ではそれが多かったわけです。

今でも変わってはいないだろうと思います。

それからもう一つ、これは本当に参考までです

が、平成12年に保険医協会の雑誌「月刊保団連」

の巻頭言に掲載されていたことで、御存じの方は

多いと思いますが、ある裁判の中で、結局検診に

引き続いて保険診療した場合で、これは実は勝手

に保険診療をしたということで患者さんが訴えた

のですが、その判決で、地方裁判所は患者側だっ

たようですが、高等裁判所は医療機関側の方を認

めて、その際に、同時に健康診断に引き続いて行

われる初診料、再診料がとれないのは違法である

という判決を下しております。それをもって初診

料もとれるのだということまでは言いませんが、

参考として裁判でそのような判決が出ているとい

うことも一つございます。

お答えになったかどうかわかりませんが、要す

るに算定できないという掲載は、今のところ青本

にもないし、厚労省も通達は出していないという

のが事実ではないかと思います。私の知らないと

ころで何かまだあるのかもしれませんが、現在の

ところ、鳥取基金だよりがとれないと言っており

ますので、鳥取県では算定できないという形でい

かざるを得ないのかもしれません。本当は元に返

して欲しいと私自身は個人的に思っております。

以上でございます。

〈魚谷議長〉

よろしいでしょうか。この件につきましては、

まだ恐らくいろいろ検討の余地があると思います

ので、これに関する質疑は、これで終わらせてい

ただきたいと思います。野坂先生、その後の質問

をお願い致します。

〈28番・野坂代議員〉

3 番の医師会の在り方については、 3月の代議

員会に岡本会長にお答えいただきましたので、よ

ろしいです。 4番の医師会の自浄作用活性化につ

いてからお願い致します。

〈魚谷議長〉

よろしいでしょうか。

〈岡本会長〉

時間もございませんので、手短にご説明致しま

す。

まず、 4 番の医師会の自浄作用活性化ですが、

先生が非常に危惧しておられる医師会や、医師が

中心の委員会を果たして住民の方々が信用する

か、それを受け入れてくれるのかというお話なの

ですが、これは医師というのはもう少し信用され

る立場に今はなりつつあるのではないかなと私は

思います。以前の医師会は、いわゆる圧力団体で、

開業医の集まりだと言われていたのが、だんだん

そうではないという方向にきていますし、真摯に

対応していくということで、不満は出ないような

方向で当然やっていくべきだと思います。

ただ、勤務医の先生方がお忙しいなか、出てい

ただくのは大変ではないかと言われましたが、や

はり開業医だけでは無理ですので、勤務医の先生

方、例えば大学の先生にもお願いしなければいけ

ないようになると思います。それぞれ御協力いた

だかないと何もできないと思います。ただ、医師

会と致しましては、もちろん第三者にも入ってい

ただく会になると思いますが、医療側でたくさん

の医師会役員が出るような格好にはしないように

したいと思っています。これは御協力いただかな

いと成り立っていかないと思います。ですから、

患者さんとか患者さんの遺族の方々に十分御理解

いただけるような高潔な先生方を推薦して運営し

ていくというように考えております。

次にオンライン化についてですが、この 4月か

ら既に400床以上の病院はスタートしています。

来年の 4月からは全部の病院がオンライン化にな

ります。我々開業医もすべて23年からということ

ですが、レセプトの枚数の少ない、例えば年間

1,200件以下の医療機関については、義務化では

なくて、できるところからやっていただこうとい

うことを日医でも言っています。この問題は非常

に難しいのですが、各方面でレセプトオンライン
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化にしなくてはいけないという意見も結構ありま

す。医療界だけが遅れているではないかという発

言もありますので、なるべくやっていきたいと思

いますが、できない医療機関に無理は言えません。

この間アンケートをとりましたら、レセプトオン

ライン化になれば、 8％は廃業するという回答を

いただきました。日医の方としても県医師会がし

っかり頑張ってくれればということを言っており

ますので、我々はきちんとサポートしていきたい

と思っております。ただ、オンライン化、電算化

というのは避けては通れません。紙のレセプトそ

のものが、もう 5年すると恐らくできないと思い

ます。ですから、皆さんに甘いことを言って、ま

だまだ頑張りますから大丈夫ですよというような

ことを私は申し上げたくありません。その次にく

るものに対しては、しっかり準備していきたいと

思っております。

それから、広域連合の話ですが、先生も御存じ

のように、既に政管健保の方では都道府県ごとに

格差はつきます。競争原理を取り入れたものをや

ろうという方向にあります。ですから、広域連合

も恐らくそちらへ行くのではないかと危惧してお

ります。我々はそれに対しては敢然と反対してい

こうと思います。例えば、東京都が非常にお金持

ち、鳥取県はお金がないとすると、命もお金で買

うような時代になっては困りますので、それは全

国民一緒だということで、皆保険制度と同じぐら

い大事な問題ですので、きちんと反対していこう

と思っております。なお、日医も多分反対してく

れると思いますが、まだその機運はありません。

〈魚谷議長〉

よろしいでしょうか。勤務医とマスコミ対策は、

よろしいですか。

〈岡本会長〉

次の総会挨拶で申し上げようかと思っていたの

ですが、今回の診療報酬改定により、病院はアッ

プし、診療所は非常にダウンしました。大変なダ

ウン率ですのでショックを受けているのですが、

そのお金が病院の方へ回って勤務医対策に少しで

も役に立てば、怒りも半分ぐらいでおさまるかな

と思っております。ただ、先生がおっしゃること

と少しずれるかもしれませんが、今、本当にどこ

も地域医療の崩壊に向かっています。例えば、小

児科の医師がいなくなって潰れるのではないか、

産婦人科医がいなくてお産ができなくなったな

ど、各方面からいろいろなことを承ります。それ

らに対して県医師会は何もしていないかという

と、そうではなく、県と一緒になり、なるべく大

学の先生にお願いしてきちんと対応しておりま

す。まだ、目に見えるほどの効果が現れていない

のは確かですが、ただ、水面下では結構している

ことを御承知おきいただきたいと思います。以上

でございます。

マスコミ対策については、神鳥常任理事にお願

いします。

〈神鳥常任理事〉

それでは、

マスコミ対策

についてお話

しさせていた

だきます。私、

広報担当の神

鳥と申しま

す。よろしく

お願いします。

実はマスコミ対策は、まだ全然できておりませ

ん。昨年、岡本会長からも諮問を受けまして、す

る予定でいたのですが、なかなか手がつかずにお

りました。これについては相当いろいろと各方面

から聞いて研究しています。この 5月には県企画

部のマスコミ対策の課とお話をして、今、県庁記

者クラブ加入が15社あるそうですが、そこと話し

合う機会を持つ予定にしています。ただ、その時

に中四国医師会の医学会総会があったり、県議会

が始まってマスコミの方も動けないということ

で、少し時間を待っていましたが、そろそろ対応

ができるのではないかなと思います。そこで当医

師会としての情報発信をしていく予定にしており
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ます。

〈魚谷議長〉

よろしいでしょうか。まだ、いろいろと活発に

議論をいただきたいテーマでございますけれど

も、時間がせっておりますので、次の質問に移り

ます。

それでは、19番、池田代議員からお願い致しま

す。

〈19番・池田代議員〉

19番の池田

です。集団的

個別指導の実

施の場所につ

いて、御意見

をいただきた

いと思いま

す。

今年 6月に行われた集団的個別指導の実施会場

が鳥取であった時、中部の 1医療機関が対象にな

りました。今までも個々の医療機関の事情でそう

いうことになったことは聞きましたが、いきなり

鳥取に出てこいと言われたのでちょっと戸惑いま

して、県医師会を通じ社会保険事務局に問い合わ

せていただいたところ、今回は中部の対象医療機

関が 1医療機関だったからとの理由でした。また、

中四国各県でも集団的個別指導の会場は県内で 1

会場のところが多く、今後、鳥取県でもそのよう

になる可能性があるとの事でした。今問題にすれ

ば、「やぶへびになる」可能性があるとのことで

した。

御意見いただきたいのは、今後変更される可能

性があれば、今までどおり 3地区で行われるよう

に早期に社会保険事務局と県医師会が協議する考

えはありませんか。もしそういうことになれば、

早目に会員に情報を流すことをしていただきたい

こと、また会員と協議していただきたいという希

望を兼ねながら、質問させていただきます。以上

です。

〈魚谷議長〉

それでは、お願いします。

〈富長副会長〉

保険担当の富長です。他の県では 1カ所でしか

やっていないのを、鳥取県では各地区 3カ所で開

催していただいていることから致しますと、まず、

社会保険事務局に感謝しなければならないと思っ

ております。

この件で、わざわざ社会保険事務局と県医師会

とで協議するとなると、やはり先生がおっしゃる

ように、やぶへびになると思います。仮にへびが

出てきたら、その時点で、県医師会としては 3地

区でやっていただきたいという要望を出せばいい

のではないかと考えております。現時点で、会員

に情報を流す必要はないように思いますし、会員

の意見を聞けば、これは意見を聞くまでもなく、

3地区でやっていただくのが便利ですので、あえ

て意見を全員から聞くという必要がないように思

います。今回、中部で 1医療機関しか対象がなか

ったので、東部で一緒になされたということはや

むを得ないことで、これぐらいは容認してもよい

ように思います。以上でございます。

〈魚谷議長〉

よろしいでしょうか。

〈19番・池田代議員〉

一つだけお願いします。西部と東部とで行われ

たのですが、ある程度どちらかに選択できるよう

な余裕ぐらいはないかという意見がありました。

〈富長副会長〉

それは御都合で、どちらが行きやすいというこ

とはあるかもしれませんが、距離的にはあまり変

わらないですので、社会保険事務局の都合に従っ

てもよいのではないかと思いますが。

〈魚谷議長〉

よろしいでしょうか。

〈岡本会長〉

中部の御要望ですので、東部に出られない時に

は西部の方にするとかに関しては、要望していき

ます。ただ、中部でもやりなさいというのは、な
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かなか難しいと思っています。よろしくお願い致

します。

〈魚谷議長〉

それでは、次に移りたいと思います。

次に、34番、左野代議員から質問をお願い致し

ます。

〈34番・左野代議員〉

34番、左野

です。この場

で発言の機会

をお与えいた

だきまして、

ありがとうご

ざいます。今

回は、医事紛

争に対する県医師会あるいは医事紛争処理委員会

の対応についての要望ということで発言させてい

ただきます。

我々は、患者さんとの信頼関係の上に立って治

療しておりますので、それが紛争という敵対関係

になると、非常に大きな心痛の種となるわけで、

このような問題はなるべく早く解決したいと思う

わけであります。

私も昨年、そういうトラブルに遭遇しました。

患者さんに誠意を持って対応しようといたします

と、最後はどうしてもお金ということになるわけ

であります。私も鳥取県医師会団体医師賠償責任

保険に入っておりますので、そのことで保険会社

に連絡しますと、それは県医師会の裁定が出ない

と支払いはできませんということでした。勝手に

支払いとか示談にすると保険金は払われないこと

もありますよとくぎを刺されるわけであります。

そうすると、それ以上進めませんので、結構面倒

な書類をワープロで書いて、県医師会並びに医事

紛争処理委員会に医療事故処理報告書を提出する

ことになるわけであります。

私は、こういうことが初めてでありましたが、

期待としては書類を出したら、医師会の方から何

月何日にこういう報告書を受理したとか、あるい

は何月何日に医事紛争処理委員会が開かれますの

で、そこで審議して、その結果が出ると思います

ので、それまでの間はこういうことに注意して下

さいというようなアドバイスとか、そういうお知

らせが来るのかなと期待していたわけであります

が、 4カ月間、何の音沙汰もなくて、届いている

かどうかさえわかりませんでした。そこで事務局

に問合わせましたら、確かに届いておりますとい

うことでした。そういうことで保険金の方はそこ

から動き出したのです。しかし、 1年たった今で

も、どういう審議が医事紛争処理委員会でなされ

て、どんな裁定を下されたのかということは、正

式には全然報告も受けていないわけであります。

事務局に聞いてみるとこういうことが慣例である

というか、そういうシステムになっているという

ことだそうです。

我々としては、この医事紛争とかトラブルとい

うのは非常に日常診療にとって憂うつなことであ

ります。その辺を早く解決したいと思うわけで、

そういう気持ちを酌んでいただいて、県医師会と

か医事紛争処理委員会にもっと迅速かつ実効性の

ある、わかりやすい対応をしていただきたいこと

を要望させていただきます。

今回の予算を見ますと、医事紛争処理委員会会

費というのも納入しているわけであります。今後、

もし改善できるようでしたら、考えていただきた

いと思います。ありがとうございました。

〈魚谷議長〉

よろしいでしょうか。

〈岡本会長〉

岡本でございます。左野先生、よくわかるので

す。当事者になりますと、御心労は大変なもので

すので、私共もなるべくスムーズにしていきたい

と思っています。

先生の場合、医事紛争を損保ジャパンの方へ先

に行かれたということですが、できれば地区医師

会で御相談なさって、地区医師会から県医師会の

方へ状況を報告していただきたいのです。それで

報告されてきたものに対して責任があるかどう
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か、それから患者さんとか患者さんの遺族の方が

どれくらいの勢いで、どれくらいのお金を必要と

しているのかということは、言葉は悪いですが、

値踏みしてかからなくてはならないことがありま

す。と言いますのは、100万以上になると日本医

師会に付託致します。100万までの場合には鳥取

県医師会での、いわゆる損保ジャパンでの対応と

いうことにしております。ですから、先生の事例

の場合で局長から話があった時に先生の文面を見

せていただきました。大体 1週間くらい休まれた

ので、その手当てというお話だったように私は承

っております。それでしたら米子の損保ジャパン

の方と十分御相談なさって、いわゆる示談と言っ

ては表現が悪いですが、話し合いで片づけたらど

うだろうかということを県医師会では決めまし

た。現在、医事紛争処理委員会は年に 1回、大体

2 月か 3 月ごろに開催しており、 1 年間のまとめ

を報告しています。一つ一つの事例に関しまして

は、私であったり、担当理事何人かで、また、科

によっては科の専門家の先生にお願いしたりして

相談しながらやっておりますが、委員会を毎回開

くわけではございません。他県に比べますと、鳥

取はまだまだ少ないように思っておりますので、

そのように対応しております。

ですから、たまたまと言っては表現が悪いです

が、たまたま先生の時、行き違いがあったとお聞

きしていますので、これからはきちんとやってい

こうと思います。あと、どのようなことに気をつ

けたらいいかということですが、例えば、委員会

を何回も開くと、その都度集まらなくてはいけな

いとか、いろんな問題がございます。では、野坂

先生いわくメールでいいではないかとおっしゃる

かもしれませんが、細かいことですので、とても

そういうわけにはいきません。やはり顔を突き合

わせてやる必要があると思っておりますので、御

承知おき下さい。ただ、100万以上になるであろ

うという時は日医に付託します。これはいくら急

いでも、ある程度冷却期間をおいた方がうまくい

く場合もあるので、先生の事例のように先生が上

手に対応なさって事なきを得たことについて、

我々は何もさせていただけなくて非常に心苦しく

思っているわけです。ただ本当は県医師会の方に

も知らせて下さいというのが今までの流れですの

で、よろしくお願いします。以上でございます。

〈魚谷議長〉

よろしいですか。

〈34番・左野代議員〉

追加させて下さい。結局、保険会社は勝手に事

を進められるとお金は払えないかもしれないと何

か脅しのようなことを言うわけです。私はこれは

非常に不愉快だなと思うのです。今ごろの患者さ

んは非常にせっかちで、金額が少額な場合、何で

そんなに 1年も待たせるのだというようなことを

言われます。ですから、本来、県医師会と保険会

社の間で、今後見直しをしていただきたいと思い

ます。我々としては、そこで止められたら相手に

もう話ができないということになると感じます。

〈岡本会長〉

できるだけ努力したいとは思いますが、先生も

御存じのように、日本医師会の自賠責の規約がご

ざいまして、これには、念書を取り交わしてはい

けないとか、見舞金を払ってはいけないとか、い

ろいろなことが書いてあります。ですから、御自

分でなさるのは全然構わないが、保険ではなかな

かその後をついていくのが難しいということで

す。と申しますのは、先生は少額でよろしいです

が、これが例えば3,000万払ってしまったといっ

た場合、とてもではありませんが、日医はその

3,000万を払えないということになってしまうの

で、先生方に被害が及びます。先生の気持ちはよ

くわかるため、努力しますが、是非そのことを守

って欲しいと思います。

〈魚谷議長〉

よろしいでしょうか。

それでは続きまして、いただいております最後

の質問でございます。10番の加藤代議員、お願い

致します。加藤代議員、総会が迫っておりますの

で手短にお願い致します。
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〈10番・加藤代議員〉

私の質問

は、会務に対

する質問とい

うよりも、あ

くまでも要望

ですので、コ

メントとして

お聞き下さ

い。

救急医療と申しましたが、そんな大げさなもの

ではなくて、皆さん御存じのように、日医の救急

現場では、いわゆるコンビニ診療というものが非

常に問題になっております。それに関しまして、

お手元にネット配信がありましたのでお配りしま

したが、山形大学の附属病院では一定の基準を設

けて、それに外れたものは自己負担金8,700円を

求めるという対策をしておられます。他にもいろ

いろな病院でそういうものをとっておられるとこ

ろもあるようです。

私が申し上げたいのは、だからといって私共の

方でそれが一番いい方法だからそれをやるべきだ

というのではなくて、やはりある程度の対策は考

える必要があると思いますし、それを検討する場

というのが必要だと思います。それから検討する

場合に大事なのは、各病院でばらばらに、おれの

ところは何ぼ取る、おまえのところは何ぼだろう

ということではなしに、同じ尺度で患者に求める

ことが必要だと思います。そういう意味で、20幾

つかの委員会がございますが、なぜか救急医療に

対する検討対策委員会的なものがないのがちょっ

と不思議に思います。そういう検討委員会があれ

ば、そこが検討する場になると思いますので、委

員会を設けていただくことをお考え願えたらと思

います。

それから、次に地球温暖化ですが、これは非常

に大きな問題でして、我々が個人的にどうこう言

うものではありません。日本医師会の配信を見て

おりましたら、お手元に表紙だけでありますが、

自主行動計画策定という報告書がございます。こ

れには私立病院とありますが、恐らく医師会とし

て公的病院は国の方の責任だろうからという意味

で私立病院と自主的に区分けしたのだと思いま

す。これの目的は、要するに2006年から12年、 6

年間で削減目標、年率 1％を達成したいという努

力目標でそのガイドラインが書いてあるのです

が、それに対する調査結果という抜粋もついてい

ます。実際にはどういうことをしているかという

内容も書いてあります。その削減の方策は、日医

がきちっとしたものを出して、それを我々に提示

して、それに従って対策をすべきものだと思いま

す。そういうものの受け皿として、医師会の中に

も地球温暖化対策検討委員会みたいなものもあっ

ていいのではないかなという気が致します。岡本

会長にその辺をお伺い願えたらと思います。

〈魚谷議長〉

よろしいでしょうか。岡本会長、お願い致しま

す。

〈岡本会長〉

初めの御質問ですが、確かに救急は大変な状況

にありますし、本当はじっくりと武田理事の方か

ら、今一番忙しい中央病院の現状とか、これから

お金をいただいて行うという方針をお話ししてい

ただこうと思っていたのですが、今日は時間がせ

っておりますので、私の方から総括的にお話し致

します。なるべくそういう方向も十分考慮してい

く必要があると思っております。

それからもう一つ、救急医療災害対策委員会に

ついて、担当者は医師会として決めているのです

が、委員会は持っていません。と申しますのが、

二次救急などの業務は主に地区医師会の方が先で

はないかと思います。県医師会が頭でっかちなこ

とを決めても、なかなか守っていただくのは大変

ではないかなと思いますので、委員会は作ってお

りません。もし皆さんで検討しまして必要であれ

ば、これから作っていこうと思います。

それからもう 1点、クールビズなど地球温暖化

の問題ですが、これは先生にお教えいただきまし
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てありがとうございます。私、不勉強であまり何

もわからないのですが、今日も私、ネクタイを締

めて来ております。日本医師会では平成18年から

6 月 1 日から 9 月の末日まではネクタイなしで、

またなるべく電気を節電しようという方針でやっ

ております。

本日の決算報告でもありましたように、光熱費

が15万少なくなっています。これも局長以下の努

力によるものではないかと思っております。私も

会議がなくて医師会へ出務する時は大体クールビ

ズで行きます。事務局も今日はネクタイを締めて

いますが、いつもは締めておりません。なるべく

温度を一般と同じように保ち、窓を開けようでは

ないかということは十分気をつけてやっておりま

す。

おっしゃるとおり、医者は医療で病気を治すば

かりではなくて、環境も守っていくことは大変大

事だと思っておりますので、環境の取り組みを十

分できるような委員会も当然つくっていく必要は

あると思います。ありがとうございます、肝に銘

じておきます。

〈魚谷議長〉

よろしいでしょうか。まだ、いろいろと質疑が

あると存じますが、何分定例総会の時間が迫って

きておりますので、これで質疑は終わらせていた

だきます。

それでは、議案に対する採決を行います。

第 1号議案を原案通り承認・可決することに賛

成の方の挙手を求めます。

［挙手多数］

「挙手多数」と認めます。従いまして、第 1号

議案は原案通り承認・可決されました。

続きまして、第 2号議案『平成19年度鳥取県医

師会共済会収支決算承認について』、第 3 号議案

『平成19年度鳥取県医師会会館修繕積立金会計収

支決算承認について』、第 4 号議案『平成19年度

鳥取県医師会生命保険取扱特別会計収支決算承認

について』以上 3議案を一括上程致します。執行

部のご説明を簡潔にお願い致します。明穂理事、

お願い致します。

〈明穂理事〉

これより特別会計の 3議案につきましてご説明

致します。

［資料「議案書」を説明］

〈魚谷議長〉

ありがとうございました。ここで、第 2号議案

から第 4号議案までの特別会計 3議案の決算につ

いて、清水監事から監査報告をお願い致します。

〈清水監事〉

先程の一般会計と合わせて、特別会計分を去る

6 月26日、笠置監事と共に県医師会館において会

計監査を行いましたので、ご報告を申し上げます。

平成19年度特別会計収支決算書並びに財産目録

について、関係諸帳簿並びに証憑書類等を照合し、

慎重に監査を致しました結果、適正であることを

認めましたのでご報告致します。以上です。

〈魚谷議長〉

ありがとうございました。それでは、ただいま

ご説明のありました、第 2号議案から第 4号議案

の 3議案に対しまして、どなたかご質問、ご意見

はございませんか。

ないようでございますので、議案に対する採決

を行います。

第 2号議案から第 4号議案までの 3議案を原案

通り承認・可決することに賛成の方の挙手を求め

ます。

［挙手多数］

「挙手多数」と認めます。従いまして、第 2号

議案から第 4 号議案までの 3 議案は原案通り承

認・可決されました。

続きまして、第 5号議案『平成20年度鳥取県医

師会会費減免申請承認について』を上程致します。

執行部のご説明をお願いします。明穂理事、お願

い致します。

〈明穂理事〉

ご説明致します。

［資料「議案書」を説明］
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〈魚谷議長〉

ありがとうございました。ただいまのご説明に

ついて、何かご質問はございませんか。

ないようでございますので、採決に移ります。

第 5号議案を原案通り承認・可決することに賛成

の方の挙手を求めます。

［挙手多数］

「挙手多数」と認めます。よって、第 5号議案

は原案通り承認・可決されました。

以上をもちまして、本日の議事はすべて終了致

しました。閉会にあたりまして、岡本会長からご

挨拶をお願い致します。

〈岡本会長〉

本日は、平成19年度の決算等 5議案につきまし

て、すべて原案通りご承認を賜りまして誠にあり

がとうございました。

今後とも経費節減に努め、また医療改革等の諸

情勢に対応していくために役員一丸となって努力

してまいりますので、代議員の先生方におかれま

しても、今後ともよろしくお願いしまして御礼の

言葉と致します。本日はありがとうございました。

［拍手］

〈魚谷議長〉

どうもありがとうございました。

以上をもちまして、第177回鳥取県医師会臨時

代議員会を閉会致します。議長の不手際によりま

して少し会議が延長しましたことをお詫び申し上

げます。

なお、まだ、いろいろ議論をしなければならな

い問題がたくさんあったと思います。この後でも

よいし、あるいは別の機会においても役員の先生

方としっかりと意見交換していただきたいと思い

ます。

本日は、長時間に亘りまして、どうもありがと

うございました。

［拍手］

［午後 4時50分閉会］

［議　長］魚谷　　純　印

［署名人］青木　哲哉　印

［署名人］山本　　仁　印
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野島副会長・天野常任理事を指名した。

1．「アレルギー疾患用学校生活管理指導表の運

用方法」について打合せ会の開催報告

〈天野常任理事・笠木理事〉

6 月26日、県医師会館において神鳥常任理事、

西尾県教育委員会体育保健課指導主事のメンバー

で開催した。

主な議事として、学校生活管理指導表（アレル

ギー疾患用）の利用方法、指導表が必要な児童生

徒の選定方法、署名・捺印の必要な文書の文書料、

周知方法、学校における緊急時のエピペン使用及

び保管、などについて協議、意見交換を行った。

管理指導表の必要な児童・生徒・学生は、命に

関わる重篤なアレルギー（アナフィラキシー等）

を持っている者、学校で特別な配慮を必要とする

保護者が希望した者、学校職員並びに学校医が必

要と認めた者とした。また、「管理指導表」は記

入後、署名・捺印が必要であるため、文書料を徴

収することの周知徹底をお願いしたい。

学校における緊急時のエピペン使用及び保管に

ついては、「糖尿病の児童生徒に対する学校管理

下における対応指針」を参考にすると、学校医、

主治医、看護師、保護者、救急車の順番となって

いるが、各学校において十分検討した上でマニュ

アルを作成することになっている。

内容の詳細については、別途会報に掲載する。

2．医師会活動説明会の開催報告〈富長副会長〉

6 月29日、米子コンベンションセンターにおい

て新規集団指導の終了後、新規医療機関及び研修

医を対象に開催し、「地域における医療と医師会

活動」「医療安全・医事紛争対策」を中心に説明

した。医療事故発生時に最も注意することとして、

絶対に独自の判断では交渉しないこと、カルテで

の改ざんは行わないこと、地区医師会を通じて県

医師会へも報告すること、などを説明した。

3．鳥取県看護協会通常総会の出席報告

〈岡本会長〉

6 月29日、看護研修センターにおいて開催され、

来賓祝辞を述べてきた。今後は、看護大学の設置、

鳥取環境大学への看護学科の設置について検討し

ていく必要がある。

4．鳥取県医療審議会の出席報告

〈宮 ・渡辺両常任理事〉

7 月 1 日、県立図書館において開催され、岡本

会長（審議会長）、重政理事（学識経験者）とと

もに出席した。

審議事項として、地域医療支援病院の承認につ

いて協議が行われ、鳥取赤十字病院と山陰労災病

院が承認された。また、医療法人にかかる認可及

び申請状況について報告があった。

報告事項

議事録署名人の指名

■ 日　時　　平成20年 7月10日（木） 午後 4時～午後 6時10分

■ 場　所　　鳥取県医師会館　鳥取市戎町

■ 出席者　　岡本会長、野島・富長両副会長

宮　・渡辺・天野各常任理事、笠木理事

第 3 回 常 任 理 事 会

理　事　会
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5．日医　社会保険担当理事連絡協議会の出席報

告〈富長副会長〉

7 月 2 日、日医会館において、厚労省より地方

社会保険協議会委員の選出を依頼するにあたり、

説明の機会を作って欲しいとの急な申し出があっ

たことから、急遽開催された。

内容の詳細については、別途会報に掲載する。

6．鳥取県産業安全衛生大会の出席報告

〈野島副会長〉

7 月 3 日、県立倉吉未来中心において、「リス

クを低減し、安全・健康・快適な職場づくり」を

テーマに、鳥取県労働基準協会等との主催で開催

した。

席上、永年産業医功労により、宮川鉄男・吉中

正人両先生に鳥取県医師会長表彰を授与した。大

会では、各企業からの活動事例発表、特別講演な

どが催された。

7．第177回臨時代議員会の開催報告

〈宮 常任理事〉

7 月 5 日、県医師会館において開催した。

主な議事として、議長及び副議長の選挙、平成

19年度会務報告及び収支決算、平成20年度会費減

免申請の承認、などについて審議が行われ、何れ

も原案どおり承認された。議長には魚谷西部会長、

副議長には池田中部会長が選出された。

内容の詳細については、別途会報に掲載する。

8．定例総会の開催報告〈宮 常任理事〉

7 月 5 日、県医師会館において開催した。

各種表彰・御祝、平成19年度「庶務及び会計」

「事業」「代議員会において議決した主要な議決」

の報告事項が承認され、鳥取医学賞受賞者講演

「加速度脈波加齢指数と耐糖能およびインスリン

分泌との関連について」（山本鹿野温泉病院診療

部長）、特別講演「平成20年度診療報酬改定の経

緯と今後の課題」（竹嶋日医副会長）を行った。

内容の詳細については、別途会報に掲載する。

9．第 1回かかりつけ医と精神科医との連携会議

の開催報告〈渡辺常任理事〉

7 月 8 日、県医師会館において開催した。

本事業の目的は、かかりつけ医のうつ病に関す

る実態調査を行い、その問題点を明らかにするこ

とで、かかりつけ医と精神科医との適切な連携を

確保し、かかりつけ医のうつ病等の精神疾患の診

断技術の向上を図り、うつ病患者の早期発見、早

期治療を行う体制整備を推進することである。

主な議事として、事業の概要について報告があ

った後、かかりつけ医と精神科医との現在の連携

方法、うつ病に関するかかりつけ医等調査、かか

りつけ医のうつ病診断技術向上研修、などについ

て協議、意見交換が行われた。鳥取県医師会では、

全会員を対象に、うつ病患者を診る機会の有無、

診断基準、対応方法等について、うつ病に関する

かかりつけ医等調査を行う。次回会議は、 9月25

日（木）に開催することとした。

内容の詳細については、別途会報に掲載する。

10．鳥取県学校保健会定例理事・評議員会の出席

報告〈天野常任理事〉

7 月 8 日、県医師会館において開催され、岡本

会長、笠木理事とともに出席し、岡本会長が鳥取

県学校保健会長に再選出された。

議事として、平成19年度事業報告・収支決算、

平成20年度事業計画・収支予算について報告、協

議が行われ、承認された。また、平成20年度全国

養護教諭研究大会鳥取県大会は、 8 月 7 － 8 日、

鳥取市で開催される。中国地区学校研究協議会は、

8月21－22日に松江市で開催される。

本会は予算があまりないため、現在、学校の児

童・生徒から 1 人10円ずつ会費を徴収している

が、廃止してはどうかと意見を述べた。また、県

医師会の補助金額を増額することとした。

11．その他

＊県医師会では、例年どおり 7～ 8月、クールビ

ズを実行することとしたので、理事会、各種委



員会等には、ノーネクタイなどの軽装でご出席

いただきたい。

＊鳥取県民間被害者支援団体賛助会費にご協力い

ただき、感謝を申し上げます。全県で134件、

658 ,000円（東部290 ,000円（60件）、中部

103,000円（22件）、西部265,000円（52件））集

まり、県医師会からの義援金を合わせて80万円

を寄付することとした。なお、賛助会員名簿を

鳥取県医師会報に掲載する。

1．日医認定産業医更新申請の承認について

この度、日医認定産業医の更新申請について32

名（東部17名、中部 4 名、西部10名、大学 1 名）

から書類の提出があり、審議の結果、何れも資格

を満たしているため、日医宛に申請することとし

た。

2．職業倫理・自浄作用活性化委員会の開催につ

いて

7 月24日（木）午後 3時から県医師会館におい

て開催することとした。

3．地域医療崩壊阻止のための総決起大会の出席

について

7 月24日（木）午後 3時から東京・笹川記念会

館において開催される。野島・富長両副会長が出

席することとした。

4．地域医療崩壊阻止のための総決起鳥取大会の

開催について

7 月31日（木）午後 2時から県医師会館におい

て開催することとした。主催は、国民のための医

療推進協議会とっとり（鳥取県医師会など県内の

医療関係団体など主旨に賛同する20団体で構成）

で、講師として羽生田日医常任理事をお迎えして、

社会保障費をめぐる中央情勢（仮題）について講

演していただく予定であるので、多数ご参集いた

だきたい。

5．監査の立会いについて

7 月22日（火）午前10時から鳥取市福祉文化会

館において東部地区の 1医療機関を対象に実施さ

れる。東部医師会と分担、並びに岡本会長と渡辺

常任理事が時間を分担して立会することとした。

6．禁煙指導医・講演医養成のための講習会の開

催について

標記について、平成20年度も引き続き、県医師

会及び地区医師会との共催により、各地区で講習

会を開催し、この講習会（東・中・西の 3会場で

開催されるうちの 1つ）に出席することを鳥取県

医師会ホームページにリストを公表するための条

件とした。

現時点の各地区での講習会日程及び内容につい

ては、下記のとおりである。

7月24日（木）午後 5時30分から中部医師会館

において、 8月21日（木）午後 7時から東部医師

会館においてそれぞれ開催することとした。

〈東部〉

日時　平成20年 8 月21日（木）午後 7時

場所　東部医師会館

演題　「禁煙は世界を救う」

講師　沖縄大学人文学部福祉文化学科禁煙学講座

教授　山代　寛先生

〈中部〉

日時　平成20年 7 月24日（木）午後 5時30分

場所　中部医師会館

演題　「みんなで取り組む禁煙支援―新時代来る

―」

講師　京都府立医科大学医学研究科地域保健医療

免疫学教室学内講師　繁田正子先生

7．全国医師会共同利用施設総会の出席につい

て

9 月 6 ・ 7 日（土・日）岐阜市において開催さ

れる。出席者については、中部医師会及び中部医
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師会立三朝温泉病院にお願いすることとした。な

お、出席者については本会として旅費補助する。

8．第 2回産業医研修会の開催について

9 月28日（日）午前11時50分からまなびタウン

とうはくにおいて開催することとした。研修単位

は 5単位。

9．第 1回学校医・学校保健研修会の開催につい

て

10月 5 日（日）午後 1時40分から県医師会館に

おいて開催することとした。

10．新任学校医と新任養護教諭との合同オリエン

テーション（仮称）の開催について

10月 5 日（日）県医師会館において、第 1回学

校医・学校保健研修会の終了後、初めての試みと

して開催することとした。内容の詳細については、

今後検討していく。

11．交代に伴う各種委員会委員の推薦について

人事異動に伴い、下記の委員会にそれぞれ委員

を委嘱することとした。

○生涯教育委員会委員－阿藤孝二郎先生（中部）

○卒後臨床研修委員会委員

－阿藤孝二郎先生（中部）

12．「中国ブロック家族会精神保健福祉促進研修

会鳥取大会」寄付金について

標記について協力依頼がきている。本会として

寄付することとした。

13．NPO法人とっとり被害者支援センターへの参

画について

本会としては、正会員として参画することとし

た。

14．地方社会保険医療協議会総会診療側委員の推

薦について

標記について、社会保険庁の解体により10月か

ら地方社会保険事務局が地方厚生局に移管され、

これに伴い標記総会も都道府県単位の47設置から

地方厚生局単位の 8ブロックの設置に変わり、中

国厚生局に属する中国 5県については、各県 1名

ずつの総会診療側委員（都道府県ごとに設置の部

会委員も兼任）を選出することとなった。

協議した結果、岡本会長を推薦することとした。

15．日本医師会からの各種調査への協力について

日医より、「平成20年度毎月勤労統計調査特別

調査に対する調査」と「サービス産業動向調査」

について協力依頼がきている。本会として調査協

力することとした。

16．名義後援について

「陽子線市民公開講座―がんの早期発見と切ら

ずに治す陽子線治療―（ 8 ／31）」の名義後援を

了承することとした。

17．日医生涯教育講演会の認定申請の承認につい

て

地区医師会などから申請の出ている講演会につ

いて協議の結果、適当として認定することとした。

18．その他

＊国際交流財団から、「医療機関における外国人

対応の現状調査」及び「外国人にフレンドリー

な医療機関の登録」について調査協力依頼があ

った。協議した結果、本会として協力すること

としたので、よろしくお願いしたい。なお、調

査の実務は財団で行っていただく。

［午後 6時10分閉会］

［署名人］野島　丈夫　印

［署名人］天野　道麿　印
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吉田・明穂両理事を選出した。

1．前回常任理事会の主要事項の報告

〈宮 常任理事〉

7 月10日、県医師会館において開催した。会議

録は、地区医師会へ送付するとともに、県医メー

リングリストへの投稿、会報への掲載を行うこと

としている。

2．第 1回産業医研修会の開催報告〈吉田理事〉

7 月13日、県医師会館において開催し、講演 5

題（ 1）「労働安全衛生法について」（高村鳥取労

働局安全衛生課長）（ 2）「勤労者のメンタルヘル

ス～うつ病への対応」（植田県立精神保健福祉セ

ンター地域支援課長）（ 3）「勤労者のメタボリッ

クシンドローム対策について」（馬場鳥大医附属

病院内分泌代謝内科）（ 4）「勤労者の腰痛に対す

る治療と予防について」（永島鳥大医附属病院整

形外科講師）（ 5）「勤労者の感染症対策について」

（天野常任理事）を行った。日医認定産業医取得

単位は、基礎（実地・後期）＆生涯（実地・専門）

5単位。

また、先般テレビ会議による日医認定産業医指

定研修会の申請について認めるかどうかのアンケ

ート調査があった。本会としては、今まで日医認

定産業医を取得された先生方及び更新された先生

方のご苦労、また厳しく研修会を運営してきたこ

と等より、すべての単位を認めることはどうかと

いう観点から、離島、僻地等の会員を考慮して条

件付で賛成と回答した。

3．日医　会長協議会の出席報告〈岡本会長〉

7 月15日、日医会館において開催された。

協議では、各県医師会から提出された16議題

（ 1）厚生労働省調査に対する日医の同意（徳島）

（ 2 ）採血用穿刺器具と真空採血管ホルダーの取

扱い（三重）（ 3 ）保険免責制の導入阻止を要望

する（新潟）（ 4 ）地域産業保健センター委託事

業の税務申告（秋田）（ 5 ）高齢者医療制度の医

療費の 9割公費負担、医療特区（兵庫）（ 6）今、

日医による「社会保障立国論」（京都）（ 7）タバ

コ対策委員会の設置（愛媛）（ 8 ）レセプトオン

ライン化（岡山）（ 9 ）特定健診・特定保健指導

（大阪）（10）女性医師登用推進（福岡）（11）医

療費抑制政策の方向転換への対応（山口）（12）

“総合診療医”日医認定制度（埼玉）（13）緊急医

師確保対策（鹿児島）（14）集団的個別指導（北

海道）（15） 5 分間ルールの廃止（長崎）（16）地

方厚生（支）局に設置する地方社会保険医療協議

会（千葉）について、日医執行部からそれぞれ回

答があり、討論がなされた。

また、日医から、「地域医療崩壊阻止のための

国民運動」と「公益法人制度改革」について協力

報告事項

議事録署名人の選出

■ 日　時　　平成20年 7月24日（木） 午後 4時～午後 6時

■ 場　所　　鳥取県医師会館　鳥取市戎町

■ 出席者　　岡本会長

宮　・渡辺・天野・神鳥各常任理事

武田・吉中・吉田・明穂・井庭・重政・笠木・米川各理事

清水・笠置両監事

板倉東部会長、池田中部会長、魚谷西部会長

第 4 回 理 事 会
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要請と説明があった。

内容の詳細については、日医ニュースに掲載さ

れるのでご覧いただきたい。

4．公開健康講座の開催報告〈宮 常任理事〉

7 月17日、県医師会館において開催した。テー

マは、「ウイルス性肝疾患の最新治療―患者さん

にやさしい個別化治療―」、講師は、鳥大医学部

機能病態内科学分野准教授　孝田雅彦先生。

5．男女共同参画フォーラムの出席報告

〈重政理事〉

7 月19日、福岡市において日医の主催により福

岡県医師会の担当で開催され、坂野真理先生（倉

吉病院）と陶山和子先生（西伯病院）とともに出

席した。

当日は、基調講演「男女共同参画推進のために」

が行われた後、「日医男女共同参画委員会」と

「日医医師再就業支援事業」について報告があっ

た。続いて、「医療崩壊をくいとめるために、今

何ができるか、何をすべきか」をテーマに 4名の

演者によるシンポジウムが行われ、総合討論の後、

「第 4 回男女共同参画フォーラム宣言」が採択さ

れた。次回は北海道医師会の担当で開催される。

内容の詳細については、別途会報に掲載する。

6．監査の立会い報告

〈岡本会長・渡辺常任理事〉

7 月22日、鳥取市福祉文化会館において東部地

区の 1医療機関を対象に実施された。レセプトと

カルテとを照合して事実確認が行われたが、監査

対象医療機関の諸事情により、中断となった。

翌 7 月23日、県立博物館において再開された。

レセプトとカルテとを照合して事実確認が行わ

れ、診療録の記載についてのルール違反 7点と診

療報酬請求事項についてのルール違反 8点につい

て講評があり、一連の監査が終了した。

近年、鳥取県においても、社会保険事務局によ

る監査が実施され、保険医療機関及び保険医の取

消しが相次いで発生している。これらに対する鳥

取県医師会の今後の方策は、「会員に対する広報

として特集記事を会報に掲載して注意を喚起する

こと」、「新入会員オリエンテーションにおいてこ

れまで以上に適正な保険診療の説明をすること」、

などを中心に取り組んでいくこととした。

7．職業倫理・自浄作用活性化委員会の開催報告

〈宮 常任理事〉

7 月24日、県医師会館において開催し、日医が

作成した「医師の職業倫理指針（改訂版）」を基

に、適正な保険診療について活発な協議、意見交

換を行い、本会として不正のあった会員に対して

どのように対処していくべきかを中心にその方策

を検討した。

内容の詳細については、別途会報に掲載する。

8．その他

＊鳥取県では、平成20年 4 月に平成13年度に策定

した健康とっとり計画を見直し、「健康づくり

文化創造プラン」と名称を改め、今年度から、

運動、食事、心と体（禁煙等）の 3分野を柱と

した「健康づくり文化」の創造に取り組むこと

となった。

この度、本会宛に「健康づくり応援施設」

「健康づくり応援団員」の周知について依頼が

あり、会報等に掲載することとした。なお、詳

細については県健康政策課健康づくり文化創造

担当（TEL 0857－26－7861）へ問い合わせて

いただきたい。

1．「うつ病に関するかかりつけ医等調査」のお

願いについて

標記について、本会では、この度、県から「う

つ病予防対策事業」の委託を受けて、うつ病に関

するかかりつけ医等の調査を実施することとした。

この調査は、全会員を対象として、日頃の診療

の中でうつ病を診る機会の有無、専門家への紹介

協議事項
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の状況など実態を把握し、今後のかかりつけ医と

精神科医との連携に資することを目的に実施する

ものであるので、ご協力をよろしくお願いしたい。

2．「地域医療崩壊阻止のための総決起鳥取大会」

の開催について

7 月31日（木）午後 2時から県医師会館におい

て開催することとした。主催は、国民のための医

療推進協議会とっとり（鳥取県医師会など県内の

医療関係団体など主旨に賛同する20団体で構成）

で、講師として羽生田日医常任理事をお迎えして、

社会保障費をめぐる中央情勢について講演してい

ただく予定であり、多数ご参集いただきたい。

3．生保　病院指導の立会いについて

次のとおり実施される指導にそれぞれ役員が立

会することとした。

○ 8月25日（月）午前11時

西部：生保　病院指導 1件－西部医師会

○ 8月25日（月）午後 2時

西部：生保　病院指導 1件－西部医師会

4．産業保健活動推進全国会議の出席について

9 月18日（木）午前10時30分から日医会館にお

いて開催される。吉田理事が出席することとした。

なお、各地域産業保健センター、鳥取産業保健推

進センターからも出席する。

5．全国学校保健・学校医大会並びに都道府県医

師会連絡会議の出席について

11月 8 日（日）午前10時から新潟市において開

催される。笠木理事が出席することとした。なお、

地区医師会にも出席の案内をする（県医師会から

若干の旅費補助あり）。

6．「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガ

イドライン」並びに「学校生活管理指導表

（アレルギー疾患用）」の取り扱いについて

標記について、 6月26日に鳥取県教育委員会と

鳥取県医師会担当役員で協議、意見交換を行い、

さらに 7月10日に開催した第 3回常任理事会にお

いて協議を重ねた。内容の詳細については、別途

8月号会報に掲載するので、ご覧いただきたい。

また、「学校のアレルギー疾患に対する取り組

みガイドライン」を鳥取県医師会学校医部会員に

は無料で送付することとした。

7．春季医学会の学会長推薦演題について

6 月22日に開催した春季医学会の一般演題のな

かで、学会長の推薦する演題 6題を承認した。該

当者については、鳥取医学雑誌へ投稿していただ

くよう依頼する。

8．鳥取いきいき長寿知事表彰の選考委員会委員

の推薦について

笠置監事を推薦することとした。

9．日本医師会からの各種調査への協力について

日医より、「四段階制（社会保険診療報酬の所

得計算の特例措置）存続のための調査」「日本の

医療に関する意識調査（患者調査）」「毎月勤労統

計調査」について協力依頼がきている。本会とし

て調査協力することとした。

10．名義後援について

「第 3回県民の皆様に届けたい看護の専門性シ

ンポジウム（ 9 ／23）」「心の健康フォーラム

（10／15）」の名義後援を了承することとした。

11．日医生涯教育講演会の認定申請の承認につい

て

地区医師会から申請の出ている講演会について

協議の結果、認定することとした。

［午後 6時閉会］

［署名人］吉田　眞人　印

［署名人］明穂　政裕　印
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「地域医療崩壊阻止のための総決起鳥取大会」

は岡本公男鳥取県医師会長が「社会保障に対して

不安をもっている今こそ社会保障費の機械的抑制

の撤廃を国民とともに強く要望していこう」とあ

いさつ。

講演では羽生田俊日本医師会常任理事が「社会

保障を巡る中央情勢」と題して医療は消費ではな

く投資であるとともに平時の国家安全保障である

との日本医師会の考えを説明、地域医療崩壊阻止

のため国民運動を展開している背景などを説明し

た。

最後に大会決議が採択され、福田総理をはじめ

関係省庁などに送付することとした。

会場一杯に参集した約300名の県民は、社会保

障費の削減が産科・小児科などの医師不足を引き

起し、ひいては地域医療崩壊の危機に瀕している

現状を認識し、ぜひとも阻止するべくガンバロー

と気勢をあげた。

大会には地元選出の石破茂防衛大臣も駆けつ

け、社会保障費削減については閣僚の立場から明

確な発言は出来ないとしながらも大会の主旨は理

解され、激励の挨拶をいただいた。

■ 日　　時 平成20年 7月31日（木） 午後 2時～午後 3時15分

■ 場　　所 鳥取県健康会館（医師会館） 鳥取市戎町

■ 参加者数 約300名

社会保障費年2,200億円の削減撤廃を決議！
＝地域医療崩壊阻止のための総決起鳥取大会＝

諸 会 議 報 告
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長年にわたる社会保障費の伸びの抑制が、医療崩壊を顕在化させたことは明らかである。

国民が安全で安心な医療を受けられるための確固たる医療提供体制の再構築には、適正な社会

保障費の確保が必要不可欠である。

よって、本大会参加者全員の総意として、次のとおり決議する。

一．社会保障費の年2,200億円削減撤廃

平成20年 7 月31日

地域医療崩壊阻止のための総決起鳥取大会

決　　議

〈国民のための医療推進協議会とっとり参画団体（五十音順）〉

山陰ST協会鳥取県士会・全国農業協同組合連合会鳥取県本部・鳥取県医師会

鳥取県栄養士会・鳥取県看護協会・鳥取県作業療法士会・鳥取県歯科医師会

鳥取県歯科衛生士会・鳥取県歯科技工士会・鳥取県柔道整復師会・鳥取県商工会連合会

鳥取県鍼灸師会・鳥取県鍼灸マッサージ師会・鳥取県病院協会・鳥取県放射線技師会

鳥取県薬剤師会・鳥取県理学療法士会・鳥取県臨床検査技師会

鳥取県老人クラブ連合会・日本精神科病院協会鳥取県支部

宮 常任理事の司会で開会。岡本会長の挨拶の

後、議事へ移った。

〈岡本会長〉

ここ数年、報道等でもあるように自殺者が増え

ており、その原因はうつ病が多いようである。ま

た、専門の精神科医にかかる前に自殺をしてしま

う例が多いようで、かかりつけ医と専門医との橋

渡し、あるいは連携をしていく目的で、県から医

師会へ本委託事業への協力方依頼があった。

鳥取県は自然も多く恵まれた環境ではあるが、

自殺も少なくはない。産業医の先生はある程度う

つ病患者との係わりがあるが、かかりつけ医とし

■ 日　時 平成20年 7月 8日（火） 午後 4時～午後 5時45分

■ 場　所 鳥取県医師会館　鳥取市戎町

急がれる「自殺予防対策」（医療サイドから）
＝第1回かかりつけ医と精神科医との連携会議＝

挨拶（要旨）

開　会
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ては関連が薄いのが現状ではないか。本日は是非

とも専門の先生からご意見を伺い、より良い方策

を検討していきたい。

1．事業の概要について

渡辺常任理事を座長に選出し、その後、県より

事業概要の説明があった。

うつ病の人は身体的な不調が出ることも多く、

内科等のかかりつけ医にて診療されることも多い

が、専門外の医師がうつ病を適切に診断すること

は難しく、適切な診断がなされていないことが考

えられている。

そこで、かかりつけ医のうつ病等の精神疾患の

診断技術の向上、及びうつ病患者の早期発見、早

期治療を行う体制構築を目的に、①かかりつけ医

のうつ病に関する実態調査、②かかりつけ医と精

神科医との連携会議を開催し、かかりつけ医のう

つ病診断技術向上研修（県内 3地区医師会での開

催を予定）へ向けての準備、検討等を行っていき

たい、とのことだった。

2．かかりつけ医と精神科医との現在の連携方法

について

現在の状況について、各委員より簡単に意見が

述べられた。主な意見は次のとおり。

・現在、かかりつけ医として精神科医との連携の

場面は少ない。かかりつけ医が精神科専門医へ

紹介するには敷居が高いように思われがちだ

が、時代の流れとともに、今後は積極的に紹介

していくべきだ。

・近年、簡単に死を語る患者が増えてきている。

本人にも治療意欲が見られず、家族とどこまで

深く関わっていけば良いのか。個人情報保護と

の関連も難しい。転帰が分からない。後で自殺

したらしいとの噂を聞くことがある。

・中部では、内科系の総合病院へは専門病院から

定期的に紹介等行っている。このような紹介ル

ートが県として出来れば、地域として有り難い。

精神科医はもともと開業医が少なかったため、

本連携会議のような医師会事業への参加が少な

く、このような会議は非常に重要だ。

・まずは実態を把握することが大事。うつ病自体

が複雑になっており、精神科医が診れば全ての

うつ病が治るとは限らない。どのようなうつ病

をかかりつけ医に診てもらうのか、という難し

い問題もある。診断あるいは紹介する医師にも

レベルの差がある。

・診断基準、重症度の判定が難しい。スクリーニ

ングテストなど何かツールがないか。

・死亡小票からの分析はどうか。国で検討されて

いるようだが、費用に見合うデータが出るか不

明である。

・郡部のような精神科医が少ない地域では、まず

行政が窓口になって相談できる場があれば有効

ではないか。

・産後うつなど産科と精神科の連携については、

現在具体的な連携はなされていないようで、個

人的な医師同士のつながりで行われているよう

である。

・分析、評価のためにも、警察のデータが必要で

あるが、入手が困難である。

3．うつ病に関するかかりつけ医等調査について

県内医師会員（約1,400人）を対象に、うつ病

患者を診る機会の有無、診断基準、対応方法等に

ついての調査を行う。アンケート原案は、中込教

授、原田所長に作成していただいた。アンケート

の発送、回収は 7 月末を目途に県医師会が行い、

集計は県が行う。

4．かかりつけ医のうつ病診断技術向上研修につ

いて

国のかかりつけ医うつ病対応向上研修事業実施

要綱に基づき、かかりつけ医のうつ病対応向上研

修を実施する。県より地区医師会へ委託する予定

であり、各地区は連携会議等で検討された研修内

容に基づき、 3月末日までに研修を実施する。研

議　事
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修修了者には修了証書が交付される。

この中で、国の示す標準的なカリキュラムは 4

単位（合計時間300分）から構成されており、コ

ンパクトにしないと出られないし理解も得にくい

のではとの意見があった。プログラムについては、

各地区の実情に合わせて次回の会議で検討してい

くこととした。

5．その他

○費用対効果が重要のため、青森県など積極的に

自殺対策に取り組んでいる県を参考に、どのよ

うな取り組みを行ったのか、具体的なデータが

あれば提示して欲しい。また、自殺者の年齢・

性別等のデータ、背景なども分かれば提示して

検討したい。

○次回の委員会は 9月25日（木）に開催すること

が決定した。

鳥取県医師会　　会　　　　長　岡本　公男

常 任 理 事　宮 博実

常 任 理 事　渡辺　　憲

東部医師会　　理　　　　事　松浦　喜房

水川クリニック 水川　六郎

中部医師会　　倉吉病院医局長 西山　　聡

西部医師会　　参　　　　与　高田　照男

鳥取大学医学部精神行動医学　教授 中込　和幸

鳥取県精神保健福祉センター　所長 原田　　豊

鳥取市中央保健センター主査兼母子保健係長 石田　町子

【事務局】

福祉保健部　　次長兼健康政策課長　藤井　秀樹

健康政策課　　　　　　　参　　事　藪田千登世

健康政策課　健康づくり文化創造担当主幹 明場　達朗

副 主 幹　森　　広美

鳥取県医師会事務局　　　事務局長　谷口　直樹

係　　長　岡本　匡史

主　　事　田中　貴裕

出席者名簿（敬称略）

〈岡本会長〉

猛暑のなか、ご出席いただき、ありがとうござ

います。

先の代議員会の際、職業倫理の問題が質問に出

されたこともあり、我々も常に職業倫理・自浄作

用活性化をきちんとしていかなければいけないと

の思いをもっているが、具体的に何をしていいの

か難しい面もあり、昨年来、保険医の取消しがあ

った場合は、理事会で対応してきた。昨年度は、

本委員会を開催していないため、本日開催するこ

ととした。特に会内広報の方法論について皆さん

からご意見をいただきたい。

■ 日　時 平成20年 7月24日（木） 午後 3時～午後 4時

■ 場　所 鳥取県医師会館　鳥取市戎町

■ 出席者 岡本会長、宮　・天野両常任理事、井庭理事

板倉東部会長、池田中部会長、魚谷西部会長

さらなる法規範の遵守の徹底に努めよ！！
＝職業倫理・自浄作用活性化委員会＝

挨拶（要旨）



鳥取県医師会報 08．8 No.638

31

それから、現在、東部地区の 1医療機関が監査

されているが、かなり厳しい状況である。医師と

いうのは、一般の人以上に自己を主張する。例え

ば、監査に入ると社会保険事務局にとって医師は

被告的であるが、自分の自由を主張するのが医師

である。是とするところは敢然として主張し、自

らも幾許の非とするところは謙虚に反省するのも

人としての道であろうかと思う。

本日は、特にテーマは絞らないので、それぞれ

のジャンルから忌憚のないご意見を頂戴したい。

1．協議・意見交換

この度、日医会員の倫理・資質向上委員会が作

成した「医師の職業倫理指針［改訂版］（第 1

章－医師の責務、第 2章－終末期医療、第 3章－

生殖医療、第 4章－人を対象とする研究と先端医

療）」を基に、「適正な保険診療」「不正をした会

員に対する鳥取県医師会としての対応」などを中

心に協議、意見交換を行った。主な内容は下記の

とおりである。

＊先般、北海道医師会により、都道府県医師会を

対象にして、集団的個別指導に関するアンケー

ト調査が行われた。対象医療機関の具体的な選

定方法として、「全医療機関を対象とした教育、

研修の場として捉えている。高点数によらず 5

年に 1回は集団的個別指導（集団のみ）を受け

るようランダムに選び、指導大綱により選定さ

れた医療機関と同会場で実施している。」と回

答をされた都道府県があった。鳥取県医師会と

しては、以前から機会あるたびに社会保険事務

局に対して、集団的個別指導において高点数に

よる対象医療機関の選定ではなく、アトランダ

ムに選定してすべての医療機関が指導を受ける

機会をもつことによって常に一定の緊張感のな

かにあることが必要と思うため、その機会を与

えて欲しいと申し出ている。最近、鳥取県にお

いても、保険医療機関の取り消し及び保険医の

取り消し処分が数件あったが、これらを防止す

るために是非とも必要な施策かと思われる。

＊厚生省保険局通知によると、審査委員の選任に

ついては、「原則として、現職の審査委員を再

任する場合は 5期10年を限度とし、また、委嘱

時における年齢は70歳未満であることが適当で

ある。ただし、適正な審査を確保する上で真に

やむを得ない事情があり、これらの原則による

ことができない場合には、計画的に必要な措置

を講ずるよう努めること。」とされている。

＊近年、鳥取県においても、社会保険事務局によ

る監査が実施され、保険医療機関及び保険医の

取消しが相次いで発生している。これらに対す

る鳥取県医師会の今後の方策は、「会員に対す

る広報として特集記事を会報に掲載して注意を

喚起すること」、「新入会員オリエンテーション

においてこれまで以上に適正な保険診療の説明

をすること」、などを中心に取り組んでいくこ

ととした。

2．その他

＊平成19年 4 月に医療法の一部改正が施行された

ことにより、「医療安全管理指針」の整備等の

対策が無床診療所にも義務づけられことになっ

た。また、「院内感染対策指針」についても、

その整備とともに定期的な見直しが望まれてい

ることから、「医療安全管理指針のモデル」と

「院内感染対策マニュアル」を再度、無床診療

所に送付することとした。

＊今後は、「職業倫理・自浄作用活性化」「医療安

全対策」「医事紛争」において、個人情報保護

も含め、さらに連携を密にし、協議・意見交換

を繰り返しながら、患者さんにより安全な医療

を提供するとともに、萎縮医療にならないよう、

会員をサポートしていく。

議　事
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開　会 渡辺委員

座　長 武田委員長

〈武田委員長〉

生涯教育委員会は医師会にとって非常に大切な

委員会である。現在、医師の在り方が社会から厳

しく問われている時代であり、日医会員が「総合

（診療）医」〈仮称〉制度のもとで診療活動をして

いく場合、どのような理念で総合診療医を育成し、

社会の信頼を得るのか十分議論していかないとい

けない。

日医の方針とは違う県医師会の方針もあるかと

思うが、それも一つの見識であるので、先進的で

見識のある鳥取県医師会を作っていくという視点

で話し合い、少しでも良い結論が出ればと思って

いる。

1．平成19年度生涯教育事業報告

春・秋医学会の開催、日医生涯教育制度への参

加（18年度申告率84.3％）、生涯教育委員会の開

催、日本医師会生涯教育講座の開催、日医生涯教

育協力講座；セミナー「生活習慣病の克服をめざ

して」開催、第 3回「指導医のための教育ワーク

ショップ」開催、鳥取医学雑誌の発行（35巻：29

編）について等、報告。

2． 6／ 5 平成20年度都道府県医師会生涯教育

担当理事連絡協議会報告出席報告

詳細については、鳥取県医師会報第637号（ 7

月号）へ掲載済み。

（ 1）生涯教育制度関連事項報告；飯沼雅朗常

任理事

（ 2）生涯教育推進委員会活動報告；福井次矢

生涯教育推進委員会委員長

（ 3）新医師臨床研修制度について；宮嵜雅則

厚生労働省医政局医事課医師臨床研修室

長

以上のほか、質疑応答などが行われた。

3．平成20年度春季医学会開催報告

6 月22日（日）午前 9時30分より西部医師会館

において開催。学会長；山陰労災病院長　石部裕

一先生。特別講演；鳥取大学大学院医学系研究科

遺伝子医療学部門　教授　汐田剛史先生、演題

「遺伝子再生医療実現のストラテジー～克服すべ

き山と谷～」。一般演題　22題。

1．平成20年度日医生涯教育制度について

平成20年度「日本医師会生涯教育制度」実施要

綱に基づき実施する。

「生涯教育カリキュラム―総合診療医の養成に

向けて―（案）」を活用し、従来の「基本的医療

課題」にあたる部分を県医師会の春季・秋季医学

会の中に取り入れる。

■ 日　時 平成20年 7月31日（木） 午後 4時～午後 5時50分

■ 場　所 鳥取県医師会館　鳥取市戎町

■ 出席者 武田委員長

渡辺・重政・安陪・福島・安梅・阿藤・阿部・福本各委員

生涯教育から総合診療への理念を考える
＝生涯教育委員会＝

挨拶（要旨）

報　告

協　議
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2．平成20年度日医生涯教育講座（案）について

春・秋季医学会、定例総会（特別講演）、禁煙

指導医・講演医養成のための講習会、産業医研修

会、学校医・学校保健研修会、第41回若年者心疾

患対策協議会総会、等を日医生涯教育講座とし、

追加がある場合は、理事会（常任理事会）の承認

を得ることとする。

3．平成20年度秋季医学会開催について

日程は11月 9 日（日）または10月13日（月・祝）

のいずれかとする。開催地は中部地区。中部医師

会・運営担当病院・県医師会の 3者共催で開催す

る。

4．日医生涯教育協力講座

（ 1）セミナー「ウイルス感染症における予防

と治療」（20年度）

（ 2）セミナー「生活習慣病診療のUp to Date」

（21年度）

メーカー 1社に全面依存した「日医生涯教育協

力講座」の開催は今の時代になじまない。本委員

会としては、開催に否定的な意見が多かった。

案として、より多くのメーカーから資金提供さ

れた「教育・研究のための基金」を日医につくり、

そこから公募して選ばれたものに拠出する方法は

どうか。

5．第 4回（平成21年度開催）日本医師会「指導

医のための教育ワークショップ」鳥取県医師

会主催　開催について

平成21年秋に、本会主催で開催する。

6．医師国家試験問題の公募について

従来、医師国家試験問題は医学部等教員から公

募で作成されていたが、地域医療に携わる医師か

らも良き医師養成のために、日医会員へ医師国家

試験問題作成の参加申し出（平成15年 4 月）があ

り、過去 2 回（平成17年度・18年度）「医師国試

問題（MCQ）作成講習会」が開催された。今後、

講習会の案内があれば生涯教育委員にご参加頂

き、本会として試験問題を作成していきたい。

7．その他

（ 1）「総合（診療）医」〈仮称〉および、総合診

療医を養成するためのカリキュラムについて

〈意見（要旨）〉

・現在の生涯教育「修了証」では、評価について

住民へのインパクトが弱い。

・「総合（診療）医」を認定する基盤として、生

涯教育制度を発展させたいという方向性で質を

高めたり、内容を充実させて国民の受療行動に

つながり易いような、実践的で幅広い研修を積

んだ医師が認定されるような形に移っていくの

はよいと思う。

・制度が動き出したら厚労省の思うツボになるよ

うな印象を受ける。

・質の高い総合的な診療が行える医師と、専門医

の双方が質を高めながら国民にその情報を提供

するような仕組みが必要になってくる。その中

では、生涯教育制度の単位が、「総合（診療）

医」と「専門医」と両方の認定に役立つように

単位の互換性があるといい。そうすれば、専門

医も総合診療を目指す医師も生涯教育講座へ出

席されるし、教育の場を医師会が設定するのは

重要なこと。

・新しい疾患を経験することによって習得するこ

とができるので、経験しないものではできない。

そういう点において、このカリキュラムは意味

があるのか。

・「総合診療医」とは何なんだ、どこまでやれば

いいのかという一方で、様々な患者さんが来ら

れるので、ある程度まで勉強して頂いて、これ

だけ知っていればいいじゃないかというものを

つくるという考え方もある。

・プライマリケアを担って開業されている医師

も、一方では専門性を持って診療している。専

門的なことをやりながら、しかし総合的なこと

も必要だということを、生涯教育としてどう実
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現していくのか。医師会の生涯教育の理念をど

こまで求めようとしておられるのか、はっきり

しない。

・開業医の役割は交通整理のようなもので、生涯

教育により専門医に任せた方がいいものは紹介

し、フィードバックしてもらう。それがまた勉

強になる。

・こういう知識があれば、診療科が違っていても

ある程度こなしていける。自分の知識が広けれ

ば患者さんのためになるだろうし、医療機関の

ためにもなる。名称はよくない。

・厚労省に利用されてしまう危険性を考える。こ

れだけ苦労して得た資格であることを国民に広

報し、制度を認めてもらう必要がある。専門医

の資格を持たず処置をして裁判に負けたという

話が出てきているが、医事紛争との絡みはどう

なっていくか。

・時間をかけて、議論を深める必要がある。

・自治医科大学の先生方にもご意見を伺って、生

涯教育委員会に反映されるといい。

・「資格化」というより、教育の質を高めていく

のにはいいのではないか。

（ 2）西部医師会への依頼「鳥取大学医学部医学

科学生医療現場体験学習について」

西部医師会では、鳥取大学より「鳥取大学医学

部医学科学生医療現場体験学習について」として、

西部医師会開業医療機関（米子市内・境港市内）

への医学部学生（研修医ではない）について、体

験学習の受け入れ要請があり、 7月 2日・ 9日の

両日、医師会所属25医療機関の協力を得て実施し

た。（参加学生数75名）

医師国家試験で女性の比率は年々ふえ近年 3割

以上となっているが、妊娠出産、子育て、またそ

の後に予想される勤務医の過酷な労働実態から就

業を中断される人も多く、勤務医不足や過労の一

因ともなっている。それを解決していくための方

策を検討していくためにこのフォーラムは開催さ

れている。

1．基調講演「男女共同参画推進のために」

〈財団法人福岡県女性財団法人理事長　稗田

慶子氏〉

稗田氏は九大医学部卒で行政職を勤められ元福

岡県副知事。女性医師が離職せずに働き続けるた

めの法律・制度がだんだん整ってきた。短時間正

職員制度といって育児・介護などの必要に応じて

正職員のまま仕事を続けてもらい、有能な人材を

■ 日　時 平成20年 7月19日（土） 午後 1時～午後 4時

■ 場　所 ホテル日航福岡

■ 出席者 〈県医師会〉重政理事

〈倉吉病院精神科〉坂野真理

〈西伯病院内科〉陶山和子

医療崩壊をくいとめるために
医師の働きやすい環境づくり

＝日本医師会　第4回男女共同参画フォーラム＝
西部医師会員　南部町国民健康保険西伯病院内科　　陶　山　和　子
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確保をする制度がある。まず女医から取り組んで

いってはどうだろうか。たとえば九大では女性医

師きらめきプロジェクトといって 1日 1時間から

の勤務を認め、夜勤当直を免除している。このよ

うな多様な働き方を推進していくためにはネット

ワーク作りやトップの意識改革が重要である。

2．報告

1）日本医師会男女共同参画委員会について

〈前男女共同参画委員会委員　櫻井えつ氏〉

講演会などにおける託児室の設置について要望

し続けた結果、実施されるようになってきた。日

本医師会委員会への女性医師登用を要望し徐々に

増加してきている。

2）日本医師会医師再就職支援事業について

〈前日本医師会医師再就職支援事業部長　保

坂シゲリ氏〉

女性医師バンク事業を通じ女性医師の就職継続

を支援している。20年度は再研修をうけいれても

らった場合病院への補助を12万円から30万円に増

額する。女性医師の勤務環境の整備を推進するた

めに病院管理者、院長への講習会を開催した場合

費用補助を昨年は10万円だったが20年度は30万円

にする。女子医学生、研修医等をサポートするた

めの会の費用補助も増額されている。

3．シンポジウム「医療崩壊をくいとめるために

今何ができるか、何をすべきか」

1）ワークライフバランスの視点から

〈男女共同参画委員会委員・大阪厚生年金病

院院長　清野佳紀氏〉

清野氏は元大阪大小児科の教授である。子育て

中の女性医師は仕事のきつさや気兼ねから離職し

てしまいやすく勤務医不足の原因になっている。

子育て支援を含めた働きやすい病院とは全職員に

とって働きやすい病院である。短時間勤務を認め

ているが、収益はへっていない。諸外国の中で主

治医制度は日本のみの制度であり、医師個人への

負担が大変大きい。チーム医療を実施していくこ

とにより病院の劣悪な労働環境をみなおしていく

必要がある。子育てが終わって親や配偶者の介護

が必要になってくる世代が働きやすい環境を作る

ことにも通ずる考え方である。

2）医師の働き方を見なおす

〈名古屋市立東部医療センター長、東市民病

院病院長　津田喬子氏〉

津田氏は麻酔科医である。勤務医の過酷な労働

環境は、医療の質、安全の面から見過ごせない問

題となっている。女性医師のきめ細かい勤務体制

の整備も進められているが、女性医師の意識改革

と平行して進めることが重要である。勤務支援す

ることにより女性医師の依存度が高くなってしま

ったり、女尊男卑といわれたりする問題点も認識

する必要がある。

3）天の岩戸を開く―女性医師の意識改革―

〈宮城県医師会常任理事　小田泰子氏〉

小田氏は北大眼科を卒業され、勤務医生活後、

現在は眼科を開業されていて日本女医会会長であ

る。女性の復職支援はいろいろとされるようには

なってきているが、女性の社会参加を促進する要

因は実は別のところにある。それは主体的に提案

できる環境整備から始まり、女性に立案させ発言

させ責任をもたせて意識改革をすることが必要で

ある。政治・経済活動における女性参画指数は世

界的にも低く、女性はもっと社会的な意思決定に

参加すべきである。

4）マスコミの視点から

〈西日本新聞社専任職編集委員　田川大介氏〉

新聞記者の仕事への責任や管理職への登用も男

女に差はないが、結婚や育児に直面すると状況は

一変してしまう。深夜勤務ができなくなり、夫の

転勤で離職してしまう。

妊娠した女医を取材され、病院や医局に対して

とても肩身のせまい思いをされたり、つわりがき
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つくても地域病院の人手不足で休みもとれない状

況などの現実を報告された。

4．まとめ

家庭と仕事の両立、ワーク・ライフ・バランス

は、単に女性医師のみならず、男性医師にとって

も、充実した人生を送る上で重要なことであり、

その礎の上にたってこそ、社会的使命を万全に果

たしうるものである。そのためには、社会の理

解・支援が必要であることを再認識しなければな

らない。医師としての使命を継続できるような環

境整備・施策の実践は、医療崩壊をくいとめ、日

本の医療を守るために緊急の課題である。

会員の栄誉 

鳥取県医師会長表彰

宮　川　鐡　男　先生（北栄町）

平成20年度鳥取県国民健康保険団体連合会理事長表彰

（鳥取県医師国保組合理事）

渡　辺　　　憲　先生（鳥取市・渡辺病院）

（岩美町国保運営協議会委員）

渡　邉　賢　司　先生（岩美町・岩美病院）

吉　中　正　人　先生（琴浦町）

上記の先生におかれましては、永年産業医としてのご功績により、 7月 3日倉吉市・鳥取県

立倉吉未来中心において行われた「第36回鳥取県産業安全衛生大会」席上受賞されました。
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（国保診療報酬審査委員）

谷　田　　　理　先生（米子市・山陰労災病院）

（国保診療報酬審査委員）

平　尾　正　人　先生（鳥取市・鳥取赤十字病院）

（国保診療施設勤務）

神　谷　　　剛　先生（岩美町・岩美病院）

（国保診療報酬審査委員）

田　村　公　平　先生（鳥取市）

上記の先生方におかれましては、永年に亘りそれぞれの分野で活躍されているご功績により、

7月29日鳥取市・ホープスター鳥取において開催された「鳥取県国民健康保険団体連合会通常

総会」席上受賞されました。
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採血用穿刺器具（針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの）の取扱い及び単回使用医療用具

に関する取扱いにつきましては、鳥取県医師会報 6月号（平成20年 6 月15日発行　No.636）にてお知らせ

し、また、真空採血管ホルダーの取扱いについて本会より県内全医療機関へ通知いたしました。

今般日本医師会より、 7月18日に、社団法人日本感染症学会、社団法人日本化学療法学会、日本環境感

染学会、日本臨床微生物学会は、医療現場からの要望に応えるべく「微量採血用穿刺器具の取り扱いにつ

いて」を作成し、「真空採血管ホルダーの取り扱いについて」を含め、日本感染症学会のホームページ

（URL；http://www.kansensho.or.jp/news/080717_biryo.html）に発表されたとの通知がありました。

つきましては、日本感染症学会のホームページの内容は下記のとおりですので、会員各位におかれまし

ても、本件についてご了知いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

◇日本感染症学会ホームページより◇

微量採血用穿刺器具の取り扱いについて

平成20年 4 月、島根県の施設において、複数患者に使用しないことが添付文書に記載されている微量採

血用穿刺器具が複数患者に使用されたことが判明し、平成20年 5 月22日厚生労働省は「採血用穿刺器具

（針の周辺部分がディスポーザブルタイプではないもの）の取り扱いについて（注意喚起）」を発出しまし

た。続いて 5月30日「微量採血のための穿刺器具（針の周辺部分がディスポーザブルタイプではないもの）

の取り扱いに係る周知徹底及び調査の実施について」の依頼が各都道府県知事、政令市長および特別区長

あてに通知されました。

社団法人日本感染症学会、社団法人日本化学療法学会、日本環境感染学会、日本臨床微生物学会では医

療現場からの要望に応えるべく「微量採血用穿刺器具の取り扱いについて」を作成しましたので、ここに

その内容を発表します。

なお、真空採血管ホルダーについては、厚生労働省の調査の対象となっていませんが、臨床の現場で混

乱を生じるので、別紙参考「真空採血管ホルダーの取り扱いについて」のとおり、見解をまとめましたの

で、併せてお知らせいたします。

平成20年 7 月18日

社団法人日本感染症学会

社団法人日本化学療法学会

日本環境感染学会

日本臨床微生物学会

「微量採血用穿刺器具の取り扱いについて」等の
日本感染症学会他3学会の見解
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微量採血用穿刺器具の取り扱いについて

微量採血のための穿刺器具には現在以下に示す 3通りのものがあります。即ち①器具全体がディスポー

ザブルの製品であり、単回使用専用であるもの。②穿刺針ならびに周辺部分がディスポーザブルの製品で、

針の周辺を含めて交換するために複数人に使用が可能であるもの。③穿刺針は交換するが、穿刺針の周辺

がディスポーザブルではないため前回の採血で汚染された場合には、交換した穿刺針が汚染される可能性

があり、複数人への使用が出来ないもの。の 3タイプが発売されています。

穿刺による採血に伴う感染の危険が考えられる器具としては、上記のうちの③のタイプであり、③のタ

イプに関しての 4学会の見解を述べます。

微量採血のための穿刺器具について

針の周辺部分がディスポーザブルタイプではない器具での感染

添付文書でも、針の周辺部分がディスポーザブルタイプでない微量採血用穿刺器具は個人使用に限り、

複数人への使用を禁じています。その理由は、英国の文献（ 2）によるもので、高齢者収容施設で血糖測

定用の微量採血用穿刺器具を複数人に対して用いた事例においてB型肝炎が発生したとの報告です。

このタイプの微量採血用穿刺器具は針と末端キャップのついたペン型の器具であり、針の交換を患者ご

とに行っても、この末端キャップは穿刺時に患者の穿刺部位に触れる可能性があります。通常、末端キャ

ップを指に押し付けて、指先穿刺したら、直ちに器具を指先から離してしまいますので、血液で汚染され

る危険性は極めて少ないと考えられます。また、わが国では、針は交換したうえで周辺部分を消毒して複

数人へ再使用したための感染事例の報告はありません。このように、穿刺針を交換して、さらに穿刺針の

周辺部位を消毒して使用した場合には、感染の可能性は理論的には否定できませんが、非常に低くなりま

す。

なお、先般、針を交換せずに、「複数人に使用してはならない器具」を使用した事例が、 2件（島根県、

広島県）報道されています。このような場合については、針を交換して使用した場合に比べ、感染の可能

器具の構造（例） 備　　　　　考

①器具全体がデ
ィスポーザブ
ルタイプであ
るもの

②針の周辺部分
がディスポー
ザブルタイプ
であるもの

【調査対象器具】
③針の周辺部分
がディスポー
ザブルタイプ
でないもの

単回使用専用

複数人使用可
（「針の周辺部分」に血液が付着する可能性
があるが、「針の周辺」部分も含めて交換
するため、複数の人に使用が可能である）

個人の使用に限り、複数人使用不可
（「針」を交換しても「針の周辺」に付着す
る血液からの感染が否定できないため）

針と針の
周辺部分
を含めて
交換

針（交換
が必要）

針の周辺は
交換しない

単回使用（完全 1回
使い切りタイプ）
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性は格段に高くなります。

医療器具を血液が付着したまま乾燥させると、その後洗浄しても付着した血液のタンパクの除去が困難

となり、その中に存在するウイルスは感染性が約 1週間は残る場合があります（文献 3）。

針の周辺部分がディスポーザブルタイプではない器具を使用した場合の対応

患者等からの問い合わせがあった場合は、器具の種類、洗浄・消毒の方法を確認し、③の器具で消毒が

不十分などの不適切な処理にて使用されていた患者等に対して、受診の勧奨、速やかな検査、適切な治療

や経過観察等を行うことが必要となります。

③の器具を複数人に使用したことにより感染の事例として既に示したように英国にてB型感染の感染が

疑われる例が報告されていますが、我が国では、これによる感染事例は報告されていません。また、C型

肝炎やHIVの感染事例については、現在のところ国内外ともに報告されていません。

そこで、必要な検査としては、B型肝炎ウイルスが該当します。B型肝炎ウイルスによる感染の確認に

はHBs抗原の測定を行います。

なお、検査に関して留意すべきことは、感染症検査が陽性であっても、必ずしも採血器具を再使用した

ことが原因であるといえない可能性もあります。

器具の適切な消毒方法

下記のような消毒が行われていれば、感染のリスクはゼロに近いと考えられますが、リスクをゼロにす

るには、穿刺器具の個人使用に限り、複数人に使用しないことが必要です。

一般的な消毒法として、血液媒介感染するウイルス（HBVなど）を対象とした消毒は、アルコール綿

（消毒用エタノール、70％イソプロパノール）による清拭消毒（十分にアルコールを含んでいることが大

切で、接触時間が重要な要素となります）します。または、有効塩素濃度500ppm（0.05％）次亜塩素酸

ナトリウムに10分間（20℃）浸漬消毒します（文献 4）。

参考文献

（ 1）CDC（Centers for Disease Control and Prevention）, MMWR（Morbidity and Mortality Weekly

Report）, March 14, 1997/Vol.46/No.10

（ 2 ）MHRA (Medicine and Healthcare products Regulatory Agency）, MDA（Medical Device Alert）,

MDA/2005/063

（ 3 ）Bond WW, Favero MS, Petersen NJ, Gravelle CR, Ebert JW, Maynard JE. Survival of hepatitis B

virus after drying and storage for one week [Letter]. Lancet 1981; 1: 550-1.

（ 4 ）Bond WW, Favero MS, Petersen NJ, Ebert JW. Inactivation of hepatitis B virus by intermediate-

to-high-level disinfectant chemicals. J Clin Microbiol 1983; 18: 535-538.

真空採血管ホルダーの取り扱いについて

真空採血管ホルダーが医療機器となった平成17年 4 月以降、市場に流通しているホルダーはすべて単回

使用（使い捨て）のものになっています。
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真空採血管ホルダーを複数人に使用した場合の検査の必要性

真空採血管ホルダーによる感染は過去に報告がなく、平成16年 2 月に日本環境感染学会、日本感染症学

会、国立大学病院検査部会議、日本臨床衛生検査技師会、国立大学病院感染対策協議会の合同による「真

空採血管を用いた採血業務に関する安全指針（Ver 2.05）」で示されている適切な採血方法を実施してい

た場合には、ホルダーの汚染を介した感染のリスクは極めて低いと考えられるため、検査は不要と考えま

す。

ディスポーザブル真空採血管ホルダーの入手が困難な場合

現在、採血ホルダーの入手が困難になっているため、その対策に苦慮している施設が多いと思います。

針刺し損傷を防止する観点から、ディスポシリンジでの採血は避け、ホルダーの入手が可能となるまでの

期間は、ホルダーを適正に消毒した上で再使用して、上記「真空採血管を用いた採血業務に関する安全管

理指針（Ver 2.05）」で示された正しい採血方法を実施して下さい。

真空採血管を用いた採血業務に関する安全管理指針について

最近の真空採血管の使用方法を誤ると採血された血液の逆流により、血液感染を引き起こす可能性のあ

ることが指摘されていることは、ご存知の通りであります。

厚労省担当課が国立大学付属病院院内感染対策協議会にその対策を検討するよう投げかけ、本学会も協

力し以下のような安全管理指針を作り、厚労省に提出することになりましたのでお知らせ致します。

平成16年 2 月

社団法人日本感染症学会理事長　木村　哲

真空採血管を用いた採血業務に関する安全管理指針（Ver 2.05）

平成15年10月に行われた、第50回日本臨床検査医学会総会で藤田保健衛生大学短期大学衛生技術科勝田

逸郎氏が真空採血管を用いた従来の採血手技では採血管から血液が逆流し、被採血者の感染リスクが高ま

るとの報告がありました。この報告を受けて厚生労働省は同年11月17日に「真空管採血の使用上の注意等

の自主点検等について」（医食安発117001号）を厚生労働省通知として各都道府県を経由して通知しまし

た。この通知では真空採血管を用いた従来の採血手技を改善して、採血管からの血液の逆流による被採血

者の感染リスクを低下させることと、血液で汚染したホルダーを介した交差感染を防止することが目的と

されています。しかし、医療現場ではこの通知には従来の採血手技と異なる内容が含まれているため、医

療機関によっては少なからず混乱が起こりました。そのため、現場の意向を反映し、なおかつ被採血者お

よび医療従事者の安全確保を優先課題とした、標準化された採血手技を提示して欲しいという要望が起こ

りました。そこで院内感染に関連する学会をはじめとする関連団体と採血業務を実際に行っている関連団

体と調整した結果、以下のような「真空採血管を用いた採血業務に関する安全管理指針」を作成いたしま

した。本指針は従来の採血業務に新たな労働負荷がかかることになりますが、被採血者と採血業務に携わ

る医療従事者の安全確保を第一として作成されました。各医療機関では本指針を参考として、より安全な

採血業務を遂行して頂けますようお願いします。
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Ⅰ　真空採血管を用いた採血業務の感染リスクの要因分析と対策

真空採血管（以下採血管）を用いた採血業務に伴う感染リスクには大きく分けて、採血管からの逆流に

よる感染リスクとホルダーの血液汚染による感染リスクおよび針刺しによる感染リスクなどがある。採血

管からの逆流には、逆流圧の発生に加えて穿刺針と採血管内の血液面の位置関係の 2つが関与している。

1．真空採血管からの逆流

1 ）逆流圧の発生

真空採血管は、予め採血管内を減圧しておき血液を採取する医療用具であるが、採血管に血液が流入

している状態で、駆血帯を緩める等の行為を行うと、採血管内圧が血管内圧よりも高くなり、逆流圧が

発生することがある。逆流圧の発生には、駆血帯を緩めるタイミングの他に、採血管の温度変化や採血

管の圧迫等が原因となる。

2）逆流が起きる場合の穿刺針と採血管の血液面の位置関係

逆流圧が生じた場合でも、採血管内の穿刺針が採血した血液に接触していなければ、採血した血液の

逆流は起きない。このために、NCCLSでは被採血者のアームダウン（腕を下げる）手法が標準化され

ている。

（厳密な意味では、採血した血液が発泡した場合には泡の膜を引き込む可能性があるため逆流がゼロ

になるわけではない。）

3）逆流した場合、以下の物質が体内に流入するリスクがある。

1．真空採血管内に充填されている薬剤（プレーン管以外の場合）

2．真空採血管内の細菌等夾雑物（滅菌されていない場合）

3．採血管外壁（ゴムキャップ部分）や穿刺針のゴムチップに付着した常在菌

4．前被採血者の血液：ホルダーが患者ごとに交換されていない場合、前の被採血者の血液で汚染さ

れたホルダーに新しい穿刺針が触れた場合（採血管を抜いた後、採血管側の採血針を覆うゴムチ

ップは穴があいているため、その穴から血液が遺漏することがある。また、ゴムチップ外壁に血

液が付着することがあり、この血液が穿刺針を廃棄する際にホルダーの針穴に移行し、新しい穿

刺針をホルダーに装着時に穿刺針を汚染することがある。）

⇒逆流防止策：

1．逆流圧発生を防ぐ→採血中に駆血帯を緩める等の行為をしない

2．逆流を不能とする→採血管内の穿刺針と採血した血液の接触を防ぐ

3．汚染源をなくす

・採血管内に充填された薬剤→採血管の無菌化

・真空採血管内の夾雑物→採血管の滅菌化

・採血管外壁（ゴムキャップ部分）や穿刺針のゴムチップに付着した常在菌→使用前のアルコール

消毒、またはアルミシール化する

・ホルダーに付着した前被採血者の血液→ホルダーの患者ごとの交換

2．ホルダーの汚染を介した感染のリスク

採血管をホルダーに押し込むことにより、穿刺針を覆うゴムチップに穴があき、そこから血液が遺漏す

ることによりホルダーが血液で汚染される。患者毎にホルダーを交換することで、患者間の交差感染やク
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ロスコンタミネーションは防止できるが、ホルダー内に付着した血液は、採血管の外壁を汚染することと

なり、そのまま採血室を出ていくと、第三者を感染症のリスクに晒すおそれがある。また、採血管を操作

する採血者の手袋に血液が付着すると、その後の採血操作における感染症のリスクを上げる。このリスク

は採血時の静脈圧が高くなるほど大きくなり、穿刺針を覆うゴムチップが完全に血液を封じ込めることが

できない限り完全には払拭できない。

⇒ホルダー汚染対策：

ホルダーが血液で汚染された場合には、採血管への血液付着が無いか確認する。また、採血管が血液で

汚染された場合には、アルコールにて消毒する等の配慮を行うとともに、手袋への血液付着についても別

途配慮し、手洗い、アルコール消毒等の措置を講ずる。

3．針刺しのリスク

真空採血管での採血では通常の注射器での採血より、針を誤刺することは少ないが、被採血者から抜針

した後、廃棄するまでの作業中に採血針または穿刺針で誤刺することがある。針の着脱を慎重に行う。ま

た、注射器で採血した後，真空採血管のゴム栓を穿刺し、分注する際も誤刺し易いので、このような使用

法は避けるべきである。針とゴム栓をはずして分注する。

Ⅱ　真空採血管を用いた採血業務の安全指針

1．最終ゴール

1 ）真空採血管は全て滅菌とする。

2）真空採血管のゴムキャップに滅菌シールを貼るなど、穿刺部の滅菌化をはかる。

3）ホルダーは汚染がなくても患者ごとに取りかえる。

4）ホルダーは汚染に関係なく、洗浄・消毒（次亜塩素酸ナトリウム）後リサイクルする。

5）血液もれの少ないゴム被覆型穿刺針を使用する。

6）誤刺防止装置付採血針とする。

7）採血手順は以下の場合と同じとする。

2．当面の指針

真空採血管を使用した採血手順を以下のように行う。

採血に際してはゴム手袋を着用する。

事前に採血管の穿刺部を消毒する。

1）採血用ホルダーに採血針を取り付ける。

2）駆血帯を装着し、採血部位を確認して消毒を行う。

3）消毒液の乾燥後、採血針を血管に刺入し、ホルダーを固定する。

4）穿刺部を消毒した後、室内温度になった採血管をホルダー内へ押し込み、血液の流入を確認する。

5）必要量の血液を採取した後に、採血管をホルダーから抜く。

6）次の採血管（ゴムキャップ部の消毒済）に血液を採取する。

7）採血中は、採血管内の穿刺針が採血した血液に接触しないようにする。

8）（最後の）採血管をホルダーから抜く。
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9 ）採血管を抜いた後に駆血帯をはずす。

10）消毒綿または乾綿を穿刺部位に軽くあてた状態で針を抜く。

11）消毒綿または乾綿を圧迫して止血する。

12）患者毎にホルダーを交換することを原則とする。リサイクルする場合は洗浄・消毒（次亜塩素酸ナ

トリウム）後に使用する。

13）ホルダーが血液で汚染された場合、採血ホルダーへの血液汚染及び手袋への血液の付着に配慮し、

採血ホルダーや手袋の交換を行い、必要に応じて手洗いやアルコール消毒を行う。

（注意事項）

1．仰臥位での採血以外は可能な限り被採血者のアームダウンを維持して、穿刺針が採血した血液に接触

しないように配慮する。また、仰臥位での採血には翼状針を用いた採血法も考慮する。

2．シリンジ採血による分注では針刺し事故のリスクが高まることを考慮する。

3．用語の定義

用　　語 定　　　　　義

採血針 採血の際に皮膚を通して静脈を穿刺する針

穿刺針 ホルダー内で採血管を穿刺する針

ゴムチップ 穿刺針の外壁を被覆し、採血針からの血液の遺漏を防ぐゴムカバー

ゴムキャップ 採血管を陰圧に封入するためのゴム栓

訃　　　報

竹田　明先生には、去る 7月15日逝去され

ました。

謹んでお悔やみ申し上げますと共に、心よ

りご冥福をお祈り致します。

〔略歴〕

昭和32年 3 月　日本医科大学卒業

40年 9 月　開業

平成20年 3 月　自宅会員

故 竹　田　　　明　先生

米子市昭和町（昭和 7年 8月 9日生）
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「健康づくり応援施設」の募集について（依頼）

〈20．7．1 第200800048838号　　鳥取県福祉保健部長〉

本県では、平成13年度に策定した健康とっとり計画に基づき、禁煙・分煙施設認定事業及び外食栄養成

分表示推進事業による環境整備を実施し、禁煙及び食生活における県民の健康づくり支援を行っており、

貴会及びその関係施設においても御協力いただいているところです。

平成20年 4 月に、この計画を見直し「健康づくり文化創造プラン」と名称を改め、今年度から、運動、

食事、心と体（禁煙等）の 3分野を柱とした「健康づくり文化」の創造に取り組むこととしており、従来

の禁煙及び食生活における支援事業を広げ、 3分野における健康づくりを総合的に推進するため、鳥取県

健康づくり応援施設支援事業を実施することとしました。

ついては、鳥取県健康づくり応援施設支援事業実施要綱を制定しましたので、その内容について御承知

くださるとともに、より多くの施設に御協力いただけるよう貴会関係施設へ周知してくださるようお願い

します。

なお、禁煙・分煙施設及び外食栄養成分表示店として既に御協力いただいている施設等につきましては、

そのまま本事業実施要綱に定める「健康づくり応援施設」としてみなしますので、引き続き健康づくりの

取組に御協力くださるようお願いします。

また、各施設等へは、健康づくり応援施設認定証の送付と併せて別途 9月頃に通知する予定です。

担当　健康政策課健康づくり文化創造担当　下田

電話　0857－26－7861

鳥取県健康づくり応援施設支援事業実施要綱

1 目的

この事業は、運動・食事・禁煙について、県民の健康づくりを支援する施設又は店舗を「健康づくり応

援施設」として認定し、その取組の情報発信を通して県民の関心を喚起することにより、県民にとって最

も身近である地域において健康づくりに取り組みやすい環境を整えようとするものである。

2 定義

この要綱において「健康づくり応援施設」とは、運動・食事・禁煙の各分野において、別表に定める認

定基準を満たすものとして、県が認定する施設又は店舗（以下「施設等」という。）のことをいう。

3 役割

健康づくり応援施設は、健康づくりに関する今までの取組を継続するとともに、県が健康づくりに関す

る情報発信を依頼した場合に協力するものとする。

県よりの通知
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4 認定等

（ 1）申請手続

健康づくり応援施設としての認定を希望する施設等は、認定を受けようとする施設等の所在地を管轄

する総合事務所長（以下「総合事務所長」という。）に対し、認定申請書により申請するものとする。

（ 2）取組確認

総合事務所長は、（ 1 ）の申請書に記載のある取組内容が認定基準を満たしているかどうかについて

確認を行うものとする。この場合の確認方法は、申請書及び添付書類等による審査又は現地調査による

ものとする。

（ 3）認定証の交付

総合事務所長は、（ 1 ）の申請書を受理した日から起算して原則45日以内に当該確認の結果を通知す

るとともに、別表に定める認定基準を満たしている場合には、健康づくり応援施設として認定し、認定

証を交付するものとする。

（ 4）報告

総合事務所長は、認定証の交付後、速やかに認定申請書及び該当事項記載表の写しを添付し、健康政

策課長に報告するものとする。

（ 5）情報発信

健康政策課長は、（ 4 ）の提出があった場合は、健康づくり応援施設の概要及びその取組内容を適宜

ホームページ等で公表するものとする。

（ 6）表示

健康づくり応援施設は、その施設の健康づくりに関する取組が分かるよう店内に何らかの形で表示す

るものとする。

5 認定事項の変更等

（ 1）変更届出

健康づくり応援施設は、認定事項に変更があった場合は、変更届出書により総合事務所長に届け出る

ものとする。

（ 2）取組確認

変更届出書に記載のある取組内容の確認については、 4（ 2）の規定を準用するものとする。

（ 3）受理通知

取組内容の変更の確認を行った総合事務所長は、受理通知を発出するものとする。

（ 4）認定の取消し

総合事務所長は、健康づくり応援施設が別表に定める認定基準を満たさなくなった場合には、認定を

取り消すものとする。この場合において、健康づくり応援施設は、認定証を総合事務所長に返還しなけ

ればならない。

（ 5）変更等の報告

総合事務所長は、（ 2 ）の取組内容の変更の確認を行った場合にあっては速やかに認定事項変更届出

書の写しを添付し、（ 4 ）の認定の取消しを行った場合にあってはその旨を、健康政策課長に報告する

ものとする。
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6 支援等

（ 1）支援

総合事務所長は、認定後も引き続き健康づくり応援施設に対し、適宜、支援を行うものとする。

（ 2）情報発信等

健康政策課長及び総合事務所長は、運動、食事及び禁煙を含む総合的な健康づくりを普及・啓発する

ため、この健康づくり応援施設の取組について、適宜、研修会等の開催や情報発信を行うものとする。

7 目的

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉保健部長が別に定める。

附　則

（施行時期）

1 この要綱は、平成20年 7 月 1 日から施行する。

（鳥取県禁煙・分煙施設認定制度実施要綱等の廃止）

2 次の要綱及び要領は、廃止する。

（ 1）鳥取県禁煙・分煙施設認定制度実施要綱（平成16年 3 月23日付健第2482号鳥取県福祉保健部長通知）

（ 2 ）外食栄養成分表示推進事業実施要領（平成16年 6 月25日付第549号鳥取県福祉保健部健康対策課長

通知）

（経過措置）

3 この要綱の施行の日前に前項の規定により廃止される鳥取県禁煙・分煙施設認定制度実施要綱施設に

基づいて認定された施設及び外食栄養成分表示推進事業実施要領に基づいて栄養成分表示の店として認

められた店舗については、 4（ 3）の健康づくり応援施設としての認定を受けたものとみなす。

別表（ 4（ 3）関係）

健康づくり応援施設認定基準

次の各表ごとに掲げる審査項目について、その状況を審査項目に対する該当事項記載表（様式 4）に基

づいて確認し、各表ごとにそれぞれに定める要件を満たした者を認定する。

なお、各審査項目の解釈は、審査項目に対する該当事項記載表（様式 4）による。

1 運動

対　　象 体育館、スポーツジム、スポーツ用品店、自転車販売店、靴販売店、ホームセンター等

審査項目

（ 1）又は（ 2）のいずれかの項目及び（ 3）の項目を満たすこと。
（ 1）運動実践のための支援

次のいずれかの項目を満たすこと。
①個人の体力・能力に応じたスポーツ・運動の指導を行っている。
②正しいウォーキングの方法についての指導を行っている。

（ 2）その他
その他健康政策課長が認定することが適当であると認める活動を行っていること。

（ 3）情報発信
県が健康づくりに関するパンフレットを店内へ備え付けること等の情報発信の依頼をした場合

に、協力する意思があること。



2 食事

3 禁煙

「健康づくり応援団員」の募集について（依頼）

〈20．7．1 第200800049468号　　鳥取県福祉保健部長〉

このたび、地域で取り組まれている運動、食事、心と体（禁煙等）の 3分野における自主的な健康づく

り普及活動を情報発信することにより、県民が健康づくりに取り組みやすい環境を整え、健康づくりを文

化として県民の日常生活に根付かせるため、新たに、鳥取県健康づくり応援団支援事業を実施することと

しました。

ついては、鳥取県健康づくり応援団支援事業実施要綱を制定しましたので、その内容について御承知く

ださるとともに、より多くの団体及び個人に御協力いただけるよう貴会関係団体・個人へ広く御周知くだ

さるようお願いします。

担当　健康政策課健康づくり文化創造担当　下田

電話　0857－26－7861

鳥取県健康づくり応援団支援事業実施要綱

1 目的

この事業は、地域において、運動・食事・禁煙の各分野ごとに健康づくりの普及活動を自主的に行って

いる団体又は個人（以下「団体等」という。）を「健康づくり応援団員」として認定し、その取組の情報

発信等を通して県民の関心を喚起することにより、県民が自らの健康づくりに取り組みやすい環境を整え
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対　　象 飲食店、惣菜料理店、旅館、ホテル、事業所食堂等

審査項目

（ 1）から（ 3）までのいずれかの項目及び（ 4）の項目を満たすこと。
（ 1）ヘルシーメニューの提供

次のいずれかの項目を満たすこと。
①野菜たっぷりメニューを提供している。
②控えめメニューを提供している。
③ナイスバランス！メニューを提供している。
④気配りサービスを提供している。

（ 2）メニューの栄養成分表示
メニューの栄養成分の表示を行っている。

（ 3）その他
その他健康政策課長が認定することが適当であると認める活動を行っていること。

（ 4）情報発信
県が健康づくりに関するパンフレットを店内へ備え付けること等の情報発信の依頼をした場合

に、協力する意思があること。

対　　象 百貨店、商店、娯楽施設、集会場、飲食店、喫茶店その他不特定多数の者が利用する施設

審査項目

（ 1）又は（ 2）のいずれかの項目及び（ 3）の項目を満たすこと。
（ 1）禁煙施設であること。
（ 2）分煙施設であること。
（ 3）情報発信

県が健康づくりに関するパンフレットを店内に備え付けること等の情報発信の依頼をした場合
に、協力する意思があること。
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ようとするものである。

2 定義

この要綱において「健康づくり応援団員」とは、運動・食事・禁煙の各分野において、別表に定める認

定基準を満たすものとして、県が認定する団体等のことをいう。

3 役割

健康づくり応援団員は、健康づくりに関する今までの取組を継続するとともに、他の団体等と連携を図

り、地域において健康づくり活動を普及させるものとする。

4 認定等

（ 1）申請手続

健康づくり応援団員としての認定を希望する団体の代表者又は個人（以下「団体の代表者等」という。）

は、認定を受けようとする団体の所在地又は個人の住所を管轄する総合事務所長（以下「総合事務所長」

という。）に対し、認定申請書により申請するものとする。

（ 2）取組確認

総合事務所長は、（ 1 ）の申請書に記載のある取組内容が認定基準を満たしているかどうかについて

確認を行うものとする。この場合の確認方法は、申請書及び添付書類等による審査によるものとする。

（ 3）認定証の交付

総合事務所長は、（ 1 ）の申請書を受理した日から起算して原則 1 月以内に当該確認の結果を通知す

るとともに、別表に定める認定基準を満たしている場合には、健康づくり応援団員として認定し、認定

証を交付するものとする。

（ 4）報告

総合事務所長は、認定証の交付後、速やかに認定申請書及び該当事項記載表の写しを添付し、健康政

策課長に報告するものとする。

（ 5）情報発信

健康政策課長は、（ 4 ）の報告があった場合は、健康づくり応援団員の概要及びその取組内容を適宜

ホームページ等で公表するものとする。

5 認定事項の変更等

（ 1）変更届出

健康づくり応援団員は、認定事項に変更があった場合は、変更届出書により総合事務所長に届け出る

ものとする。

（ 2）取組確認

変更届出書に記載のある取組内容の確認については、 4（ 2）の規定を準用するものとする。

（ 3）受理通知

取組内容の変更の確認を行った総合事務所長は、受理通知を発出するものとする。

（ 4）認定の取消し

総合事務所長は、健康づくり応援団員が別表に定める認定基準を満たさなくなった場合には、認定を



取り消すものとする。この場合において、健康づくり応援団員は、認定証を総合事務所長に返還しなけ

ればならない。

（ 5）変更等の報告

総合事務所長は、（ 2 ）の取組内容の変更の確認を行った場合にあっては速やかに認定事項変更届出

書の写しを添付し、（ 4 ）の認定の取消しを行った場合にあってはその旨を、健康政策課長に報告する

ものとする。

6 支援等

（ 1）支援

総合事務所長は、認定後も引き続き健康づくり応援団員に対し、適宜、支援を行うものとする。

（ 2）応援団との協働

健康政策課長及び総合事務所長は、健康づくり応援団員の取組について情報発信するとともに、健康

づくりについて意見を聴く等健康づくり応援団員と協働して健康づくりを推進していくものとする。

7 目的

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉保健部長が別に定める。

附　則

この要綱は、平成20年 7 月 1 日から施行する。

別表（ 4（ 3）関係）

健康づくり応援団員認定基準

次の各表ごとに掲げる審査項目について、その状況を審査項目に対する該当事項記載表（様式 4）に基

づいて確認し、各表ごとにすべての項目を満たした者を認定する。

なお、各審査項目の解釈は、審査項目に対する該当事項記載表（様式 4）による。

1 運動
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対　　象 運動の普及活動を行っている団体及び個人

審査項目

（ 1）普及活動
地域での行事等において運動の普及活動を行っている。

（ 2）資格要件
個人の場合にあっては本人が、団体の場合にあっては構成員のうち 1名以上が、公的機関によ

る資格を有する者であること。
（ 3）情報発信

県が健康づくりに関する情報発信の依頼をした場合に、協力する意思があること。
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2 食事

3 禁煙

4 共通

対　　象 食生活支援活動を行っている団体及び個人

審査項目

（ 1）普及活動
地域での行事等において食生活支援活動を行っている。

（ 2）資格要件
個人の場合にあっては本人が、団体の場合にあっては構成員のうち 1名以上が、公的機関によ

る資格を有する者であること。
（ 3）情報発信

県が健康づくりに関する情報発信の依頼をした場合に、協力する意思があること。

対　　象 受動喫煙防止、禁煙等の普及活動を行っている団体及び個人

審査項目

（ 1）普及活動
地域での行事等において受動喫煙防止等の普及活動を行っている。

（ 2）資格要件
個人の場合にあっては本人が、団体の場合にあっては構成員のうち 1名以上が、公的機関によ

る資格を有する者であること。
（ 3）情報発信

県が健康づくりに関する情報発信の依頼をした場合に、協力する意思があること。

審査項目
・認定に係る活動が宗教、政治、営利活動を伴わないこと。
・最近 1年以内に定期的な活動を行っていること。
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〈20．5．21 日医発第202号（地Ⅱ25）日本医師会長　唐澤 人〉

今般、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」につきまして、文部科学

省スポーツ・青少年局長より日本医師会を通じ会員各位への周知方依頼がありました。

日本学校保健会より出された「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」については、

既に手にされた先生方もあるかと存じますが、本会では去る 6月26日、鳥取県教育委員会と

本会担当役員とで打ち合わせ会をもち、これの取り扱いについて協議いたしました。

学校現場にて、アレルギー罹患児が増加しているという前提のもと、アレルギー疾患があ

る子どもたちに対して、医師の指示に基づき、学校現場で必要な教育上の配慮ができるよう

な仕組みが必要であることにより、このような「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」

が作成されたものです。

学校との意思疎通が必要な児童生徒につきましては、この「学校生活管理指導表」も利用

することにより、子どもの心身の健康を守る一助にしたいと思います。

つきましては、今後「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の記入について保護者

より依頼がありましたら、下記によりお取り扱い下さるようお願い申し上げます。

記

1．「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の配布方法

・対象は、文科省が管轄する学校で、小学校～大学までの児童・生徒・学生全員

・その中で、対象になる児童・生徒・学生については、学校より「主治医用」（別掲）と

「保護者用」の 2 種類の「活用のしおり」を「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」

と一緒に保護者へ配布し、保護者が主治医へ記載を依頼する。

ただし、学校の説明を聞き、保護者が「管理指導表」の提出を必要ないと判断されたり、

希望されない場合は配布しない。

・「管理指導表」を配布する際には、医療機関にて文書料が必要になるかも知れない旨が事

前に学校側より保護者に説明されます。

2．指導表が必要な児童・生徒・学生について（対象）

・命に関わる重篤なアレルギー（アナフィラキシー等）を持っている児童・生徒・学生

お知らせ

「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」
並びに「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の

取り扱いについて
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・学校で特別な配慮を必要とすると保護者が希望した児童・生徒・学生

・学校職員並びに学校医が必要と認めた児童・生徒・学生

3．文書料について

「管理指導表」は記入の後、署名・捺印が必要です。このため、文書料を徴収される場合

があろうかと存じますが、本会で金額を取り決めることはできません。ただ、打ち合わせ会

の席では、「2,000円位が目安ではないか」といった意見もありましたことを付記いたします。

4．学校での「取り組みプラン」作成や「報告会」について

学校等により対応の差異がありますが、この「管理指導表」が提出された児童・生徒等に

対しましては、学校現場で「取り組みプラン」の作成や、校内での「報告会」等を実施され

る学校があります。学校医の先生におかれましては、この「取り組みプラン」作成等にも積

極的に関わって頂き、かかりつけ医～学校医の指示のもと、アレルギー疾患の子どもたちが

安全で安心できる学校生活が送れるようご協力下さい。

5．アドレナリン自己注射薬（商品名「エピペン」）の取り扱いについて

アレルギー疾患の子どもたちの中には「エピペン」を備え、使用する必要がある児童・生

徒がおります。本人または保護者が自ら注射をする目的で作られたもので、教職員が注射を

することは医師法違反となります。

しかし、アナフィラキシーの進行は急速であり、本人等が自己注射できないことも想定さ

れます。かかる緊急時において、自己注射できない児童・生徒および保護者に代わって教職

員が注射することは、人命救助の観点からやむをえず行った行為であり可罰的行為にあたら

ないとの解釈もできます（「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインp67より

抜粋・注釈」）。

かかる児童・生徒がいる場合、前もって保護者と事前に緊急時やむをえない場合も想定し

て、注射をうつ人の順序等も含め協議し、文書での取り決めをしておくよう学校現場に薦め

ております。

県教委も、「糖尿病の児童生徒に対する学校管理下における対応指針」と同様、各学校で

緊急時対応マニュアルの作成、学校体制の整備等を行うことを前提とするよう指導の予定で

す。

6．「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」について

財団法人日本学校保健会発行（監修；文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課）の

ガイドラインについて、次のように取り扱います。

1）会費を納入されている本会学校医部会員には別途配布致しました。（無料）
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2 ）その他の会員（希望される先生）はお手数ですが、各自で日本学校保健会へご注文下

さるようお願いいたします。住所、電話番号等は次のとおりですが、注文は郵送・

FAX・インターネットでの受付で、電話での注文は受け付けておりません。

住所：〒105－0001 東京都港区虎ノ門2－3－17 虎ノ門 2丁目タワー 6階

TEL：03（3501）3785・（直通 3501－2000）

FAX：03（3592）3898 http://www.hokenkai.or.jp/

なお、「ガイドライン」は次によりネット上で全文閲覧することができます。

http://www.gakkohoken.jp/book/

7．その他

1 ）本件については、鳥取県教育委員会体育保健課長より、各市町村（学校組合）教育委

員会教育長・各国立・私立学校長・各県立学校長へ「『学校のアレルギー疾患に対す

る取り組みガイドライン』について」として通知されますので、念のため申し添えま

す。

2）ご質問がある場合は、鳥取県医師会事務局までお問い合わせ下さい。
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昨今、産業界においては、過労死などの労働者の過重労働による健康障害や職場でのスト

レスに起因する精神障害が多発し、大きな関心を集めています。

過重労働・メンタルヘルス対策を強化するため、医師による面接指導の実施を事業者に義

務づけるなどを内容とする改正労働安全衛生法が平成18年 4 月 1 日から施行され、また平成

20年 4 月からは、経過措置により適用を猶予されております労働者数50人未満の規模の事業

場にも適用されております。労働者の過重労働による健康障害防止対策及びメンタルヘルス

対策の的確な推進を図る上で、産業医等の医師の方々にこれらの課題について十分な理解を

いただくことが極めて重要となっております。

このため、財団法人産業医学振興財団では、厚生労働省から委託を受け労働者過重労働・

メンタルヘルス対策に関する研修として、産業医等の医師を対象とする、「過重労働・メン

タルヘルス対策に関する研修会」を昨年に引き続き開催することといたしましたので、関係

の医師の皆様に是非ご参加いただきたくご案内申し上げます。

平成20年度厚生労働省委託事業
「過重労働・メンタルヘルス対策に関する研修会」のご案内
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主　　　　催 鳥取県医師会・産業医学振興財団

対　　　　象 医師

定　　　　員 50名

参 加 費 無料

なお、この研修会は日本医師会認定産業医制度における指定研修会です

（基礎研修（後期研修3.5単位）・生涯研修（更新研修3.5単位））。

開催日・会場 鳥取県会場　平成20年 9 月14日（日）

鳥取県西部医師会館　 3階　講堂

研修時間・内容 13：20～13：30 開講挨拶

13：30～14：30 過重労働対策の進め方

14：30～14：40 休憩

14：40～15：40 面接指導の手法

15：40～15：50 休憩

15：50～17：20 メンタルヘルス対策の進め方

申込方法

◎インターネット（http://www.zsisz.or.jp）又はFAXでお申し込みください。

◎受講予定者には、開催日の約 7 日前までに別途「受講票」（会場施設の地図を同封）をお

送りしますので、連絡先の住所、氏名（ふりがな）は正確にご記入ください。

申込期限

◎開催 7日前を申込期限として定員まで先着順に申込受理いたします。なお定員に達しない

場合は当日まで受付けますので財団事務局まで問い合わせてください。

その他

◎駐車場は、ご用意出来ませんのでご注意ください。

お申込み・お問合せ先

財団法人　産業医学振興財団　企画課

〒107－0052 東京都港区赤坂2－5－1 東邦ビル 3階

TEL 03－3584－5421 FAX 03－3584－5426



鳥取県医師会報 08．8 No.638

58

近年、自殺者数が 3万人を超える状況が続き、この中で労働者は 8～ 9千人に及んでおり

ます。特に、職場でのストレスなどによるうつ病等の精神障害やこれに起因する自殺の多発

が社会問題となっており、厚生労働省においては、積極的に職場におけるメンタルヘルス対

策を推進することとしております。

労働者の健康確保対策は基本的には事業者の責任で進められるものであり、適切な健康管

理の実施のため、労働安全衛生法により産業医制度が設けられております。しかし、メンタ

ルヘルスケアに関しては、事業場の産業医等の多くは精神科医等の医師ではないことから、

専門的対応は困難な面があり、診療や職場復帰等の場面で、精神科医等の先生方のご指導、

ご支援が必要となります。

このため、厚生労働省では職場と精神科医等の先生方との間で適切かつ円滑に連携できる

ように、関係者間のネットワークの構築を進めることとしており、産業医の先生方にメンタ

ルヘルスについてのご理解を深める研修会を開催するとともに、精神科医等の先生方を対象

として、事業場の状況、労働者の状況、労働衛生対策の実情等、産業保健についてご理解い

ただくための研修会を開催することとしたものです。

（財）産業医学振興財団では、上記の厚生労働省の施策に基づき昨年度に引き続き委託を

受け、関係団体のご支援をいただいて「精神科医等のための産業保健研修会」を開催いたし

ますので、ご案内申し上げます。

なお、メンタルヘルスの事例研究では、新たな事例を組み入れておりますので、是非ご参

加いただきますようご案内申し上げます。関係の医師の皆様に是非ご参加いただきたくご案

内申し上げます。

主　　　　催 鳥取県医師会　　　　　　　　　　（社）日本精神科病院協会

（社）日本精神神経科診療所協会　　（財）産業医学振興財団

対　　　　象 精神科、精神神経科及び心療内科の医師

定　　　　員 15名程度

参 加 費 無料

なお、この研修会は日本医師会認定産業医制度における指定研修会です

（基礎研修（後期研修 3単位）・生涯研修（専門研修 3単位））。

開催日・会場 鳥取県会場　平成20年 9 月14日（日）

鳥取県西部医師会館　 1階　会議室

平成20年度厚生労働省委託事業
「精神科医等のための産業保健研修会」のご案内
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研修時間・内容 16：00～16：10 開講挨拶

16：10～17：40 産業保健概論・過重労働・メンタルヘルス対策等

17：40～17：50 休憩

17：50～19：20 メンタルヘルス事例研究

申込方法

◎インターネット（http://www.zsisz.or.jp）又はFAXでお申し込みください。

◎受講予定者には、開催日の約 7 日前までに別途「受講票」（会場施設の地図を同封）をお

送りしますので、連絡先の住所、氏名（ふりがな）は正確にご記入ください。

申込期限

◎開催 7日前を申込期限として定員まで先着順に申込受理いたします。なお定員に達しない

場合は当日まで受付けますので財団事務局まで問い合わせてください。

その他

◎駐車場は、ご用意出来ませんのでご注意ください。

お申込み・お問合せ先

財団法人　産業医学振興財団　企画課

〒107－0052 東京都港区赤坂2－5－1 東邦ビル 3階

TEL 03－3584－5421 FAX 03－3584－5426
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第21回（平成20年度）健康スポーツ医学講習会開催要領

目　　的 国民の健康増進に対する要望が高まるにつれて、発育期の幼児、青少年、成人、

老人等に対する運動指導を含めて地域保健の中でのスポーツ指導、運動指導に

ついて、医師の果たす役割はきわめて大きい。地域社会において運動への関心

が高まってきていることや、特定健診後の保健指導における運動指導が重要で

あることから、運動を行う人に対して医学的診療のみならず、メディカルチェ

ック、運動処方を行い、さらに各種運動指導者等に指導助言を行い得る医師を

養成するために、日本医師会認定健康スポーツ医制度に基づき健康スポーツ医

学講習会を行う。
主　　催 日本医師会　　　　　　　　　後　　援 文部科学省、厚生労働省
開 催 日 ［前期］平成20年10月18日（土）・19日（日）

［後期］平成20年11月22日（土）・23日（日）
会　　場 日本医師会館大講堂：東京都文京区本駒込2－28－16 TEL 03－3946－2121（代）
受講資格 認定健康スポーツ医を希望する医師で都道府県医師会長の推薦する医師
受講人数 前期・後期　各430人　　　 受 講 料 前期・後期　各12,000円（税込）
申込方法 ①受講希望者は都道府県医師会から申込用紙を受け取り、必要事項を記入の上、

直接日本医師会地域医療第 2課（〒113－8621 東京都文京区本駒込2－28－

16 TEL 03－3942－6138（ダイヤルイン））宛送付して下さい。FAX、電

話、申込用紙のコピーでの受付はいたしませんのでご注意下さい。

②申込受付期間は前期・後期ともに、 8月11日～ 9月10日迄としますが、受付

は先着順に行い、定員になり次第締め切ります。

③締切り後、受講予定者に受講料払込用紙を送付しますので、 9月19日迄に指

定の払込用紙で受講料を払込んで下さい。ただし、受講票発送後にキャンセ

ル、欠席されても返金はいたしません。

④受講料の払込確認後、受講票を10月上旬までに送付しますので、講習会当日

必ず持参して下さい。
修 了 証 前期 2日間受講された方には前期修了証を、また後期 2日間受講された方には

後期修了証を後日交付いたします。なお、前期・後期ともに各 2日間を分割し

た部分受講（ 2日間のうち 1日、半日等）は認めておりませんので、必ず各 2

日間受講して下さい。
認定申請 前期と後期の修了証をお持ちの方は、日本医師会認定健康スポーツ医の申請が

できます。

次の医師は健康スポーツ医学講習会と同等以上の講習を受講修了しているとみ

なし、日本医師会の健康スポーツ医学講習会を受講しなくても、認定健康スポ

ーツ医の申請ができます。

認定申請の手続きについては、都道府県医師会にお問い合わせ下さい。

①日本整形外科学会認定スポーツ医（ただし、認定番号4001番以上の医師に

限ります）

②日本整形外科学会スポーツ医学研修会総論A修了者

③日本体育協会公認スポーツドクター

④日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会基礎科目修了者
託 児 所 講習会開催期間中、日本医師会館内に託児所を設置する予定です。ご利用を希

望される方は、申込用紙の記入欄にご記入下さい。詳細につきましては、別途

ご案内をお送りいたします。なお、定員（ 5名予定）となり次第締め切らせて

いただきます。
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10／18 09：30～09：50

09：50～10：50

10：50～11：50

12：40～14：10

14：10～15：40

15：50～17：20

10／19 09：30～11：00

11：00～12：00

12：50～13：50

13：50～14：50

15：00～16：00

16：00～17：00

11／22 09：30～11：00

11：00～12：00

12：50～13：50

13：50～14：50

15：00～16：00

16：00～17：00

11／23 09：30～10：30

10：30～11：30

12：20～13：50

14：00～15：30

日　　　　時 講　　　　　習　　　　　内　　　　　容
挨　　拶：唐澤　 人（日本医師会長）
来賓挨拶：渡海紀三朗（文部科学大臣）、舛添　要一（厚生労働大臣）

1．健康スポーツ医学概論
川久保　清（共立女子大学教授）

8．運動と年齢―内科系
小松　　裕（国立スポーツ科学センター副主任研究員）

【昼休み　11：50～12：40】
5 ．運動と栄養・食事・飲料

鈴木　正成（早稲田大学教授）
4．内分泌・代謝系の運動生理とトレーニング効果

佐藤　祐造（愛知学院大学教授）
【休憩　15：40～15：50】

3 ．呼吸・循環系の運動生理とトレーニング効果
藤本　繁夫（大阪市立大学大学院教授）

2．神経・筋の運動生理とトレーニング効果
馬詰　良樹（東京慈恵会医科大学教授）

7．運動と年齢―整形外科系
高岸　憲二（群馬大学教授）

【昼休み　12：00～12：50】
6 ．女性と運動

目崎　　登（帝京平成大学教授）
9．心と運動

内田　　直（早稲田大学教授）
【休憩　14：50～15：00】

10．運動のためのメディカルチェック―内科系
武者　春樹（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院副院長）

11．運動のためのメディカルチェック―整形外科系
増島　　篤（東芝病院部長）

12．運動と内科―スポーツによる生理的変化と病的変化
小堀　悦孝（藤沢市保健医療センター所長）

13．運動と内科―突然死、熱中症
川原　　貴（国立スポーツ科学センター主任研究員）

【昼休み　12：00～12：50】
14．運動と外傷―過労性スポーツ障害

鳥居　　俊（早稲田大学准教授）
15．運動と外傷―骨・関節の外傷

竹田　　毅（慶應義塾大学病院講師）
【休憩　14：50～15：00】

16．運動と外傷―軟部組織の外傷
原　　邦夫（社会保険京都病院部長）

17．運動と外傷―頭部の外傷
阿部　俊昭（東京慈恵会医科大学教授）

18．運動負荷テスト
庄野菜穂子（ライフスタイル医科学研究所所長）

19．運動処方
津下　一代（あいち健康の森健康科学総合センター副センター長）
【昼休み　11：30～12：20】

20．運動療法とリハビリテーション―内科系疾患
小笠原定雅（東京女子医科大学附属成人医学センター講師）

【休憩　13：50～14：00】
21．運動療法とリハビリテーション―運動器疾患

飛松　好子（国立身体障害者リハビリテーションセンター部長）
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第39回全国学校保健・学校医大会ご案内

標記の大会が下記により開催されますので、ご案内いたします。

日　時 平成20年11月 8 日（土）午前10時（受付 9時）～19時30分

会　場 朱鷺メッセ　新潟コンベンションセンター

新潟市中央区万代島6－1 TEL：025－246－8400

主　催 日本医師会　担当　新潟県医師会

参加者 日本医師会員及び学校保健に関係ある専門職の者

参加費 2 万円（昼食・懇親会費を含む） 同伴家族（懇親会費） 5千円

日　程 （http://www.niigata.med.or.jp/gakkoui/program.html）

分科会；「からだ・こころ（ 1）」「からだ・こころ（ 2）」「耳鼻咽喉科」「眼科」

シンポジウム

テーマ「よりよい子どもの健康環境をめざして」

シンポジスト

「学校医と取り組む学校保健活動」～新潟市立東中野山小学校の取り組み～

新潟市立亀田西小学校養護教諭　田中和子

「子どもの食生活状況と栄養教諭のかかわり」

小須戸学校給食センター栄養教諭　曽根有佳里

「産婦人科から見た思春期の心と身体」

新潟県村上地域振興局健康福祉部医監・村上保健所長　佐々木綾子

「新潟県における学校医の現状」（アンケート調査より）

新潟県医師会理事　石田　央

懇親会（終了19時30分）

※参加ご希望がありましたら、 8月末までに地区医師会または本会へご連絡ください。

※但し、宿泊予約・観光（同伴家族用）のご希望がある場合は、お早めにご連絡をいただい

た方がよろしいかと存じます。
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第2回鳥取県医師会産業医研修会開催要項

日本医師会認定産業医制度及び産業医学振興財団の委託による産業医研修会を下記のとお

り開催致します。研修単位は 1講演が 1単位です。取得できる単位の研修区分は下表のとお

りです。

認定産業医の方は認定医更新のための単位が取得できます。未認定産業医の方は認定医申

請のための単位が取得できます。

受講ご希望の方は、お早めにFAX等でお申し込みください。

【申込先】［郵便］680－8585 鳥取市戎町317 ［TEL］0857－27－5566

［FAX］0857－29－1578 ［E-mail］kenishikai@tottori.med.or.jp

記

1 期　日 平成20年 9 月28日（日）午前11時50分～午後 5時

2 場　所 まなびタウンとうはく　東伯郡琴浦町徳万266－5 TEL（0858－52－1111）

（当日の連絡先は携帯電話（090－5694－1845）へお願い致します。）

3 受講料 鳥取県医師会産業医部会員以外の先生は3,000円頂きます。

4 日　程 当日、産業医学研修手帳をご持参下さい。

※駐車場は台数に限りがありますので、ご了承お願い致します。

時　　間 演　題　・　講　師　職　氏　名 研修区分

【後期＆更新】

（ 1）総論

【実地】

（ 3）メンタルヘルス対策

【後期＆専門】

（ 4）健康保持増進

【後期＆専門】

（ 2）健康管理

【後期＆専門】

（ 2）健康管理

11：50～12：50

12：50～13：50

13：50～14：00

14：00～15：00

15：00～16：00

16：00～17：00

『労働安全衛生法について』

鳥取労働局労働基準部安全衛生課　高村亜紀子　課長

『勤労者のメンタルヘルス～うつ病の早期発見と援助』

鳥取県医師会常任理事　渡辺　憲先生

休　　　憩

『勤労者のメタボリックシンドローム対策について』

鳥大医学部附属病院内分泌代謝内科　馬場裕生　先生

『勤労者の腰痛に対する治療と予防について』

鳥大医学部附属病院整形外科講師　永島英樹　先生

『勤労者の感染症対策について』

鳥取県医師会常任理事　天野道麿　先生
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日本医師会認定産業医新規申請手続きについて

標記について、平成20年度第 2回申請受付期間は、 8月 5日～ 9月 5日までとなっていま

す。申請される先生は、本会より書類用紙を取り寄せ、事務手続きの都合上、 9月 1日まで

に下記によりお申込み下さい。

記

【資格】

・日本医師会認定産業医制度指定研修会基礎研修50単位（前期研修14単位、実地研修10単位、

後期研修26単位）を修得した者

※前期研修（14単位）については、下記の項目が必須となりますので、各項目に記載され

ている単位数の研修を必ず修得して下さい。

（ 1）総論　 2単位　（ 2）健康管理　 2単位　（ 3）メンタルヘルスケア概論　 1単位

（ 4）健康保持増進　 1単位　（ 5）作業環境管理　 2単位　（ 6）作業管理　 2単位

（ 7）有害業務管理　 2単位　（ 8）産業医活動の実際　 2単位

【提出物】

1 ）日本医師会認定産業医新規申請書

2）産業医学研修手帳（Ⅰ）

3）審査・登録料　 1万円

【問い合わせ先及び書類提出先】

その他、ご不明な点がありましたら、お問い合わせ下さい。

TEL（0857）27－5566 鳥取県医師会事務局（担当：岡本）
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標記医学会の一般講演演題を下記要領により募集致しますので、多数ご応募下さるようお

願い申し上げます。

記

期　日 平成20年10月13日（月・祝）

時　間 開始は午前 9時30分～終了時間は未定

場　所 鳥取県立倉吉未来中心「セミナールーム 3」

倉吉市駄経寺町212－5 電話（0858）23－5390（代表）

学会長 鳥取県中部医師会立三朝温泉病院　院長　森尾泰夫先生

共　催 鳥取県中部医師会立三朝温泉病院、中部医師会、鳥取県医師会

〔演題募集要領〕

1．口演時間

1 題 7 分（口演 5分・質疑 2分） 但し、演題数により変更する場合があります。

2．口演発表の方法

1 ）パソコン（Win. or Mac.） 2 ）スライド：35mm版（10枚以内）

なお、何れもスクリーンは 1面のみです。

※応募にあたっては、いずれかを明記してください。

3．口演抄録について

演題申込と同時に400字以内の内容抄録を提出して下さい。

1）抄録に略語を使用される場合は（以下，○○）として、括弧書きにより正式名称も記

載して下さい。

2）抄録作成にあたっては、日付・場所・診療科等の記載により、個人が特定されないよ

うご配慮下さい。

4．申込締切　　平成20年 9月 5日（金）※必着

5．申込先

1 ）郵送の場合：〒680－8585 鳥取市戎町317番地　鳥取県医師会宛

平成20年度
鳥取県医師会秋季医学会演題募集について
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封筒の表に「秋季医学会演題在中」として下さい。

2）E-mail igakkai@tottori.med.or.jp

※出来るだけE-mailでお送りいただけますと幸いです。

なお、受付後確認メールを出しますので、確認メールが届かない場合はお手数ですが

ご一報下さい。

6．演題多数の場合の対応

演題多数の場合は時間の関係上応募者全員にご発表頂くことが出来ない場合がありま

す。従って、今回ご発表頂けなかった演題は改めて演者の意思を確認した上、21年度春季

医学会（東部地区開催予定）では優先させて頂きます。

7．その他

1 ）口演者の氏名には「ふりがな」を付けて下さい。

2）演者の方へは改めてご連絡いたしますが、学会当日の口演ファイルは事前にお送りい

ただき、スライド送りは主催者側で行います。

3）学会の詳細については、後日ご連絡申し上げます。

4）本学会は「日本医師会生涯教育講座」（ 5単位）となります。
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1 目　的

全国では10年連続して 3 万人以上、県内でも毎年160人を超える方が自殺で亡くなっ

ています。

自殺は、「隠すべきこと、恥ずかしいこと」ではありません。自殺は様々な要因が複

雑に関係して心理的に追い込まれた末の死であり、社会的な取組等で防ぐことが可能で

す。

こうした正しい知識を皆様に理解していただき、自殺予防や自死遺族対策に地域全体

で取り組む機運を盛り上げることを目的に、自殺予防週間にあわせて『自殺予防シンポ

ジウムINとっとり』を内閣府及び厚生労働省との共催により開催します。

2 日　時 平成20年 9 月 6 日（土）

午後 1時から午後 5時まで（開場　午後12時30分）

3 場　所 とりぎん文化会館（鳥取県立県民文化会館）第 1会議室

鳥取市尚徳町101－5 電話：0857－21－8700

4 内　容

テーマ「いのちを支える地域づくり」

開　会　13：00 挨拶（鳥取県福祉保健部長・内閣府自殺対策推進室次長）

第 1部　13：20

［講演　自殺率日本一の秋田での自殺防止の試み］

秋田市　笠松病院院長　稲村　茂　氏

第 2部　14：10

［講演　いのちはつながりの中で］

NPO法人国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター

創設者　西原由記子　氏

15：00 休憩

第 3部　15：10

［パネルディスカッション「いのちを支える地域づくり」］

〈コーディネーター〉

原田　　豊　　　　鳥取県立精神保健福祉センター所長

平成20年度
「自殺予防シンポジウム　INとっとり」開催要領
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〈パネリスト〉

稲村　　茂　氏　　秋田市　笠松病院院長

西原由記子　氏　　東京自殺防止センター創設者

渡辺　　憲　氏　　鳥取県自殺対策連絡協議会長・渡辺病院院長

浅井富美子　氏　　鳥取いのちの電話事務局長

竹中　啓子　氏　　倉吉市保健センター保健師

閉　会　17：00 挨拶（鳥取県福祉保健部次長）

5 対象者 どなたでも参加できます。

6 参加料 無料

7 問い合わせ先 鳥取県福祉保健部健康政策課健康づくり文化創造担当

電話：0857－26－7202 ファクシミリ：0857－26－8143

8 主　催 鳥取県　内閣府　厚生労働省

高次脳機能障害者支援関係職員研修会

日　　　時 平成20年 9 月27日（土）14：00～16：00

場　　　所 倉吉未来中心　 2階セミナールーム 3（倉吉市駄経寺町212－5）

研修の目的 高次脳機能障害に関係する機関の職員を対象として、基礎的な知識を得、支

援に係るネットワークを構築することを目的とする。

講　　　演 「高次脳機能障害者のリハビリテーション―連続したリハとその効果―」

岐阜医療科学大学保健科学部看護学科教授　阿部順子　先生

〔担　当〕

鳥取大学医学部附属病院脳神経外科医局内

高次脳機能障害専門外来　相談支援コーディネーター　門永

TEL : 0859－38－6767 FAX : 0859－38－6769
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〈岡本会長〉

がん登録届出精度としてのDCNは、鳥取県は

岸本委員長を初め、関係者皆様のご協力によりこ

こ近年は30％以下でありますが、がん診療連携拠

点病院の指定条件として、がん登録に協力するこ

とが義務付けられたこともあり、がん登録届出件

数が増加し、特に平成19年 4 月より鳥取大学医学

部附属病院においてもがんセンターが設置され、

がん登録体制が整備されたことにより、DCNは

10％を下回るものと思われ、非常にいい成績にな

りつつあります。

本委員会において、今後のがん検診のあり方、

がん登録の精度管理についてご協議願います。

〈岸本委員長〉

鳥取県のがん登録事業は永年の歴史があります

が、国においても「健康増進法」、「がん対策基本

法」等で基本データとしてのがん登録の精度をき

ちんとすることによって、 1 次予防、 2 次予防、

3 次予防の評価が出来るということで、がん登録

の重要性が国会においても認められています。ま

た、がん診療連携拠点病院の設置も追い風になり、

非常に精度が高くなっております。鳥取県の登録

データは登録精度が高いことが認められ、全国集

計にも使われております。鳥取県民のためになっ

ていますし、国民のためにも基礎データを提供す

る一端を担っていることにより、鳥取県がん登録

事業は非常に重要であると感じております。

本日は、がん登録精度をより高めるために、忌

憚のないご意見をお願い致します。

平成19年度がん登録事業報告：岡本幹三委員

1）鳥取県における平成16年がん罹患・受療状況

標準集計結果

a）罹患集計

（ 1）がんの全部位では罹患総数3,756件（男2,180、

女1,576）で、部位別に男では胃＞肺＞結

腸＞前立腺＞肝臓の順で、女では乳房＞胃＞

結腸＞肺の順で男女とも全国と一致した。

年次推移では、男女とも全部位、男では肺、

前立腺、女では乳房、子宮、肺において罹患

数の増加傾向が観察された。

健 対 協

がん登録精度飛躍的向上
平成20年度がん登録対策専門委員会

■ 日　時　　平成20年 7月24日（木） 午後 1時40分～午後 3時

■ 場　所　　鳥取県健康会館　鳥取市戎町

■ 出席者　　21人

岡本健対協会長、岸本委員長

宮　・吉中・明穂・岩垣・古城・大津・福島・南崎・藤井・

武田・前田・国政・石長・紀川・岡本幹三各委員

県健康政策課：中川課長補佐、澤田副主幹、下田副主幹

健対協事務局：谷口事務局長

（25人）

挨拶（要旨）

報　告



（ 2）粗罹患率

人口10万対615.9（男747.6、女495.2）であった。

（ 3）年齢調整罹患率

人口10万対344.4（男445.6、女276.4）で、男女

とも2002年の全国年推計値を上回った。

（ 4）年齢調整罹患率の年次推移（1988－2004年）

前年（2003年）に比べて2004年は、男では直腸、

女では胃、肝臓で減少傾向が見られた以外は、男

女ともほとんどの部位で増加傾向が観察された。

特に、男では、結腸、胃、女では乳房において顕

著な増加が見られた。

（ 5）地域別標準化罹患比（全国＝100）

東部では男は結腸、胃、肺、肝臓、女は直腸、

肝臓、乳房、中部では男女の肺、胃が、西部では

男の結腸、女の子宮が高い罹患比を示した。しか

し、男の直腸は東中西部とも94.0％、66.7％、

78.4％、中部では女の子宮が94.2％、乳房が

94.3％、西部では肝臓が73.0％と低い罹患比を示

した。

（ 6）年齢階級別罹患率

全体的に年齢とともに増加傾向が見られるが、

乳房は50歳代でピークを示し、60歳代以降は急激

に減少した。子宮も50歳代でピークを示し、60歳

代にかけて急激に減少し、その後横ばい状態を示

した。

乳房と子宮について年齢階級別の罹患構成比を

1979－83年までと2003－2004年までの 2つの期間

に分けて比較すると、乳房では70歳以上の高齢者

において罹患割合の増加が顕著であったが、子宮

では逆に、39歳未満において若年層の増加が顕著

であった。

b）受診動機別集計

すべての部位で有訴受診が最も多く、全部位で

38.8％、次いで他疾患治療中の17.2％、健康診断

（含人間ドック）、各種がん検診の順となった。部

位別には、乳房、直腸で半数以上が有訴受診で、

62.2％、52.8％、他疾患治療中が多い部位は肝臓、

肺でそれぞれ30.9％、20.8％であった。
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罹患数

罹患割合（％）

粗罹患率

調整罹患率

全国推定罹患率

2,180 471 262 110 178 59 80 344 196 84 96 44

100.0 21.6 12.0 5.0 8.2 2.7 3.7 15.8 9.0 3.9 4.4 2.0

747.6 161.5 89.9 37.7 61.0 20.2 27.4 118.0 67.2 28.8 32.9 15.1

445.6 99.4 53.9 23.6 37.3 11.1 15.8 66.5 36.1 16.9 20.2 9.7

385.0 81.3 41.9 28.8 31.6 9.3 13.1 57.4 31.4 13.5 15.5 10.5

リンパ腫食道膀胱前立腺肺膵臓胆嚢・胆管肝臓直腸結腸胃全部位男

表1 鳥取県における性、主要部位別がん罹患状況―平成16年（2004年）―

罹患数

罹患割合（％）

粗罹患率

調整罹患率

全国推定罹患率

1,576 225 181 95 82 64 66 150 236 125 50 33

100.0 14.3 11.5 6.0 5.2 4.1 4.2 9.5 15.0 7.9 3.2 2.1

495.2 70.7 56.9 29.8 25.8 20.1 20.7 47.1 74.1 39.3 15.7 10.4

276.4 33.3 25.9 16.4 10.6 7.2 8.3 19.1 59.5 35.7 12.5 6.0

247.4 31.1 25.5 13.1 10.3 6.7 7.6 18.2 52.2 31.3 8.7 6.5

リンパ腫卵巣子宮乳房肺膵臓胆嚢・胆管肝臓直腸結腸胃全部位女

＊全国推定罹患率は2002年データを使用

100 

80 

60 

40 

20 

0
79－83 
（女） 

乳　房 子　宮 

構
　
成
　
比 

80－ 
70－ 
60－ 
50－ 
40－ 
－39

03－04 
（女） 

79－83 
（女） 

03－04 
（女） 

25.8

27.7

24.5

10.4
1.9

9.7

15.8

26.2

25.2

17.0

9.1

6.7

22.1

26.8

21.3

15.7

8.1

6.0

20.8

21.6

14.4

10.4

11.2

21.6

図1 年齢階級別罹患構成比の年次比較
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c）がん患者の医療機関からの届出状況

平成19年（2007年）の届出総数は、4,766件で

前年より1,019件の増加であった。地域別では、

東部で2,022件、中部で486件、西部で2,258件、前

年に比して西部の増加が顕著であった。その大半

は都道府県がん拠点病院に指定された大学病院か

らの届出が約700件増加したことによる。

また、電子媒体による届出システムの構築によ

る省力化が効を奏したものと考える。

d）登録精度

（ 1）DCN

登録精度の評価として用いられるDCNの値は、

平成16年（2004年）は23.96％となり、昨年より

4.3％減少し、登録精度の向上が見られた。

部位別には、男女とも造血組織、リンパ組織お

よび膵臓で50％前後の高いDCNであった。女で

は胆嚢、肺、肝臓、腎臓、男では肝臓、腎臓が

30％以上のDCNを示した。

（ 2）I/D比

2.04で全国値1.75（2002年推計値）を上回る値

を示した。

（ 3）組織診断実施割合

組織診断実施割合は、61.8％で前年集計値より

約 3 ％の増加が見られた。この値は全国推計値

62.2％（2002年推計値）と比較すると、かなり改

善されてきたといえる。

2）登録精度の向上のための届出勧奨の送付

近年の届出精度の悪化（DCN≧30％）に鑑み、

登録精度の向上をめざした県内医療機関への届出

勧奨を鳥取県健康対策協議会の会長名およびがん

計そ の 他
他 疾 患
治 療 中

各　　種
がん検診

健康診断有訴受診

全部位 38.8 5.7 5.2 17.2 33.2 100.0

胃 34.8 9.8 6.0 19.0 30.3 100.0

結　腸 38.1 7.8 9.4 17.5 27.2 100.0

直　腸 52.8 6.2 7.7 11.8 21.5 100.0

肝　臓 18.4 2.8 0.3 30.9 47.6 100.0

肺 31.5 8.0 5.5 20.8 34.2 100.0

乳　房 62.2 4.3 12.7 4.3 16.4 100.0

子　宮 39.1 2.2 14.1 5.4 39.1 100.0

表2 部位別・受診動機別集計結果（％） 2007．01．01－2007．12．31までの有効届出対象（総数＝3,702件）

主要病院

大学病院

その他病院・診療所

東部

中部

西部

県全体

HV／I（％）
鳥取県

全国

DCN／I（％）
鳥取県

全国

1,469 1,360 1,599 1,167 1,329 1,696 1,273 1,385 1,339 1,505 1,786 2,226 2,751 2,392 2,568 2,908

361 242 261 305 357 215 245 266 233 286 208 375 355 304 419 1,107

688 591 621 646 669 493 562 602 440 525 534 459 589 594 759 751

1,023 933 1,024 764 827 927 780 834 720 965 1,104 1,576 1,867 1,667 1,887 2,022

417 339 547 481 486 451 476 462 379 414 523 436 476 513 628 486

1,078 921 908 871 1,039 1,020 822 947 910 936 896 1,046 1,352 1,110 1,231 2,258

2,518 2,193 2,481 2,118 2,355 2,404 2,080 2,253 2,012 2,316 2,528 3,060 3,695 3,290 3,747 4,766

53.7 55.7 54.4 47.6 48.6 47.5 46.3 48.3 51.0 54.7 57.9 58.8 61.8 ― ―

62.0 62.6 63.1 63.0 66.0 66.9 66.9 67.9 67.9 67.6 62.2 ― ― ― ―

24.5 28.9 27.5 28.2 24.8 31.9 36.5 36.2 36.3 32.9 26.1 28.3 24.0 ― ―

23.9 23.3 23.4 24.2 30.3 29.6 28.2 27.6 26.8 26.2 27.9 ― ― ― ―

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

表3 主要医療機関、地域別届出件数の年次推移（1992年－2007年）

主要病院：県中、市立、赤十字、岩美、智頭、厚生、米子医療（国立）、労災、博愛、済生会、西伯、日南、日野



登録対策専門委員会委員長名で実施した。

平成14年（2002年）標準集計の登録精度は

DCN＝26.1％と飛躍的に改善されたが、さらなる

精度向上をめざして平成19年（2007年）度も前年

度に引き続き届出勧奨を実施した。

3）電子媒体によるがん登録届出システムの構築

電子カルテの導入等の時代の変化により、電子

媒体によるがん登録の届出が要望されるようにな

ってきたことから、入力作業の省力化と登録精度

の向上をめざした電子媒体による届出システムの

構築を行い、県内12の医療機関の協力を得て昨年

11月より新システムの運用を開始することができ

た。

4）平成19年（2007年）度鳥取県がん登録事業報

告書（平成15年（2003年））集計の印刷・配布

5）第16回全国がん登録協議会総会研究会

毎年、全国協議会では総会研究会が開催され、

各自治体登録事業主管課を中心に活発な意見交流

がなされてきた。平成19年度は、会長：（財）放

射線影響研究所　主席研究員　児玉和紀先生の主

管で、 9月 7日に広島市南区民文化センターにお

いて開催され、 9月 6日の実務者研修会と併せて

多くの参加者があり成功裡に終った。メインテー

マは「保健・医療と疫学研究における地域がん登

録の役割」であった。

1）平成20年度事業計画について、以下のとおり

岸本委員長より説明があり、承認された。

（ 1 ）平成17年（2005年）がん罹患・受療状況標

準集計

平成17年（2005年）における性・年齢階級別に

おける部位別がん罹患数を求め、粗罹患率・年齢

調整がん罹患率を算出する。また、入院・手術・

放射線治療および化学療法などの治療方法及びX

線・内視鏡・組織診などの実施検査についての受

療状況集計を実施する。

罹患集計の結果は、医師会報、事業報告、ホー

ムページを通して公表する。

なお、市町村合併に伴う、市町村比較について

は、市郡別集計とする。また、基礎となる罹患数

については、19市町村別に示す。

（ 2）がん検診の精度評価

がん検診受診者データ全ての活用が可能となれ

ば、がん登録とリンク（記録照合）することによ

って、各種がん検診の見逃し率をはじめとする精

度評価（敏感度、特異度など）が可能となる。現

在、鳥取県個人情報審議会へ諮問し、リンク解析

の承認を得ることができているので、平成21年度

からの検診データ提供を目指して、県健康政策課

と協議しながら市町村の承諾に向けて市町村の個

人情報審議会へ諮問していくこととなった。個人

情報保護については、検診会場にチラシを掲示す

る等の包括同意の方法も検討することとなった。

（ 3 ）登録精度の向上のための届出勧奨、補充届

出票による遡り調査、各種検診発見がんから

の登録

平成14年（2002年）より登録精度は改善傾向が

あるが、引き続き登録精度の向上をめざして、県

内主要病院を対象にした届出勧奨を進める。また、

平成17年死亡小票からの補充届出票による遡り調

査と各種検診発見がんの未登録分の登録も行う。

（ 4）電子媒体による届出システムの拡充

昨年の12医療機関からさらに拡大し、診療所に

も電子媒体による届出システムを拡げていくこと

となった。

（ 5）がん登録データの活用方法について

県健康政策課より、がん登録データを活用して、

県民に向けて鳥取県のがんの罹患状況や、がん検

診の重要性、県内医療機関におけるがん治療の水

準等について分かりやすいパンフレット等の作成
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ができないだろうか。また、市町村ががん登録デ

ータを活用し、独自の啓発資料を作成することが

できないだろうかという話があった。

具体的にどのような解析集計が必要か県、健対

協、大学で相談し、既存のデータで作成できるか

検討する必要がある。また、岩手県が作成した

『検診部位別の受診方法別』、『検診部位別の進行

度別 5年生存率』を作成するには、既存のデータ

だけではできない。

また、資料作成をどこがするのかという問題も

ある。今後、以上の意見をふまえて、継続的に前

向きに検討していく必要があることが確認され

た。

（ 6 ）平成20年度鳥取県がん登録報告書の印刷・

配布

今年度は、関係協力医療機関やがん登録専門委

員の意見・要望等を取り入れて、掲載内容の見直

しを図り、報告書の編集刷新を図っていく。

（ 7 ）鳥取県がん登録届出票の項目表記方法の見

直し

現行の『がん登録届出票』の一部を、全国一律

の院内がん登録の項目にあわせることとなった。

よって、届出票、がん登録システムの一部変更に

ついては、早急に対応することとなった。

変更箇所は以下のとおりである。（ 6 ）診断名

の項目にある 1．原発、2．続発、1．確診、2．

疑診を変更して、 1 ．初発（治療開始前）、 2 ．

治療開始後、 3 ．疑診、とする。（10）症状初発

年月日の項目を削除する。（14）治療方法の選択

項目に体腔鏡的手術を追加して、1．外科的手術、

2．体腔鏡的手術、 3 ．内視鏡的手術の配置と表

現に変更する。

（ 8 ）第17回地域がん登録全国協議会総会研究会

（長崎市）への参加

第17回地域がん登録全国協議会総会研究会が 9

月11日（木）、 9 月12日（金）に長崎大学医学部

良順会館（会長：長崎大学大学院医歯薬学総合研

究科　原研病理教授　関根一郎先生）において開

催される。 9月11日はがん登録実務者研修会が開

催され、 9 月12日の総会研究会では、「がん対策

基本法施行後の現状と課題」をメインテーマに開

催される予定である。
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資料1 鳥取県がん罹患集計結果一覧表（平成16年　男性）

全部位＊1
C00－C96 D05－D06

2180 0 1 3 17 76 295 533 807 447 1 747.6 445.6 61.1 24.4
（140－208 2330－2331）

全部位＊2 C00－C96（140－208） 2180 0 1 3 17 76 295 533 807 447 1 747.6 445.6 61.1 24.4
口唇、口腔および咽頭 C00－C14（140－149） 45 0 0 0 0 3 8 15 14 5 0 15.4 10.0 68.9 18.8
口唇、口腔 C00－C08（140－145） 27 0 0 0 0 0 5 7 10 5 0 9.3 5.4 55.6 44.4
咽頭 C09－C14（146－149） 18 0 0 0 0 3 3 8 4 0 0 6.2 4.5 88.9 11.1
食道 C15（150） 96 0 0 0 0 2 16 31 32 15 0 32.9 20.2 66.7 24.0
胃 C16（151） 472 0 0 0 5 24 78 110 185 69 1 161.9 99.4 74.8 15.0
小腸 C17（152） 10 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 3.4 2.1 80.0 10.0
結腸 C18（153） 262 0 0 2 2 8 27 77 85 61 0 89.9 53.9 74.4 14.9
直腸および肛門 C19－C21（154） 110 0 0 0 0 3 22 37 32 16 0 37.7 23.6 76.5 9.1
肝および肝内胆管 C22（155） 178 0 0 0 0 4 39 51 59 25 0 61.0 37.3 15.2 44.9
胆嚢および肝外胆管 C23－C24（156） 59 0 0 0 1 0 5 14 16 23 0 20.2 11.1 25.4 40.7
膵臓 C25（157） 80 0 0 0 0 3 9 16 31 21 0 27.4 15.8 15.0 51.3
その他の消化器 C26（159） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻腔、中耳および副鼻腔 C30－C31（160） 7 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 2.4 1.8 71.4 28.6
喉頭 C32（161） 17 0 0 0 0 0 3 1 10 3 0 5.8 3.2 82.4 11.8
気管、気管支および肺 C33－C34（162） 344 0 0 0 2 8 31 72 143 88 0 118.0 66.5 56.7 29.9
胸腺、心および縦隔 C37－C38（164） 5 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1.7 1.5 40.0 40.0
その他の呼吸系および胸腔内臓器 C39（165） 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.3 0.2 0.0 100.0
骨および関節軟骨 C40－C41（170） 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1.4 1.1 25.0 75.0
皮膚の悪性黒色腫 C43（172） 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.3 0.2 100.0 0.0
皮膚のその他の悪性新生物 C44（173） 8 0 0 0 1 0 0 0 2 5 0 2.7 1.5 87.5 12.5
胸膜 C45（163） 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.3 0.1 100.0 0.0
カポジ肉腫 C46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
後腹膜および腹膜 C48（158） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
結合組織およびその他の軟部組織 C47 C49（171） 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.7 0.6 100.0 0.0

乳房（上皮内がんを含む）
C50 D05

4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1.4 1.1 100.0 0.0
（174－175 2330）

子宮（上皮内がんを含む）
C53－C55 D06

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
（179－180 182 2331）

子宮
C53－C55

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
（179－180 182）

子宮頸 C53（180） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
子宮体 C54（182） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
子宮、部位不明 C55（179） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
卵巣 C56（1830） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他及び部位不明の女性生殖器
C51－C52 C57

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
（183－184 1830は除く）

胎盤 C58（181） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
前立腺 C61（185） 196 0 0 0 1 0 5 50 84 56 0 67.2 36.1 77.0 14.3
睾丸 C62（186） 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1.4 1.6 75.0 0.0
陰茎およびその他の男性生殖器 C60 C63（187） 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.3 0.2 100.0 0.0
腎など C64－C66 C68（189） 53 0 0 0 0 2 9 13 20 9 0 18.2 10.9 50.9 31.0
腎臓、腎盂を除く C64（1890） 30 0 0 0 0 2 7 8 8 5 0 10.3 6.6 36.7 30.0
膀胱 C67（188） 84 0 0 0 0 4 15 13 29 23 0 28.8 16.9 82.1 9.5
眼 C69（190） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
脳など C70－C72（191－192） 15 0 0 0 0 2 3 1 5 4 0 5.1 3.4 13.3 66.7
脳 C71（191） 12 0 0 0 0 1 2 1 4 4 0 4.1 2.5 8.3 75.0
髄膜およびその他の中枢神経系 C70 C72（192） 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1.0 0.9 33.3 33.3
甲状腺 C73（193） 5 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1.7 0.9 100.0 0.0
その他の内分泌腺 C74－C75（194） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他および不明確な部位 C76（195） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
続発部位および原発部位不詳 C77－C80（196－199） 19 0 0 0 0 3 3 4 6 3 0 6.5 4.3 26.3 63.2

リンパ組織
C81－C90 C96

62 0 1 0 0 5 9 9 25 13 0 21.3 12.9 36.0 50.0
（200－203）

ホジキンリンパ腫 C81（201） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
非ホジキンリンパ腫 C82－C85（200） 42 0 1 0 0 5 8 4 16 8 0 14.4 9.2 61.9 35.7
その他のリンパ組織 C96（202） 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.7 0.5 100.0 0.0
多発性骨髄腫 C88－C90（203） 18 0 0 0 0 0 1 3 9 5 0 6.2 3.2 33.3 55.6
白血病 C91－C95（204－208） 35 0 0 0 0 1 7 7 14 6 0 12.0 7.1 37.1 51.4
リンパ性白血病 C91（204） 6 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 2.1 1.1 33.3 66.7
骨髄性白血病 C92（205） 19 0 0 0 0 1 5 5 7 1 0 6.5 4.2 52.6 36.8
単球性白血病 C93（206） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の明示された白血病 C94（207） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
細胞形態不明の白血病 C95（208） 10 0 0 0 0 0 2 1 4 3 0 3.4 1.8 10.0 70.0

部　　　位 ICD－10
DCN／I
（％）

H／I
（％）

調整
罹患率

粗
罹患率不詳80＋70－60－50－40－30－20－10－0－合計

年　齢　10 歳　階　級

＊1：乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む　　＊2：乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない
I：罹患数　　H：組織診実施数　　DCN：死亡情報で初めて把握されたもの
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資料2 鳥取県がん罹患集計結果一覧表（平成16年　女性）

全部位＊1
C00－C96 D05－D06

1576 0 3 12 49 123 214 299 436 438 2 495.2 276.4 62.8 23.4
（140－208 2330－2331）

全部位＊2 C00－C96（140－208） 1553 0 3 9 38 118 212 297 436 438 2 487.9 267.4 62.3 23.7
口唇、口腔および咽頭 C00－C14（140－149） 16 0 0 0 1 3 1 6 5 0 0 5.0 3.8 68.8 18.8
口唇、口腔 C00－C08（140－145） 13 0 0 0 0 3 1 5 4 0 0 4.1 3.0 69.2 23.1
咽頭 C09－C14（146－149） 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.9 0.8 66.7 0.0
食道 C15（150） 15 0 0 0 0 0 1 3 4 7 0 4.7 1.8 60.0 26.7
胃 C16（151） 225 0 0 0 2 11 19 42 77 74 0 70.7 33.3 71.6 20.4
小腸 C17（152） 6 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1.9 0.9 50.0 0.0
結腸 C18（153） 181 0 0 0 1 2 23 39 55 61 0 56.9 25.9 70.7 17.7
直腸および肛門 C19－C21（154） 95 0 0 1 3 6 11 23 21 30 0 29.8 16.4 73.7 17.9
肝および肝内胆管 C22（155） 82 0 0 0 0 0 7 15 33 26 1 25.8 10.6 18.3 35.4
胆嚢および肝外胆管 C23－C24（156） 64 0 0 0 0 0 3 9 20 32 0 20.1 7.2 28.1 39.1
膵臓 C25（157） 66 0 0 0 0 1 3 13 23 26 0 20.7 8.3 10.6 51.5
その他の消化器 C26（159） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻腔、中耳および副鼻腔 C30－C31（160） 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.9 0.3 33.3 33.3
喉頭 C32（161） 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.3 0.1 0.0 100.0
気管、気管支および肺 C33－C34（162） 150 0 0 0 1 2 11 22 52 62 0 47.1 19.1 46.0 37.3
胸腺、心および縦隔 C37－C38（164） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の呼吸系および胸腔内臓器 C39（165） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
骨および関節軟骨 C40－C41（170） 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1.3 1.0 100.0 0.0
皮膚の悪性黒色腫 C43（172） 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1.3 0.7 75.0 0.0
皮膚のその他の悪性新生物 C44（173） 10 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 3.1 1.0 90.0 10.0
胸膜 C45（163） 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.9 0.5 66.7 33.3
カポジ肉腫 C46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
後腹膜および腹膜 C48（158） 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.3 0.0 100.0 0.0
結合組織およびその他の軟部組織 C47 C49（171） 5 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1.6 0.7 40.0 60.0

乳房（上皮内がんを含む）
C50 D05

236 0 0 0 14 52 63 50 37 19 1 74.1 59.5 89.4 5.9
（174－175 2330）

子宮（上皮内がんを含む）
C53－C55 D06

125 0 0 6 21 26 27 18 13 14 0 39.3 35.7 88.8 8.8
（179－180 182 2331）

子宮
C53－C55

35 0 0 0 2 4 9 6 6 8 0 32.0 26.7 86.3 10.8
（179－180 182）

子宮頸 C53（180） 68 0 0 3 8 17 16 11 7 6 0 21.4 19.6 91.2 5.9
子宮体 C54（182） 28 0 0 0 2 4 9 5 5 3 0 8.8 6.6 92.9 3.6
子宮、部位不明 C55（179） 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1.9 0.4 0.0 100.0
卵巣 C56（1830） 50 0 1 2 4 7 13 10 7 6 0 15.7 12.5 74.0 14.0

その他及び部位不明の女性生殖器
C51－C52 C57

5 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1.6 0.9 60.0 20.2
（183－184 1830は除く）

胎盤 C58（181） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
前立腺 C61（185） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
睾丸 C62（186） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
陰茎およびその他の男性生殖器 C60 C63（187） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
腎など C64－C66 C68（189） 29 0 0 0 0 2 1 2 14 10 0 9.1 3.6 48.3 31.0
腎臓、腎盂を除く C64（1890） 14 0 0 0 0 2 1 0 7 4 0 4.4 2.0 57.1 21.4
膀胱 C67（188） 43 0 0 0 0 0 4 6 14 19 0 13.5 5.1 62.8 25.5
眼 C69（190） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
脳など C70－C72（191－192） 18 0 1 0 0 1 3 4 4 5 0 5.7 3.3 16.7 55.6
脳 C71（191） 15 0 1 0 0 1 2 3 3 5 0 4.7 2.7 6.7 66.7
髄膜およびその他の中枢神経系 C70 C72（192） 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.9 0.5 33.3 0.0
甲状腺 C73（193） 48 0 0 1 1 7 15 15 4 5 0 15.1 11.4 87.5 0.0
その他の内分泌腺 C74－C75（194） 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.6 0.6 100.0 0.0
その他および不明確な部位 C76（195） 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.3 0.0 0.0 100.0
続発部位および原発部位不詳 C77－C80（196－199） 21 0 0 0 0 0 0 1 8 12 0 6.6 1.8 9.5 71.4

リンパ組織
C81－C90 C96

50 0 0 0 0 2 4 8 23 13 0 15.7 7.3 36.0 50.0
（200－203）

ホジキンリンパ腫 C81（201） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
非ホジキンリンパ腫 C82－C85（200） 33 0 0 0 0 2 3 5 12 11 0 10.4 5.0 48.5 39.4
その他のリンパ組織 C96（202） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
多発性骨髄腫 C88－C90（203） 17 0 0 0 0 0 1 3 11 2 0 5.3 2.3 11.8 70.6
白血病 C91－C95（204－208） 17 0 0 1 1 0 1 6 6 2 0 5.3 3.2 41.2 47.1
リンパ性白血病 C91（204） 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.9 0.5 33.3 66.7
骨髄性白血病 C92（205） 12 0 0 1 1 0 1 4 5 0 0 3.8 2.6 50.0 33.3
単球性白血病 C93（206） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の明示された白血病 C94（207） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
細胞形態不明の白血病 C95（208） 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.6 0.2 0.0 100.0

部　　　位 ICD－10
DCN／I
（％）

H／I
（％）

調整
罹患率

粗
罹患率不詳80＋70－60－50－40－30－20－10－0－合計

年　齢　10 歳　階　級

＊1：乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む　　＊2：乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない
I：罹患数　　H：組織診実施数　　DCN：死亡情報で初めて把握されたもの
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資料3 鳥取県がん罹患集計結果一覧表（平成16年　総数）

全部位＊1
C00－C96 D05－D06

3756 0 4 15 66 199 509 832 1243 885 3 615.9 344.4 61.8 24.0
（140－208 2330－2331）

全部位＊2 C00－C96（140－208） 3733 0 4 12 55 194 507 830 1243 885 3 612.1 339.9 61.6 24.1
口唇、口腔および咽頭 C00－C14（140－149） 61 0 0 0 1 6 9 21 19 5 0 10.0 6.5 68.9 27.9
口唇、口腔 C00－C08（140－145） 40 0 0 0 0 3 6 12 14 5 0 6.6 3.9 60.0 37.5
咽頭 C09－C14（146－149） 21 0 0 0 1 3 3 9 5 0 0 3.4 2.6 85.7 9.5
食道 C15（150） 111 0 0 0 0 2 17 34 36 22 0 18.2 10.1 65.8 24.3
胃 C16（151） 697 0 0 0 7 35 97 152 262 143 1 114.3 63.0 73.7 16.8
小腸 C17（152） 16 0 0 0 0 0 1 5 9 1 0 2.6 1.4 68.8 6.3
結腸 C18（153） 443 0 0 2 3 10 50 116 140 122 0 72.6 37.8 72.9 16.0
直腸および肛門 C19－C21（154） 205 0 0 1 3 9 33 60 53 46 0 33.6 19.6 75.1 13.2
肝および肝内胆管 C22（155） 260 0 0 0 0 4 46 66 92 51 1 42.6 22.7 16.2 41.9
胆嚢および肝外胆管 C23－C24（156） 123 0 0 0 1 0 8 23 36 55 0 20.2 8.8 26.8 39.8
膵臓 C25（157） 146 0 0 0 0 4 12 29 54 47 0 23.9 11.5 13.0 51.4
その他の消化器 C26（159） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻腔、中耳および副鼻腔 C30－C31（160） 10 0 0 0 0 1 1 3 4 1 0 1.6 1.0 60.0 30.0
喉頭 C32（161） 18 0 0 0 0 0 3 1 10 4 0 3.0 1.5 77.8 16.7
気管、気管支および肺 C33－C34（162） 494 0 0 0 3 10 42 94 195 150 0 81.0 39.1 53.4 32.2
胸腺、心および縦隔 C37－C38（164） 5 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0.8 0.7 40.0 40.0
その他の呼吸系および胸腔内臓器 C39（165） 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.2 0.1 0.0 100.0
骨および関節軟骨 C40－C41（170） 8 0 1 0 0 1 2 2 2 0 0 1.3 1.0 62.5 37.5
皮膚の悪性黒色腫 C43（172） 5 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0.8 0.5 80.0 0.0
皮膚のその他の悪性新生物 C44（173） 18 0 0 0 1 0 0 1 6 10 0 3.0 1.1 88.9 11.1
胸膜 C45（163） 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.7 0.3 75.0 25.0
カポジ肉腫 C46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
後腹膜および腹膜 C48（158） 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.2 0.0 100.0 0.0
結合組織およびその他の軟部組織 C47 C49（171） 7 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 1.1 0.7 57.1 42.9

乳房（上皮内がんを含む）
C50 D05

240 0 0 0 15 52 64 51 38 19 1 39.4 31.2 89.6 5.8
（174－175 2330）

子宮（上皮内がんを含む）
C53－C55 D06

125 0 0 6 21 26 27 18 13 14 0 20.5 18.3 66.7 8.8
（179－180 182 2331）

子宮
C53－C55

102 0 0 3 10 21 25 16 13 14 0 16.7 13.8 86.3 10.8
（179－180 182）

子宮頸 C53（180） 68 0 0 3 8 17 16 11 7 6 0 11.2 10.1 91.2 5.9
子宮体 C54（182） 28 0 0 0 2 4 9 5 5 3 0 4.6 3.4 92.9 3.6
子宮、部位不明 C55（179） 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1.0 0.3 0.0 100.0
卵巣 C56（1830） 50 0 1 2 4 7 13 10 7 6 0 8.2 6.5 74.0 14.2

その他及び部位不明の女性生殖器
C51－C52 C57

5 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0.8 0.5 60.0 20.0
（183－184 1830は除く）

胎盤 C58（181） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
前立腺 C61（185） 196 0 0 0 1 0 5 50 84 56 0 32.1 14.8 77.0 14.3
睾丸 C62（186） 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.7 0.8 75.0 0.0
陰茎およびその他の男性生殖器 C60 C63（187） 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.2 0.1 100.0 0.0
腎など C64－C66 C68（189） 82 0 0 0 0 4 10 15 34 19 0 13.4 6.9 28.0 28.0
腎臓、腎盂を除く C64（1890） 44 0 0 0 0 4 8 8 15 9 0 7.2 4.1 43.2 27.3
膀胱 C67（188） 127 0 0 0 0 4 19 19 43 42 0 20.6 10.3 75.6 15.0
眼 C69（190） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
脳など C70－C72（191－192） 33 0 1 0 0 3 6 5 9 9 0 5.4 3.2 15.2 60.6
脳 C71（191） 27 0 1 0 0 2 4 4 7 9 0 4.4 2.5 7.4 70.4
髄膜およびその他の中枢神経系 C70 C72（192） 6 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1.0 0.7 15.2 16.7
甲状腺 C73（193） 53 0 0 1 1 7 15 16 7 6 0 8.7 6.3 88.7 5.7
その他の内分泌腺 C74－C75（194） 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.3 0.3 100.0 0.0
その他および不明確な部位 C76（195） 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.2 0.0 0.0 100.0
続発部位および原発部位不詳 C77－C80（196－199） 40 0 0 0 0 3 3 5 14 15 0 6.6 3.1 17.5 67.5

リンパ組織
C81－C90 C96

112 0 1 0 0 7 13 17 48 26 0 18.4 9.7 46.4 44.6
（200－203）

ホジキンリンパ腫 C81（201） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
非ホジキンリンパ腫 C82－C85（200） 75 0 1 0 0 7 11 9 28 19 0 12.3 6.9 56.0 37.3
その他のリンパ組織 C96（202） 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.3 0.2 100.0 0.0
多発性骨髄腫 C88－C90（203） 35 0 0 0 0 0 2 6 20 7 0 5.7 2.6 22.9 62.9
白血病 C91－C95（204－208） 52 0 0 1 1 1 8 13 20 8 0 8.5 4.9 38.5 50.0
リンパ性白血病 C91（204） 9 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 1.5 0.7 33.3 66.7
骨髄性白血病 C92（205） 31 0 0 1 1 1 6 9 12 1 0 5.1 3.3 51.6 35.5
単球性白血病 C93（206） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の明示された白血病 C94（207） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
細胞形態不明の白血病 C95（208） 12 0 0 0 0 0 2 1 5 4 0 2.0 0.9 8.3 75.0

部　　　位 ICD－10
DCN／I
（％）

H／I
（％）

調整
罹患率

粗
罹患率不詳80＋70－60－50－40－30－20－10－0－合計

年　齢　10 歳　階　級

＊1：乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む　　＊2：乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない
I：罹患数　　H：組織診実施数　　DCN：死亡情報で初めて把握されたもの
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日　　時 平成20年 8 月30日（土）午後 4時～午後 5時

場　　所 鳥取県中部医師会館　倉吉市旭田町　電話（0858）23－1321

講　　演 「特定健診・特定保健指導」

講　　師 鳥取県医師会常任理事　天野道麿先生

※平成19年度までは基本健康診査従事者講習会としておりましたが、平成20年度は「特定健診従事者講習

会」に名称変更致しました。

◎生涯教育5単位です。

鳥取県健康対策協議会従事者講習会等のご案内

特定健診従事者講習会

鳥取県医師会では、地域における医師会情報・医療情報の共有と会員同士の親睦を目的に、下

記の 6つの“メーリングリスト”を運営しています。

1．総合メーリングリスト（話題を限定しない一般的なもの）

2．連絡用メーリングリスト（医師会からの連絡などに用いるもの）

3．緊急用メーリングリスト（医師会のサーバが使えない緊急時に用いるもの）

4．パソコンメーリングリスト（パソコンに関連した話題が中心）

5．ORCAメーリングリスト（ORCAに関連した話題が中心）

6．学校医メーリングリスト（学校医（幼稚園、保育所を含む）に関連した話題が中心）

参加ご希望の方は鳥取県医師会事務局までご連絡ください。

通常、 1． 2． 3．の三つにセットでご加入いただきます。

またパソコンメーリングリスト・ORCAメーリングリスト・学校医メーリングリストにも参加

をご希望でしたらそのようにお申し出ください。

鳥取県医師会（E-mail kenishikai@tottori.med.or.jp）

鳥取県医師会メーリングリストへご参加下さい
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口腔・咽頭癌

食 道 癌

胃 癌

十二指腸癌

結 腸 癌

直 腸 癌

肝 臓 癌

胆嚢・胆管癌

膵 臓 癌

喉 頭 癌

肺 癌

胸 腺 癌

上 顎 癌

皮 膚 癌

中 皮 腫

軟部組織癌

乳 癌

膣 癌

子 宮 癌

卵 巣 癌

前 立 腺 癌

腎 臓 癌

膀 胱 癌

脳 腫 瘍

甲 状 腺 癌

頚 部 癌

原発不明癌

リ ン パ 腫

骨 髄 腫

髄 膜 腫

骨髄異形成症候群

合　　計

鳥取県医師会腫瘍調査部報告（7月分）

毎月腫瘍登録の届け出を頂き有り難うございます。

腫瘍占拠部位については、臓器内の部位によりICD番号が異なりますのでなるべく詳しく記載して下さ

い。但し、新規登録件数には、既登録分（含他医療機関届出分）や県外居住者分は含まれません。なお、

多重がんについては判定が煩雑なため、2008年分のみ含まれます。

鳥 取 市 立 病 院

鳥 取 県 立 中 央 病 院

山 陰 労 災 病 院

鳥 大 医 学 部 附 属 病 院

西 伯 病 院

鳥 取 県 立 厚 生 病 院

鳥 取 赤 十 字 病 院

野 の 花 診 療 所

赤 碕 診 療 所

済 生 会 境 港 総 合 病 院

小林門脇外科内科医院

藤 井 政 雄 記 念 病 院

博 愛 病 院

新 田 外 科 胃 腸 科 病 院

宍 戸 医 院

中部医師会立三朝温泉病院

下 山 医 院

循環器クリニック花園内科

脇 田 産 婦 人 科 医 院

野口産婦人科クリニック

中 村 医 院

吹野内科消化器科小児科クリニック

佐々木医院（大山町）

合　　　　　　計

登　録　施　設　名 件　数

77

76

69

62

52

39

30

6

6

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

448

56

48

50

56

39

35

23

4

3

4

3

2

2

0

2

2

2

2

2

1

1

0

1

338

新規登録件数

（ 2）部位別登録件数（含重複例）（ 1）施設別登録件数（含重複例）

部　　位 件　数

11

10

86

1

56

24

29

6

25

2

54

1

1

4

2

2

44

2

12

4

12

5

11

7

4

1

3

15

6

2

6

448

11

8

64

1

38

21

23

5

18

1

36

1

1

3

1

2

34

2

8

2

9

5

9

5

4

1

2

12

3

2

6

338

新規登録件数
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（H20年 6 月30日～H20年 8 月 3 日）

1 ．報告の多い疾病

（インフルエンザ定点29、小児科定点19、眼科

定点 3、基幹定点 5からの報告数）

（単位：件）

1 感染性胃腸炎 393

2 ヘルパンギーナ 328

3 A群溶血性連鎖球菌咽頭炎 209

4 手足口病 174

5 突発性発疹 55

6 咽頭結膜熱 50

7 水痘 45

8 その他 30

合計　1,284

2 ．前回との比較増減

全体の報告数は、1,284件であり、21.8％（358

件）の減となった。

〈増加した疾病〉

ヘルパンギーナ［156％］、咽頭結膜熱［117％］。

〈減少した疾病〉

A群溶血性連鎖球菌咽頭炎［52％］、水痘

［51％］、手足口病［40％］、感染性胃腸炎［30％］、

突発性発疹［ 5％］。

〈増減のない疾病〉

なし。

※今回（27週～31週）または前回（22週～26週）

に 1週あたり 5件以上、報告のあった疾病を対

象に計上した。

3 ．コメント

・手足口病が中部地区で流行しています。

・咽頭結膜熱が中部地区で流行しており、アデ

ノ 3型が分離されています。

鳥取県感染症発生動向調査情報（月報）
鳥取県衛生環境研究所

報告患者数（20．6．30～20．8．3）

区　　　　　分

インフルエンザ定点数 （12） （6） （11） （29）

1 インフルエンザ 00 00 00 00 －100％

小児科定点数 （8） （4） （7） （19）

2 咽頭結膜熱 140 260 100 500 117％

3 A群溶血性連鎖球菌咽頭炎 1340 370 380 2090 －52％

4 感染性胃腸炎 1360 1100 1470 3930 －30％

5 水痘 230 150 70 450 －51％

6 手足口病 560 930 250 1740 －40％

7 伝染性紅斑 90 10 10 110 －15％

8 突発性発疹 270 110 170 550 －5％

9 百日咳 00 00 30 30 －80％

10 ヘルパンギーナ 1050 1180 1050 3280 156％

東部 中部 西部 計
前回比
増　減

区　　　　　分

11 流行性耳下腺炎 60 00 20 80 －38％

12 RSウイルス感染症 10 00 00 10 －50％

眼科定点数 （1） （1） （1） （3）

14 急性出血性結膜炎 00 00 00 00 ―

15 流行性角結膜炎 00 00 00 00 －100％

基幹定点数 （2） （1） （2） （5）

16 細菌性髄膜炎（真菌性を含む） 00 00 20 20 100％

17 無菌性髄膜炎 00 00 00 00 －100％

18 マイコプラズマ肺炎 00 20 30 50 0％

19 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 00 00 00 00 ―

合　　　　　計 5110 4130 3600 1,2840 －22％

東部 中部 西部 計
前回比
増　減

感染症だより
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県内の病院長以外の病院職員で、鳥取県病院協

会を知る人は少ないと思う。私も開業医時代は殆

ど知らなかった。西伯病院の院長を務めた 5年間、

鳥取県病院協会の諸会合に出席させて頂いた。

今回、近隣他県と比較しながら、鳥取県病院協

会を紹介する。

鳥取県病院協会の沿革は知らない。鳥取県医師

会と同じように、東部・中部・西部の各支部があ

る。鳥取大学医学部附属病院は西部支部に属して

いる。

鳥取県病院協会としての活動の他に、各支部そ

れぞれに例会が開かれ、独自の活動もある。会長

は昔々の鳥取県医師会のように、 3地区回り持ち

で、東部→中部→西部の順で持ち回りされる。

中国各県にも夫々に病院協会がある。岡山県、

広島県、山口県の病院協会は社団法人となってお

り、岡山県と山口県はホームページがある。

岡山、広島、山口、福岡の 4県病院協会は、毎

年連絡協議会を開いている。数年前、山口県小郡

で開かれた際に陪席させて頂き、その活発な活動

に感銘を受けた。

岡山県病院協会：岡山県衛生会館に事務所があ

り、176病院が加入し、社団法人。

広島県病院協会：249病院等が加入し、事務所

は広島県医師会館内にあり、社団法人。

山口県病院協会：山口県総合保健会館に事務所

があり、140病院が加入し、社団法人。

島根県病院協会：事務所は移動式で、会長の病

院に置いてある。現在43病院が加入している。

鳥取県病院協会：事務所は会長に付いて回り、

その病院に置かれる。県内46病院が加入している。

岡山県病院協会の平成19年度の予算支出は約

6,200万円である。最近の鳥取県病院協会の予算

支出は知らないが、平成17年度総会で承認された

平成16年度の支出は約94万円だった。最近もこれ

とほぼ同じ位の支出と思われる。

ちなみに、鳥取県医師会は毎年10万円を鳥取県

病院協会に補助金として出している。数年前の代

議員会でその意義を質問したら、「連携が目的」

との答えだった。

「岡山県と鳥取県の支出差は、加入病院のベッ

ド数の差ではないのか」と思われる方もあろう。

鳥取県は9,226床、岡山県は30,553床であり、ベッ

ド数の差だけとは言い難い。岡山県病院協会の事

業内容は知らないが、この支出の差は、ある程度

その活動内容にも比例していると思われる。

岡山県以外では、広島県病院協会が約3,800万

円、山口県病院協会は約2,300万円の年間支出で

ある。島根県病院協会の支出は知らないが、鳥取

県とほぼ同じと思われる。

岡山県病院協会は、全国組織の全国公私病院連

盟、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人

協会に加盟している。

鳥取県病院協会が、このような全国組織に加盟

しているかどうかは知らないが、県内各病院はそ
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会員の声 

老 爺 心 か ら
―病院協会―

南部町　　細　田　庸　夫
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れぞれが独自に全国組織に加盟している。例えば、

自治体病院は全国自治体病院協議会に入ってい

る。

山陽側の病院協会連絡協議会に出て、山陰と山

陽の差がこんなにあるとは思わなかった。鳥取県

医師会員の方々にもこの事実を知って頂きたいと

思い、この一文を思い立った。

フリーエッセイ 

昭和18年海軍の通信兵であった父の転勤で、父

母と兄の 3人は、鳥取県の中部の旧北条町の下北

条の駅前にある船越さん宅の離れに住んでいた。

鳥取大震災では北条砂丘が大きく揺れて住まいの

屋根瓦が雨のように落ちてきた。その後、父は満

州国哈爾濱｛ハルピン（ロシヤ読み）、ハルビン

（中国読み）｝市の領事館に武官として赴任した。

哈爾濱についてから父は、母に「日本は負けるだ

ろうから日本にとどまるように」と伝えてきた。

しかし、母は、「 3 回目の大陸に渡ることで慣れ

ている、ほんとに日本が負けるだろうか？　たと

え負けても家族一緒にいるほうがよい」と言った。

母と兄は関釜連絡船にのり、朝鮮半島を列車で北

上し、鴨緑江（おうりょっこう）を渡って、はる

ばる 3日かけてハルビンについた。小学校 1年生

の兄は桃山小学校その後、馬家溝（まじゃこう）

の白梅小学校に通った。家族は休日には松花江

（しょうかこう、スンガリー）の太陽島に遊んだ。

母たちは秋林洋行（チューリンヨウコウ）に人力

車（やんちょ）にのって買い物に出かけていたが、

哈爾濱市街では、前回と比べて満人の様子が違っ

て、対日感情が悪化していた。やがて戦況が悪化

して来た時には、軍人は捕虜になる恥よりも自殺

用の「 1発の銃弾」を常に所持していた。軍人の

家族には、辱めを受けるよりも死を選べと「青酸

カリのカプセル」が渡されていた。 8月14日隣の

陸軍の官舎では一晩中ばたばたと音がしていた。

8月15日の朝、陸軍の官舎はもぬけのからだった。

陸軍は、いちはやく終戦を知り逃げ出していた。

15日海軍の武官府で終戦を知った父は官舎に帰

り、官舎の釜たきであった満人の洛洪聖（ろうこ

うせい）に「使えるものを持ち帰るように」と伝

え、荷物を持ち帰らせた。まもなくロシア兵がや

ってきて父は連行されていった。母や兄、武官府

の家族は、一応「外交官」の家族として保護され

たが、満蒙開拓団や奥地から命からがら逃げてき

た人たちからは、その保護に対しはげしい嫉妬が

あった。満人よりも日本人が怖かった。洛洪聖さ

んは「日本に帰っても食べ物も無いという、兄を

あずかって育ててあげる」といってくれた。母は

「ありがたいけど一人しかいないので、どうして

も連れてかえる」と答えたという。恐怖と食料不

足で母は生理がとまった。 1年後、日本にようや

く帰れることになった日に、洛さんの息子が大き

なロシアパン（丸いぱん）を持って見送りに来て

くれた。日本人はいつ出発するのか知らなかった

我が家の終戦；
一発の銃弾と青酸カリのカプセルそしてロシアパン

鳥取市　はまゆう診療所　　田　中　敬　子
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のだが、彼らは知っていたようだ。洛さん一家は

影ながら常に母子を見守ってくれていた。洛さん

に深く感謝しながら母は兄とロシアパンを抱きし

め無蓋車につめこまれ、ハルピンを離れた。無蓋

車に容赦なく雨は降り、兄は高熱を出した。なす

すべもなく母は子供を抱きしめるだけであった。

その後、船に乗り日本へ向かったが、船からは何

人もの亡くなられた人を海にながし、見送った。

「ようやく博多について、両手に一個ずつ赤と白

のおにぎりが渡されたときには、あふれる涙で前

がみえなかった」と母は泣きながら娘に話をした。

終戦時、父がロシア兵に連行されるとき、父母と

もにすぐに再会できると思ったようだが、実際は、

父はシベリアに抑留され、重度の栄養失調の体で、

舞鶴に帰国したのは 5年後、昭和25年 5 月であっ

た。我が家の遅い戦後はそこから始まった。実に

私は坂道も上がれないほどの栄養失調の父と一度

生理が止まった母から生まれてきたのである。哈

爾濱の洛さんが生きておられたら、90歳前後、洛

さんの息子さんは60歳後半であろう。父（牧本充）

は死ぬまで洛さん父子に感謝し、生きてあえるな

ら、「洛さんが家族を影ながら見守ってくれたお

かげで、家族全員が無事に帰れたことに感謝の意

を伝えたい」と話していた。

（後述）

最近の週刊新潮の連載では、満州国の夜を支配

したと称された甘粕正彦が、青酸カリのカプセル

で自殺したと記されていた。

秋元書房、浜野健三郎編著「ああ満州」によれ

ば、帰国の列車には軍人の家族が優先的に乗せら

れたという記述があった。
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東　部　医　師　会 

広報委員　小　林　恭一郎

東 から 西 から 地区医師会報告 

残暑お見舞い申し上げます。今年は、梅雨明け

前から真夏日になることが多く、暑い日が続きま

したが、ようやく夏も終わりを告げようとしてい

ます。

7月31日（木）に、県医師会館で「地域医療崩

壊阻止のための総決起鳥取大会」が開催されまし

た。医師会関係以外にも、歯科医師会・薬剤師

会・看護協会など多くの関係者が出席され、 1階

の研修センターに入りきれず、ロビーでTVモニ

ターを見ている方々も多く居られました。東部医

師会でも出席を募ったところ200名以上の方々の

出席のご返事を頂き、この問題の関心の高さがう

かがわれました。

7月下旬には鳥取市立病院の小児科診療の中止

が報道され、東部地区の住民の方々も、地域医療

の崩壊がひしひしと我が身に迫っていることを感

じておられます。「骨太の方針2008」での2,200億

円の社会保障費削減が、さらに地域医療の崩壊に

拍車をかけることは明らかです。道路特定財源で

高級車を購入したり、 1 年間で500万円のタクシ

ー代を使った国交省職員がいたという報道を見る

と、社会保障費を削減する前にもっと無駄を省け

と叫びたくなる今日この頃です。

9月の主な行事予定です。

4日　学術講演会

『CKDと病診連携』

群馬県済生会前橋病院

内科部長　河合弘進先生

6日　東部地区首長及び教育長との懇談会　

11日　喘息死をゼロにする会　

『診療所における気管支喘息の診断と

治療』

亀井内科呼吸器科医院

院長　亀井　雅先生

13日　鳥取スポーツ研究会　

『運動制御を踏まえたスポーツ障害肩

への対応』

元横浜ベイスターズフィジカルコーチ

理学療法士　山口光國先生

26日　主治医意見書研修会

7月の主な行事です。

2日　臨床内科医会

8日　理事会

9日　健康スポーツ医部会委員会

10日　学術講演会

『日常診療における排尿障害のみかた』

海南市民病院　泌尿器科

医長　小川隆敏先生

11日　急患診療所運営委員会

15日　胃疾患研究会

16日　小児科医会

17日　胸部疾患研究会

18日　腹部超音波研究会

22日　理事会

会報編集委員会

24日　学術講演会



『C型慢性肝炎に対する最新の治療～ペグ

インターフェロンリバビリン併用療法とペ

グインターフェロン単独療法～』

独立行政法人　国立病院機構大阪医療セン

ター　消化器科　部長　加藤道夫先生

30日　三師会納涼親睦会
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今年は、10日以上も早く本格的な暑い夏日が到

来し、食中毒が心配な猛暑日が続いていますが、

幸い、まだ、大規模な食中毒事件は発生していな

いようです。

中部医師会の 7月の活動を報告します。

2日　理事会

深田民人先生が退任され、阿藤孝二郎

先生が新理事に就任されました。

9日　常会

講演会

「在宅緩和ケアに必要なオピオイドと鎮痛

補助薬の使用法」

鳥取大学医学部麻酔・集中治療医学分野

教授　稲垣喜三先生

中　部　医　師　会 

広報委員　井　東　弘　子

13日　あんず会・しゃくなげ会（医師会・歯科医

師会）合同ゴルフ

14日　胸部疾患研究会

15日　くらよし喫煙問題研究会

16日　乳幼児保健協議会

17日　胸部画像診断研究会

18日　三朝温泉病院将来構想委員会

22日　小児科懇話会

認知症講演会

24日　禁煙指導医・講演医養成の為の講演会

25日　初心者の為の太極拳講座

講師　武信順子先生

多数の参加者がありました。

31日　消化器がん検診症例検討会

西　部　医　師　会 

広報委員　岩　本　好　吉

暑い日が続いています。

先月県医師会館に用事があり車で行ってきまし

た。山陰道が名和町まで延長され、中部からも東

へ延びており、車派の私にとっては鳥取が徐々に

近くなり喜んでいます。米子から西は島根県の斐

川ICまでつながり、出雲市はバイパスも延びて、

YOU-MEタウンという山陰で最大の床面積を有

する複合スーパーがオープンし、松江からはシャ

トルバスが出ています。日吉津のJUSCOも負け

じと、この秋に向けて大規模な増床工事をしてい

ます。

20年近く前に米子道が開通して以来、やっとこ

こまで道路が延びたのですが、あまりにも時間が

かかり過ぎており、この間に社会情勢が変わり、
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さらに最近の環境問題、ガソリン高騰、車離れな

ども加わり、山陰道の全線開通が本当に実現する

のだろうかとやきもきしています。

しかしせっかくの自動車専用道路でありながら

速度規制がきつく、車の流れを考えないドライバ

ーも多く、いつも快適なドライブという訳にはい

きません。

道路は立派でも、行政もドライバーにも車文化

が育ってないためだろうな、片側 2車線は欲しい、

でも地方にそんな予算は無理だろうし、そんな予

算があれば社会保障費にまわすべきでは…などな

ど、イライラ運転の合間に考えながら、利用させ

てもらっています。

7月の主な行事

5日　第16回鳥取県西部糖尿病療養指導研究会

8日　消化管研究会

9日　第433回小児診療懇話会

10日　鳥取県臨床整形外科医学会学術講演会

学術講演会

12日　第 1回鳥取島根消化器病懇談会

14日　米子洋漢統合医療研究会

15日　第17回鳥取県西部腹部超音波研究会

17日　第20回鳥取県西部地区肺癌検診胸部X線勉

強会

18日　第10回山陰認知症研究会

22日　消化管研究会

25日　環中海形成外科学術講演会

26日　第 2回鳥取県眼科フォーラム

28日　定例理事会

31日　博愛病院との連絡協議会

残暑の候、皆様方におかれましてはご健勝でご

活躍のこととお喜び申し上げます。

さて、 7月の医学部の動きについてご報告いた

します。

1 ．鳥取県福祉保健部と医学部との情報交換会、

米子市と医学部の連絡会を開催

7 月 7 日（月）に鳥取県福祉保健部・病院局と

医学部との情報交換会を、 7月10日（木）に米子

市と医学部の連絡会をそれぞれ開催しました。

これは、県および米子市と医学部・病院間で現

状や諸問題についての情報交換を行うことによ

り、県内の医療や福祉行政だけでなく、広範囲に

おいての連携を深めていくことにより「地域に開

かれた大学」として取り組むことを目的として定

期的に開催しているものです。

2．「七夕コンサート」を開催

7 月18日（金）にプロのチェロとピアノ演奏家

お二人による、院内「七夕コンサート」を開催し

ました。このコンサートは、本院のボランティア

メンバーとして活動いただいている方の紹介で、

「郷里の病院でボランティアによる演奏会を開き

たい」という演奏家ご本人の熱意のもと、このた

びのコンサート開催につながりました。演奏会は

15時からと16時からの 2回に分けて各病棟におい

て行われました。ご自身で歩いてこられる方、車

椅子でお越しになる方、看護師介助のもとお越し

になる方など、大勢の入院患者様にお集まりいた

だきました。若くて美しいチェロとピアノ演奏家

のお二人によるシューマンやショパンの美しい曲

や夢のあるディズニーの世界に夏の暑さを忘れ、

素晴らしい世界を患者様や職員ともに堪能しまし

鳥取大学医学部医師会 

広報委員　豊　島　良　太



1 日（火） 鳥取県医療審議会［県立図書館］

2日（水） 都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会［日医］

3日（木） 鳥取県産業安全衛生大会［倉吉未来中心］

5日（土） 第177回臨時代議員会

〃 定例総会

8日（火） かかりつけ医と精神科医との連絡協議会

10日（木） 第 3回常任理事会

〃 鳥取県学校保健会定例理事・評議員会

13日（日） 産業医研修会

15日（火） 都道府県医師会長協議会［日医］

17日（木） 第 1回鳥取県医師国保組合監事会・理事会

〃 第198回鳥取県医師会公開健康講座

19日（土） 男女共同参画フォーラム［ホテル日航福岡］

22日（火） 鳥取県新型インフルエンザ対策本部図上訓練［日医］

24日（木） 第 4回理事会

〃 地域医療崩壊阻止のための総決起大会［笹川記念会館］

〃 平成20年度がん登録対策専門委員会

〃 職業倫理・自浄作用活性化委員会

31日（木） 地域医療崩壊阻止のための総決起鳥取大会

〃 生涯教育委員会

〃 鳥取県成人病検診管理指導協議会子宮がん部会・鳥取県健康対策協議会子宮がん対策専門委員

会

〃 新公益法人制度に関する説明会［県民ふれあい会館］

県 医 ・ 会 議 メ モ7月
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た。

お集まりいただきました沢山の患者様から「感

動しました」と大きな拍手が沸き起こり、音楽の

力を改めて感じたひとときでした。

3 ．『鳥取県実践が活きる看護診断研究会』を開

催

鳥取県内における看護診断の適切な活用と推進

により看護サービスの質の向上を図ることを目的

に昨年度この研究会が設立され、このたび 7月19

日（土）に第 1回研究会を開催いたしました。当

日は県内の看護師、看護学生併せて351名の参加

者があり、基調講演、特別講演のあと、「看護診

断の魅力」をテーマにシンポジウムを行い活発な

討論がありました。本院では県内の看護診断を導

入している病院同士で、看護に関する課題を解決

したり、有効な活用により看護の専門性を高め、

さらなる看護サービスの向上を目指しています。



鳥取県医師会報 08．8 No.638

89

生活保護法による医療機関の廃止

日野保健所 日　野　郡 222 20． 4． 1 廃　　　止

保険医療機関の登録指定、異動

〈入　会〉

森田　正人　米子医療センター 20．4．1

山本　祐子　米子医療センター 20．4．1

櫻井　重久　鳥取県立中央病院 20．6．25

大倉　裕子　鳥取大学医学部 20．7．1

野口圭太郎　谷口病院 20．7．1

坪倉　秀幸　鳥取赤十字病院 20．7．1

遠藤　　涼　鳥取赤十字病院 20．7．1

田邉　芳雄　米子医療センター 20．8．1

〈退　会〉

高垣　知伸　鳥取赤十字病院 20．6．30

坂田　晋史　鳥取大学医学部 20．6．30

野口美智子　博愛病院 20．7．31

〈異　動〉

養和病院
木下準四郎　 ↓ 20．7．1

米子市皆生温泉2－12－22

鳥取赤十字病院
小松　英樹　 ↓ 20．7．1

ウェルフェア北園渡辺病院

会員消息

鳥取医学雑誌への投稿論文を募集致します

「鳥取医学雑誌」は、鳥取県医師会が発行する「学術雑誌」で年 4 回（ 3 月・6月・ 9 月・12月）発行し

ています。締切日は設けておりません。「受理」となった論文は、発行月に最も近い医学雑誌へ掲載いたし

ます。投稿にあたっては、鳥取医学雑誌に掲載している「投稿規定」をご覧下さい。優秀な論文に対しては、

定例総会席上「鳥取医学賞」が贈られます。

また、32巻より新設した「興味ある症例」欄への投稿も併せて募集致します。投稿要領は編集委員会へご

請求下さい。会員各位の日常診療の参考となる論文のご投稿をお待ちしております。

ご不明の点は、鳥取県医師会・鳥取医学雑誌編集委員会へお問い合わせ下さい。

〒680－8585 鳥取市戎町317 鳥取県医師会内・鳥取医学雑誌編集委員会

TEL 0857－27－5566 FAX 0857－29－1578

E-mail igakkai@tottori.med.or.jp
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定価 1部500円（但し、本会会員の購読料は会費に含まれています）

残暑お見舞い申し上げます。ただいま北京オリ

ンピックの真最中です。時差がほとんどないので

寝不足になることはありませんが、まだまだ暑い

日が続きます、健康管理には十分気をつけましょ

う。

さて武田理事の巻頭言は、今年 5月の「微量採

血用穿刺器具の使い回し問題」についてですが、

普段当たり前になっていることの中に、実は重大

な危険が潜んでいるのではないかということを改

めて知らされた事件です。もう一度身の回りにこ

ういった事例がないのか、視点を変えての点検が

必要と考えます。

7月31日に地域医療崩壊のための総決起鳥取大

会が開かれました。社会保障費の削減が医療崩壊

を顕在化させたのは明らかであります。医療崩壊

の結果、医師の過剰労働が問題となっています。

自己を犠牲にしながら医療を続けて結局は社会の

犠牲になる。しかしその社会は犠牲になった医師

には冷たいですよ。「ものが落ちてきてつぶされ

たら労災になりますが、責任の重さにつぶされて

も何の保障もない」のです。

生涯教育委員会のなかで「総合（診療）医」の

討論がなされていますが、厚労省のいう「内科、

小児科等の幅広い領域について総合的かつ高度な

診療能力を有する標榜科」の考えと日本医師会の

「総合医」の整合性を含め、かつての家庭医構想

の二の舞にならないよう「質の担保」の観点から

慎重に検討していただきたいと思います。

陶山先生の男女共同参画フォーラムのレポート

ですが、女性医師が三割を超え、勤務医不足や過

労の一因とのこと。女性医師の場合はキャリアを

重ねていくのに重要な30歳代前半に出産、育児を

行うことが多く、職場環境づくりと再研修などの

具体策が実現することは男性医師にも朗報です。

いつも歌壇、俳壇、柳壇、フリーエッセイに秀

作、玉稿をお寄せいただく先生方に感謝いたしま

す。

先日、会報の読者アンケートをお送りしました。

皆様必ずご回答ください。

秋季医学会の演題募集中です。多数のご応募お

願いいたします。さらに、鳥取医学雑誌の投稿も

非常に少なく発刊が危ぶまれています。併せてよ

ろしくお願いします。

編集委員　　秋　藤　洋　一



厚生労働省委託事業 日本医師会女性医師バンク
日本医師会女性医師バンクは、就業を希望する医師に、条件にあった医療機関を紹介し、勤務

環境の調整を含め、採用に至るまでの間の支援を行い、再就業後も様々なご相談に応じます。

日本医師会女性医師バンクの特色

求職（求人）登録票のご請求は、求職者か求人者かを明記し、必要部数及び送付先を記入の上、

下記の日本医師会女性医師バンク中央センターへFAXにてお申込ください。

ご連絡・お問い合わせ先 日本医師会女性医師バンク　中央センター

〒113－8621 東京都文京区本駒込 2－28－16 日本医師会館B 1

TEL 03－3942－6512 FAX 03－3942－7397

登録・紹介等、手数料は一切いただきません。無　　料

就業に関するご相談は、コーディネーター（医師）が、丁寧に対応いたします。個別対応

ご登録いただいた情報は、適正に管理し、秘密は厳守いたします。秘密厳守

日本全国の医師、医療機関にご利用いただけます。（会員でない方も登録できます。）日本全国

今すぐに働く予定のない方もご登録いただけます。予備登録

 

 



豊かな老後　確かな支え

日本医師会
ご加入のおすすめ

年金 年金 

特　　色

加 入 の 資 格

1 ．日本医師会が運営する会員のための唯一の年金。

私的年金として我が国最大規模を誇っています。

2．長寿社会に対応した年金です。

長生きするほどお得な年金です。

3．生活設計に応じて年金額を決定できます。

4．掛金には上限がありません。増減はいつでもできます。

5．計算利率は魅力ある年1.5％です。

日本医師会会員で加入日現在、満64歳 6ヶ月未満の方です。また、年金
の受給権が発生する満65歳までは本会の会員であることが条件です。
会員の種別は問いません。

＊パンフレットのご請求と詳細については
日本医師会　年金・税制課
ＴＥＬ．03-3946-2121（代） Ｅメール　nenkin@po.med.or.jp
ＦＡＸ．03-3946-6295 ホームページ　http://www.med.or.jp/


